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平成19年２月28日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計予算

○議案第14号 平成19年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第15号 平成19年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第16号 平成19年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第17号 平成19年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第21号 宮崎県留置施設視察委員会条例

○議案第22号 地方警察職員の定員に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第24号 教育関係使用料及び手数料徴収

の一部を改正する条例

○議案第25号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第28号 県立学校職員の特殊勤務手当に

関する条例等の一部を改正する

条例

○議案第29号 地方警察職員の特殊勤務手当に

関する条例及び宮崎県警察本部

の内部組織に関する条例の一部

を改正する条例

○議案第32号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第43号 平成18年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第56号 公営企業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例

○議案第57号 警察署の名称、位置及び管轄区

域を定める条例の一部を改正す

る条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・平成18年度各事業の事業実績について

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正

警 務 部 長 田 畑 勝 己

松 尾 清 治
警務部参事官兼
首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 柄 本 重 敏

刑 事 部 長 鬼 束 昭 己

交 通 部 長 柄 本 憲 生

警 備 部 長 谷 口 数 雄

警 務 部 参 事 官 椎 葉 今朝邦

中 原 雅 男
警務部参事官兼
会 計 課 長

白 方 寛
生活安全部参事官
兼 地 域 課 長
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総 務 課 長 松 井 宏 益

生活安全企画課長 黒 木 憲 生

少 年 課 長 柏 田 和 彦

交 通 規 制 課 長 今 井 和 久

運 転 免 許 課 長 徳 留 勝次郎

教育委員会

教 育 長 高 山 耕 吉

石野田 幸 蔵
教 育 次 長
（ 総 括 ）

前 田 博
教 育 次 長
（教育政策担当）

福 島 信 雄
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 梅 原 誠 史

政 策 企 画 監 満 丸 洋 一

財 務 福 利 課 長 小 田 正 一

学 校 政 策 課 長 飛 田 洋

学 校 支 援 監 白 川 智

特別支援教育室長 渋 谷 弘 二

教 職 員 課 長 谷 村 學

生 涯 学 習 課 長 豊 島 美 敏

スポーツ振興課長 坂 口 和 隆

文 化 財 課 長 米 良 弘 康

人権同和教育室長 遠目塚 勉

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

黒 木 郁 雄
副 局 長
（ 総 括 ）

時 庭 伸 次
副 局 長
（ 技 術 ）

総 務 課 長 古 賀 孝 士

経 営 企 画 監 本 田 博

工 務 課 長 桑 畑 則 幸

電 気 課 長 山 潤一郎

施 設 管 理 課 長 相 葉 利 晴

総 合 制 御 課 長 白ヶ澤 宗 一

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

ただいまから、委員会を開○外山良治委員長

会いたします。

まず、委員会日程及び審査方針についてであ

ります。

「委員会日程（案 」及び「委員会審査の進め）

（ ）」 、 、 、方 案 を配付しておりますが 日程は 本日

補正予算関係議案及びその他の報告事項につい

て、各部局ごとに行い、明日以降、当初予算関

係議案について行うこととしております。

なお、当初予算について、議案の数などを考

慮し、警察本部、企業局、教育委員会の順に行

い、教育委員会の説明及び質疑は 「委員会審査、

（ ）」 、 、の進め方 案 のとおり ３課ごとに行った後

総括質疑を行いたいと考えております。

また、採決については、すべての質疑が終了

した後に行うこととしております。

今回の委員会日程及び審査方針については以

上でありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○外山良治委員長

いたします。

次に、執行部の不在についてであります。

明日３月１日は、教育長、教育次長及び教育

委員会各課長が県立学校卒業式出席のため、欠

席する旨の不在届が提出されておりますので、

御承知いただきますようお願いいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩
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午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

当委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

、○吉田警察本部長 委員長初め委員の皆様には

本日の常任委員会どうぞよろしくお願いいたし

ます。

、年末年始におきます事件事故に関しましては

先般の常任委員会でも御報告をいたしましたと

おりでございます。重要凶悪事件等の発生はご

ざいませんでした。平穏に推移したところでご

ざいます。

昨年は、全般的に見ますと、延岡市内におき

ます高校生被害に係る殺人・殺人未遂事件、西

都市内におけるコンビニ強盗事件等の重要凶悪

事件が発生いたしました。また、県発注の公共

工事をめぐる構造的不正事件の検挙といった事

件もございました。さらには、延岡市内で国内

で最大級と言われる竜巻被害が発生いたしまし

て、３名の方が亡くなるといった大変多忙な一

年でございました。しかしながら、委員の皆様

を初めといたしまして、関係各位の御支援・御

協力をいただきまして、こういった重要凶悪事

件等については、おおむね早期に解決をし、あ

るいは対応することができたと考えておりまし

て、この場をおかりいたしまして厚く御礼を申

し上げます。

本日は、さきの人事異動によりまして、執行

部に変更がございましたので、私の方から職員

の紹介を行い、その後、議案第43号「平成18年

度宮崎県一般会計補正予算について 、議案第57」

号「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める

条例の一部を改正する条例について 、報告「損」

害賠償額を定めたことについて 、その他報告事」

項といたしまして 「平成19年宮崎県警察運営方、

針及び運営重点」につきまして、担当部長から

それぞれ報告させていただきますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

それでは、今回の異動によりましてかわりま

した執行部職員を紹介させていただきます。お

手元にお配りいたしております資料１をごらん

ください。

警務部参事官兼主席監察官の松尾警視正でご

ざいます。生活安全部長の柄本警視でございま

す。刑事部長の鬼束警視正でございます。交通

部長の柄本警視正でございます。警備部長の谷

口警視正でございます。警務部参事官の椎葉警

視でございます。警務部参事官兼会計課長の中

原警視でございます。生活安全部参事官兼地域

課長の白方警視でございます。生活安全企画課

長の黒木警視でございます。少年課長の柏田警

視でございます。交通規制課長の今井警視でご

ざいます。運転免許課長の徳留警視でございま

す。以上であります。

それでは、平成19年２月定例○田畑警務部長

県議会提出の議案第43号「平成18年度宮崎県一

般会計補正予算（第４号 」の公安委員会関係に）

つきまして、御説明をさせていただきたいと思

います。

お手元の「平成18年度２月補正歳出予算説明

資料」の421ページをお開きいただきたいと思い

。 、ます 公安委員会一般会計警察本部の補正額は

。減額６億5,978万2,000円をお願いしております

今回の補正によりまして、公安委員会の補正後

の予算額は288億4,428万4,000円となります。そ

れでは、今回の補正の内容を科目別・事項別に

御説明いたしますので、説明資料の425ページを

お開きいただきたいと思います。
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まず、上段の左側の会計、科目、事項の欄を

ごらんいただきたいと思います。

（款）警察費（項）警察管理費（目）公安委

員会費 事項 委員報酬補正額マイナス18万8,000（ ）

円であります。これは公安委員の報酬の執行残

に伴う補正でありまして、昨年10月１日に、公

安委員の報酬額の根拠条例でございます「執行

機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び

」 、費用弁済に関する条例 が改正されましたので

報酬を減額補正するものでございます。

次に 事項 委員会運営費補正額マイナス105、（ ）

万1,000円でございます。これは、公安委員会運

営に要する経費の執行残に伴う補正でありまし

て、その主なものは番号１の警察署協議会運営

費マイナス72万5,000円でございます。警察署協

議会は、県下13警察署すべてに置かれておりま

して、その運営に係る予算は、協議会を年間４

回開催する予定で計上しておりますが、事件の

発生等により、４回開催することができなかっ

た所属があるため、その実績の減を減額補正す

るものでございます。

次に （目）警察本部費（事項）職員費補正額、

マイナス２億7,397万9,000円でございます。こ

れは、職員の人件費の執行残などに伴う補正で

ありまして、職員手当及び共済費の減額が主な

ものでございます。職員手当及び共済費の予算

額は、前年度の１月１日に在籍する職員の給料

総額に基づき決定しております。この給料総額

には、定年退職直前の職員の分も含まれており

まして、これらの職員が旧年度中に退職し、そ

のかわりに、新年度には若い職員が採用される

、 。ことにより 給料総額が下がることになります

昨年度は定年退職者が多く、そのかわりに、本

年度は新規採用者が多かったために、給料総額

が大きく下がって、職員手当及び共済費の額も

下がり、不用額が生じたことにより減額補正す

るものでございます。

次に 事項 運営費補正額マイナス２億5,285、（ ）

万8,000円でございますが 次のページの426ペー、

。ジまでわたってごらんいただきたいと思います

これは、警察職員設置に要する経費の執行残に

伴う補正でございまして、その主なものは、番

号２の退職手当マイナス２億2,317万2,000円、

番号４の駐在所等勤務警察官家族報償費及び公

衆接遇費マイナス1,340万円、番号６の警察職員

の健康診断手数料マイナス360万円、番号８の警

、察業務電算化推進事業費マイナス449万5,000円

番号12のその他職員設置経費マイナス290

万5,000円でございます。

退職手当の減額は、当初予算編成時に、定年

退職者として見込んでいた者のうち、定年を待

たずして、昨年度中に退職した者がおりました

ので、その分が不用額となったために減額補正

するものでございます。駐在所等勤務警察官家

族報償費及び公衆接遇費の減額は、主に家族報

償費の執行残でございます。家族報償費とは、

駐在所等に勤務する警察官の配偶者が、警察官

が不在時に駐在所等に来所した住民等の応対を

行うことに対する謝金でありまして、同居家族

の配偶者等に支給されるものでございます。家

族報償費は、すべての駐在所等について配偶者

同居の月額７万9,000円を予算化しております

が、今回の執行残は、駐在所等の勤務員の中に

単身赴任者がおりまして、謝金が不用額となっ

たために減額補正するものでございます。警察

職員の健康診断手数料の減額は、主に検診料の

入札残により、不用額が生じたために減額補正

するものでございます。警察業務電算化推進事

業費の減額は、情報技術を活用した警察業務の

電算化を推進するための経費のうち コンピュー、
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タープログラム改修費の入札残を減額補正する

ものでございます。その他職員設置経費の減額

は、通信指令システムの機器保守費の入札残や

ファクシミリ及びシュレッダーリース料の入札

残を減額補正するものでございます。

次に （目）装備費（事項）装備費補正額マイ、

ナス504万7,000円でございます。これは、警察

機動力及び警察装備の計画的整備充実強化と装

備活動に要する経費の執行残に伴う補正であり

まして、その主なものは、番号１の警察活動用

車両維持費マイナス145万6,000円、番号３の大

規模災害対策資機材整備事業費マイナス221

万7,000円でございます。

警察活動用車両維持費の減額は、国費で配分

される車両が予定していた数よりも少なかった

ため、その分の自賠責保険料と自動車重量税が

不用額となったために減額補正するものでござ

います。大規模災害対策資機材整備事業費の減

額は、大規模災害に備えた警察航空機テレビ伝

送システム保守委託料の入札残を減額補正する

ものでございます。

次に （目）警察施設費（事項）警察施設費補、

正額マイナス1,325万5,000円でございますが、

次のページまでわたってごらんいただきたいと

いうふうに思います。これは、警察施設の計画

的整備と適正な維持管理に要する経費の執行残

に伴う補正でございまして、その主なものは、

番号１の交番、駐在所庁舎新築費マイナス214

万1,000円、番号３の警察庁舎及び宿舎維持管理

費マイナス311万7,000円、番号６の霊安室等整

。 、備事業マイナス427万1,000円であります 交番

駐在所庁舎新築費の減額は、リース方式を導入

しました日向市駅前交番の入札残等を減額補正

するものでございます。警察庁舎及び宿舎維持

管理費の減額は、現在、延岡市医師会が所有す

る施設を借りて設置している仮交番の借り上げ

料が無料となったことなどにより 不用額となっ、

た分を減額補正するものでございます。霊安室

等整備事業の減額は、本年度、霊安室及び保冷

庫が未整備の警察署に、これらを一括整備した

ところでございますが、その入札残を減額補正

するものでございます。

次に （事項）警察署庁舎建設費補正額マイナ、

ス418万1,000円でございますが、これは、旧延

岡警察署庁舎の解体工事費及び落成式経費の入

札残を減額補正するものでございます。

次に （目）運転免許費（事項）運転免許費補、

正額マイナス4,489万4,000円でございますが、

これは、運転免許試験及び各種講習その他運転

免許事務処理に要する経費の執行残に伴う補正

でございまして、その主なものは、番号４の小

型免許証作成システム導入事業費マイナス1,653

万5,000円、番号５の道路交通法に伴う講習体制

整備事業費マイナス1,249万円、番号７の新基準

大型試験車両及び場内コース等整備事業マイナ

ス578万2,000円、番号９のその他運転免許試験

及び運転免許事務関係等経費マイナス92 3

万7,000円でございます。小型免許証作成システ

ム導入事業費の減額は システムのオーバーホー、

。ル費の入札残を減額補正するものでございます

、道路交通法に伴う講習体制整備事業費の減額は

宮崎県指定自動車学校協会に委託している高齢

者講習につきまして、受講者数が予定よりも少

なくなると見込まれますことから、その委託料

を減額補正するものでございます。新基準大型

試験車両及び場内コース等整備事業の減額は、

コース改修の設計費及び工事費の入札残や大型

バス及びトラック車庫リース料の入札残を減額

補正するものでございます。その他運転免許試

、 、験及び運転免許事務関係等経費の減額は 宮崎
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延岡、都城の運転免許センター及び自動車運転

免許試験場の光熱水費などに、実績の減により

不用額が生じたために減額補正するものでござ

います。

次に （目）警察活動費（事項）一般活動費補、

正額マイナス4,831万9,000円でございますが、

次のページの428ページまでわたってごらんいた

だきたいというふうに思います。これは、一般

警察活動に要する経費の執行残に伴う補正でご

ざいまして、その主なものは、番号１の警察電

話専用料等警察電話通信費マイナス500万円、番

号２の自動車保管場所証明事務に要する経費マ

イナス1,935万4,000円、番号６の自動車保有関

係手続のワンストップサービス化推進事業マイ

ナス518万9,000円 番号７の放置駐車違反処理・、

、管理システム等整備事業マイナス334万8,000円

番号12の組織犯罪対策情報管理システムの構築

事業マイナス757万1,000円、番号13の精強な第

一線警察構築に向けた治安基盤の整備事業マイ

ナス295万3,000円でございます。

警察電話専用料等警察電話通信費の減額は、

警察電話使用料の実績減により不用額が生じた

ため減額補正するものでございます。自動車保

管場所証明事務に要する経費の減額は、宮崎県

自家用自動車協会に委託している自動車の保管

場所の調査、入力業務について、申請件数が予

定よりも少なくなると見込まれますことから、

その委託料などを減額補正するものでございま

す。自動車保有関係手続のワンストップサービ

ス化推進事業の減額は、同事業の導入を延期し

たことに伴い、システム構築の委託料などに不

用額が生じたために減額補正するものでござい

ます。放置駐車違反処理・管理システム等整備

事業の減額は、民間会社に委託した放置駐車確

認事務委託料の入札残などを減額補正するもの

でございます。組織犯罪対策情報管理システム

の構築事業の減額は、システムの使用料及び賃

。借料の入札残を減額補正するものでございます

精強な第一線警察構築に向けた治安基盤の整備

事業の減額は、海外語学研修旅費の不用額や、

専門学校での語学教養手数料の入札残等を減額

補正するものでございます。

次に （事項）交通安全施設維持費補正額マイ、

ナス1,379万6,000円でございますが、これは、

信号機等の交通安全施設の適正な維持管理に要

する経費でございまして、維持委託料の入札残

や交通管制センター及び信号機の回線使用料の

実績減により生じた不用額を減額補正するもの

でございます

次に （事項）交通安全施設整備事業費補正額、

、 、マイナス221万4,000円でございますが これは

交通安全施設整備事業に要する経費の執行残に

伴う補正でありまして、その主なものは番号３

の交通安全施設の災害対策強化事業費マイナ

ス159万円でございます。交通安全施設の災害対

策強化事業費とは、国道10号など幹線道路の主

要交差点の信号機に停電時に対応できる自動発

電機を設置するほか、信号機の柱をコンクリー

ト製のものから金属製の鋼管柱に取りかえるな

どの事業でありまして、平成18年度は簡易型の

発動発電機を追加整備したことにより、発動発

電機の入札残を減額するものでございます。

引き続きまして、債務負担行為について御説

明をいたします。

お手元の平成19年２月定例県議会提出予算事

項別明細書の324ページをお開きいただきたいと

。 、思います 一番下の行に示しておりますとおり

日向警察署庁舎建設予定地取得事業費でござい

ます。期間は平成18年度から平成22年度まで、

限度額は６億4,060万5,000円の債務負担をお願
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いいたしております。ただし、予算の歳出化を

伴うのは平成19年度からでございますので、平

成18年度予算の増額補正はございません。事業

の内容でございますが、日向警察署は、築後51

年が経過して老朽化が進み、また、治安情勢の

変化に合わせた配置定員の増、あるいは、近年

の各種情報端末機器等の設置により極度の狭隘

状況にございます。加えまして、警察署敷地が

狭いために、十分な駐車場スペースを確保でき

ず、警察活動はもとより、地域住民の方々にも

御迷惑をおかけしておりますことから、早期の

移転建てかえが望まれているところでございま

す。

そこで、将来の建設構想を見据えて、宮崎県

土地開発公社が日向市鶴町２丁目に所有する元

宮崎交通営業所跡地約6,100平米と、土地開発公

社が近日中に取得予定の同所西隣の民有地約900

平米につきまして、日向警察署庁舎建設予定地

として取得することにしております。以上で議

案第43号「平成18年度宮崎県一般会計補正予算

（第４号 」の公安委員会関係につきまして説明）

を終わります。

次に、議案第57号「警察署の名称、位置及び

管轄区域を定める条例の一部を改正する条例

（案 」について御説明いたします。）

改正の理由といたしましては、本年３月31日

に延岡市と東臼杵郡北川町が合併することに伴

い、延岡警察署の管轄区域を示す地名表示に変

更が生じるためでございます。具体的には、延

岡警察署の管轄区域に関しまして、従来の「延

、 」 「 」岡市 東臼杵郡北川町 から 東臼杵郡北川町

を削除しまして 「延岡市」とのみ表記いたしま、

す。この条例案の施行期日につきましては、合

併日の本年３月31日を予定しております。

次に、平成19年２月定例県議会提出報告書の

報告件名「損害賠償額を定めたことについて」

につきまして御説明いたします。これは、お手

元の平成19年２月定例県議会提出報告書３ペー

ジの上から２番目の事案でございます。都城警

察署の警察官が公用バイクを運転して警ら中、

相手当事者運転の普通乗用自動車に追突した交

通事故でございます。相手方車両の修理費用と

して、３万4,761円を損害賠償金として県費で支

払うものでございます。

次に 「平成19年宮崎県警察運営方針及び運営、

重点」について御説明をいたします。これは、

お配りしておりますお手元の資料２に記載して

ありますとおり、本年の運営方針には 「県民の、

期待と信頼にこたえる力強い警察」を掲げてお

ります。これは、近年ますます複雑・多様化す

る事件・事故等に対しまして、宮崎県警察の総

合力を結集した力強い警察活動を展開し、日本

一安全で住みよい郷土であることを願う県民の

期待と信頼にこたえようとするものでございま

す。また、サブタイトルの「安全で安心して暮

らせる宮崎をめざして」につきましては、運営

方針を実現するに当たり、職員一人一人が肝に

銘じる信念とも言うべきものでございますが、

宮崎県警察が、県民と手を携えて安全で安心な

まちづくりを目指すことを誓うものでございま

す。

次に、運営重点についてでございますが、各

部門が最も重点的に取り組むべき重要施策とし

て、街頭犯罪等の抑止・検挙と地域安全活動の

推進、交通事故の総量抑制と交通死亡事故の抑

止、重要犯罪等の徹底検挙と組織犯罪の封圧、

テロの未然防止と災害等重大事案対策の推進、

犯罪被害者支援の推進、少年の健全育成と非行

防止の６項目を掲げてございます。

まず、街頭犯罪等の抑止・検挙と地域安全活
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動の推進につきましては、街頭犯罪等の徹底検

挙、関係機関・団体との連携による総合的な犯

罪抑止対策の推進により、子供の安全を初めと

する県民の安全と安心を確保して、体感治安の

回復を実感できるような施策を展開することと

しております。

次に、交通事故の総量抑制と交通死亡事故の

抑止につきましては、高齢者の事故防止に主眼

、を置いた参加・体験型の交通安全教育の推進や

飲酒運転、横断歩行者妨害などの重大事故に直

結する悪質・迷惑性の高い違反等に重点を指向

した指導取り締まりを強化し、交通死亡事故の

抑止と交通事故総量抑制を図ってまいりたいと

考えております。

次に、重要犯罪等の徹底検挙と組織犯罪の封

圧につきましては、県民に身近な窃盗や振り込

め詐欺等を初め、県民に著しい不安を与える殺

人や強盗など重要犯罪の早期徹底検挙と、暴力

、団などによる組織的な犯罪の封じ込めについて

特に重点的な取り組みを行ってまいりたいと考

えております。

次に、テロの未然防止と災害等重大事案対策

の推進でございますが、テロ関連情報の収集、

関連施設等の警戒警備及び関係機関との連携訓

、練によるテロ対処能力向上を図りますとともに

台風、竜巻などの風水害、地震などの突発災害

発生時における各部門一体となった警備体制の

確立に向けた活動を推進することとしておりま

す。

さらに、犯罪被害者支援の推進でございます

が、従来の犯罪被害者支援活動に加え 「社団法、

人宮崎犯罪被害者支援センター」など民間支援

組織とのより緊密な連携を図りますとともに、

地域支援ネットワークの構築など、社会全体で

犯罪被害者を支える環境づくりを進め、これま

で以上に充実した犯罪被害者支援を推進してま

いりたいと考えております。

最後に、少年の健全育成と非行防止でござい

、 、ますが 少年サポートセンターの効果的な運用

学校や少年警察ボランティアなどの関係機関・

団体との連携強化、携帯電話サイトの有害情報

周知等による有害環境の浄化など、少年非行防

止の諸対策を強力に推進してまいりますととも

に、児童買春などの福祉犯の取り締まりや適正

な少年事件捜査を推進していく所存でございま

す。

以上、本年の運営方針と運営重点について御

説明申し上げましたが、本年も本県警察一丸と

なって、県民の負託にこたえるべく、各種の警

察活動を積極的に展開することといたしており

ますので、今後とも、御理解、御支援をよろし

くお願いしたいと思います。

以上でございます。よろしくお願いをいたし

ます。

説明が終了しました。○外山良治委員長

。議案・報告事項について質疑はありませんか

歳出予算説明資料の425ページです○中村委員

が、公安委員会が３回しか開かれなかったので

減額をしたということでしたよね。公安委員会

、が４回開かれるのが３回しか開かれなかったと

これは忙しかったからということではなかった

でしょうかね。

ただいまのは、警察署協議会○田畑警務部長

、の方の開催回数ではないかと思っておりますが

警察署協議会は、各警察署にございまして、合

計で13協議会がございますが、その一つ一つの

協議会につきまして、年間４回開催することを

予定しておりまして、実際のところは３回ない

し２回というところで、１回分ほど開催できて

おりませんので、その分を減額補正するという
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ことでございます。17年度もおおむね２回から

３回、18年度もおおむね２回から３回というこ

とでございまして、これは、４回は若干余裕を

持ってちょっと予算要求させていただいておる

ところでございまして、最低２回、それから３

回ないし４回開くということで行っておるとこ

ろでございますが、現状では平均して2.5回前後

の開催という状況になっております。

、○吉田警察本部長 補足でございますけれども

公安委員会は、私ども、都道府県公安委員会に

管理をされておりまして、これは毎週公安委員

会が開かれておりまして、その公安委員会にお

きましては、私ども警察の業務の運営状況につ

きまして御報告をし、あるいは決裁を受けてお

るということで、公安委員会は毎週開かれてお

ります。

他方、警察署協議会でございますが、これは

平成11年から12年にかけまして、全国でいろん

な警察の不祥事が発生をいたしましたときに、

警察刷新会議というものができまして、警察改

革を進めるべきだという、そういう提言がなさ

れまして、その際に、警察がより地域の住民の

方々の御意見を伺うとともに、警察としても、

警察の業務の運営の状況についてより詳細に説

明をしていくべきだという、そういう提言がな

されまして、これに基づいて平成12年の警察法

の改正によりまして、新しくできた制度でござ

いますので、平成13年から施行されております

ので、まだ６年目という新しい組織でございま

すが、この警察署協議会につきましては、公安

委員会と異なりまして、公安委員会がその警察

署協議会の委員を委嘱するということでござい

まして、警察署長の諮問にこたえていろいろな

審議をしていただくと、こういう組織でござい

ます。

したがいまして、公安委員会の場合には、警

、察全体を管理するということでございますので

毎週原則として開いておりますけれども、協議

会の方は、その状況に応じまして所轄の警察署

のその管内の業務の運営状況について意見を申

し述べると、そういう状況でございますので、

性格が異なるものということを補足させていた

だきます。

よくわかりました。警察署協議会○中村委員

の方がこういうことだということですね。４回

行う必要はないと、2.5回ぐらいだと、４回をめ

どにということなんですね。わかりました。

それでは、次のページでいわゆる駐在所等勤

務警察官家族報償費及び公衆接遇費の減額です

が、その駐在所に単身赴任だったので、この分

が月額７万9,000円でしたか、減額になりました

よということでしたが、駐在所に赴任される場

合に、私ども、夫婦で来られるとばっかり思っ

ていましたけど、駐在所に夫婦で来られること

がいわゆる地域住民のために単身赴任よりかよ

、り効果があるんだという思いをしてましたけど

単身赴任でもいいんですか。

委員御指摘のとおり、私ども○田畑警務部長

は家族で赴任していただくということで、でき

るだけそのようにとお願いしておるところでご

ざいますけれども、やはり、お子さんの事情で

あるとか、いろいろそういうことがございまし

て、若干の方が単身赴任にならざるを得ないと

いう状況でございます。実際には、120ほど対象

の駐在所等がございますけれども そのうちの29、

施設が単身赴任になっておるという状況でござ

いまして、私どももできるだけ人事だとか、そ

ういった面で家族で赴任していただくようにい

ろいろ努力をしておるところですが、現状では

そういう状況でございます。
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まず、総体的に入札残、いろんな○十屋委員

項目であるんですけれども、例えば、今426ペー

ジの職員の健康診断とか、あとは427ページのシ

ステムの導入事業費等いろいろあるんですが、

これはそういうふうに節約をされているという

ふうに入札でそれぞれがしのぎを削って、業者

さんはある程度価格を抑えて出されているから

こういう結果になると思うんですけど、総体的

にはやっぱりいろんな事業とかシステムとか、

そういう傾向にあるのか、皆さんの方からそう

いうお願いをしているのか、そのあたりはどう

なんでしょうか。

これにつきましては、まさに○田畑警務部長

、 、適正な入札とか 談合が行われないようにとか

いろいろそういったことをお願いしながら、県

の規定にのっとって行っておるところでござい

まして、正確な数字はございませんが、近年は

少しずつ入札残などが大きくなってきているの

かなというような印象は受けております。

正確な数字ではございませんけれども、委員

御指摘のとおりではないかというふうに考えて

おります。

それと一つ、428ページの６番目の○十屋委員

ワンストップサービス化推進事業が先ほど多分

事業延期のためというお話だったと思うんです

が、それは何か特別な理由があるのかですね、

そのあたりちょっとお聞かせください。

自動車保管場所手続のワンス○田畑警務部長

トップサービス、要するに、いろんな登録手続

が１カ所でできるようなということで、国が音

頭をとって推進しておるものでございますが、

全国的に見ましても、まだそれほどこれが推進

されているというような状況もないような状況

がございまして、要するに、県の財政なども勘

案しますと、導入するにはまだ時期尚早かなと

。いうようなことで延期をしたものでございます

考え方なのかなと、やっぱり利用○十屋委員

する側にとってはそういうものが今、こういう

事業、先に取り組まれた方がいいのかなという

ふうに思うんですけれども、ここで丸々使わな

。 、 、 、いわけでしょう そうした場合には 何で じゃ

前年度、18年度に上げてきたのかというのが、

。そのあたりがちょっと理解できないんですけど

この事業につきましては、委○田畑警務部長

員御指摘のとおりでございますが、国が音頭を

とっておるということもありまして 今後は徐々、

に全国的にも進んでくるのかというふうに承知

しておりますけれども、徐々に負担額も、当然

最初の調査というか、入り口の事業として組ん

だものでございまして、今後、それを導入する

となると、負担が大きなものが次の年度かかっ

てくるというようこともありまして、そういっ

たことを全体として考えまして、今回、延期と

いう判断をしたところでございます。

そうすると、しばらく、どの時期○十屋委員

かわかりませんが、19年度の予算にも反映せず

に全国的な様子を見とくというふうに理解して

よろしいんでしょうか。

このワンストップの事業は、○柄本交通部長

、 、 、 、 、東京 神奈川 愛知 大阪 この ４都府県で今※

。 、 、サービスが開始されております それで 当初

国の方針としましては、平成20年度から全国で

このサービスを始めるということで、いわゆる

ＩＴ国家の推進ということで国の方針でござい

ましたけれども、国の方のスケジュールといい

ますか、それが少しおくれてきたということで

すね。それから、全国まだ限られた都府県でご

ざいますので、その必要性といいますか、緊急

性といいますか、その辺を全国の状況を見なが

※58ページに訂正発言あり
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ら、今後、このサービス事業を本県として、い

つごろから始めるのが適切か判断していきたい

というふうに思っております。以上でございま

す。

今のに関しまして若干の補足○中原会計課長

をさせていただきます。

このシステムは、個人の家からインターネッ

トを使っていろんな自動車の登録業務等をやる

システムでございますけれども、先進県の実情

を見ますと、相当額がかかった割には、この制

度によって使う件数がまだ東京都あたりでも３

。 、けたぐらいの話でございます したがいまして

費用対効果のことを考えますと、本県において

の導入は、しばらく様子を見てからでもよいの

ではないかという判断でございまして、19年度

も一応見送る予定にしております。以上でござ

います。

国が進める割には意外と効果が上○十屋委員

がってないと、率直に言うとそういうことです

ね。わかりました。

最後に、428ページの13、非常に長いですが、

「精強な第一線警察構築に向けた治安基盤の整

備事業 、先ほどの説明だと、海外語学研修等の」

入札残というふうにあったと思うんですけれど

も、これはいわゆる中身の説明、海外に行って

語学研修するのか、国内でいろんなところで研

修されるのか、そのあたりの説明と、これはい

わゆる渡航手続とか何かそういうところの入札

残なのか、そのあたりをちょっと御説明いただ

けますか。

「精強な第一線警察構築に向○田畑警務部長

けた治安基盤の整備事業」でございますけれど

も、中身は、１つは、海外の語学研修、もう一

つは、国内、いわゆる駅前留学といいますか、

ＮＯＶＡであるとか、そういったところに行か

せてというものでございますが、特に、海外語

、 、学研修の方につきまして アメリカであるとか

、 、 、それから中国語 これは台湾であるとか 韓国

ハングル語ですね、こういったものについて、

相当の力量のある者をさらに現地に行かせて勉

強させることによって、より一層語学力を高め

ようという事業でございますけれども、18年度

につきましては、韓国に行かせる者につきまし

て、予定していた者がちょっと仕事の関係で韓

国に行けないということになったものでござい

ますんで、その執行残が非常に大きかったわけ

でございます。したがいまして、あと、アメリ

カについてカナダに行かせたんですが、カナダ

とか台湾には行かせて所期の目的を達成してお

るところでございます。

年度にアメリカ圏と中国語圏と、○十屋委員

、どの程度の人が県から行っていらっしゃるのか

そのあたりを……。

これは各１名でございます。○田畑警務部長

まだまだ当県では外国人の犯罪がそう多くはご

ざいませんけれども、英語であるとか、特に中

国語ですね、そういったものの語学の素養のあ

る者が必要性が高まってまいりますので、今後

とも、この事業は続けていきたいというふうに

考えております。

そのうちのロシアというのは要ら○十屋委員

ないんですか。当然、いろいろ盛んになってく

、 、れば 国の大きさと言ったら失礼なんですけど

中国、アメリカ、ロシアとか、直接的に北海道

とかはまた別なんでしょうけど、そういうのは

考えられないんですか。

現在、ロシアについては行っ○田畑警務部長

ておらないところでございますが、全国の外国

人犯罪の状況を見ましても、圧倒的にアジア、

特に中国といったところでございますので、よ
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り使用というか、効果といたしましては、やは

り中国、それから共通語である英語、それから

、韓国語といったところではないかということで

検討はしたいところでございますけれども、現

在のところはロシアは考えていないということ

でございます。

いわゆる不法滞在とか、そういう○十屋委員

働く 観光ビザで来たときの不法滞在に対し―

て取り調べするときとか出てくると思うんです

よ。現実あると思うんですけども、そういうと

きのためにもやっぱり必要じゃないかなという

ふうに思いましたので、ちょっと意見述べさせ

てもらいました。

予算の編成とその消化のあり方の○山口委員

基本的な考えについてお聞かせください。例え

ば、年度当初100なら100という予算を立てます

とね。皆さん方の場合には、もしかして、あれ

が要るかもしれない、これが要るかもしれない

ということになりますと その安全圏を見て 100、 、

あればいいのを102とか103という形で編成をさ

、 、 、 、れて そして 例えば 年度末の今回のように

一般会計の補正減額が６億5,900万と、こうなっ

てくるのを見ますとね、決して、甘く予算を編

成した、多少多めに見積もって編成したとは申

し上げませんが、もう少し、入札における執行

残等を見ましたときには、逆に、各部あるいは

出先の署含めて資機材や予算が足りませんとい

、 、う悲鳴に近い声を聞くものですから であれば

もう少し予算を編成される時点でそこらを十分

に精査をされて編成すべきではないかと。100必

要だったのを103か104で予算編成をし、結果と

して、減額修正していって100にする方が、財政

当局者もしくは知事部局も顔色がいいのかもし

れませんが、もう一方では、県民の生命と治安

を預かっている皆さん方の立場に立てば、本当

に105必要なら、それは105請求すべきであって

という気がするんですね。そこら辺についての

皆さん方の予算編成とその決算するに当たって

のお考えを、もうちょっと聞かせていただけま

せんか。

委員御指摘のとおりでござい○田畑警務部長

まして、当然、必要なものを当初においては、

一生懸命財政当局と協議させてもらいながら、

、積み上げて編成しておるところでございますが

今回、６億ほどの補正になりましたけれども、

この大きなものは１月１日現在の職員定数で予

算編成等行うわけでございますが、その後に３

月31日で退職したりするわけでございまして、

その退職職員が非常に多くて、一方で、採用す

る若い者の給与というのは退職者の給与から比

べるとかなり低いと、そういったものの差と、

それから、退職を予定していた者が実際には10

人ほど前年で退職をしてしまったということ

で、18年度については10人ほど減ってしまった

ということの減額補正が一番大きなものでござ

いまして、これを合わせますと、５億ぐらいに

なるということが一つ大きな要因としてござい

ます。委員が御指摘されましたとおり、必要な

ものとか、前年度実績などを勘案しながら、当

、初予算を組ましていただいておるということで

そこのところが余裕を持って多めに１つの項目

について予算要求をしておるということでは決

してございませんで、特に、今回も警察署協議

会につきましては、今度、次回に御説明をさせ

ていただきますが、19年度の当初予算要求など

につきましては、18年度の実績を踏まえまし

て、30％ほど調整をして減額などをしておると

いうことでございまして、そういったことを勘

案して予算を編成しておりますけれども、当初

の計画より若干そういう形になったんだという
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ことで御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

今、警務部長から御説明申○吉田警察本部長

し上げたとおりでございますけれども、これは

本当に委員、重々御案内のことだと思いますけ

れども、予算編成のあり方といたしまして、私

どもとしては必要な、例えば装備資機材であり

ますれば、その個数等、あと積算単価、ござい

ますので、その単価を財政当局ともいろいろす

り合わせながら、予算要求をするわけでござい

ますけれども、私ども、先ほど来申し上げてお

りますように、できるだけ予算の節約をいたし

たいということで、入札等の際にもかなりいろ

いろな努力をいたしまして、実際の積算よりも

さらに安価な価格で調達をしておるという状況

があるわけでございまして、他方、やはり予算

の場合にはいろんな仕組みがございますので、

余ったからといって流用ができるというもので

もないというところがございますので こういっ、

たあたり、私どもでもかなり事務方で努力をい

たしまして、節約をいたしておりますが、その

節約をした分がすぐに、じゃ、ほかの費目に流

用できるかというと それはそういうふうになっ、

ておりませんので、予算の仕組み全体の問題と

してやはりまたぜひ御議論をいただければと

思っておりまして、私どもとしては、今の御指

摘を踏まえまして、またさらに、効率的な予算

編成になりますように努力をしてまいりたいと

考えております。

よくわかりました。別に知事部局○山口委員

ならずとも、皆さん方の方も財源の出どこはど

こであれ、それは国民の税だという気持ちにな

、 、 、れば おっしゃるように 一円の額といえども

それはやっぱり大切に使わせていただくという

ことで、決して潤沢な予算を組んで、それから

マイナスということじゃなくして、一方で、入

札等における執行残もあるし、みずから予算を

削減して耐えてきたという、その努力等につい

ても評価をいたしたいとは思います。

それで、１点伺いたいのは、今回の債務負担

行為の中で、日向警察署の項目が出てきていま

。 、 、 、す これは ５年前 あるいは10年前の本部長

、あるいは警務部長に対して質問しましたときに

まだまだ古い警察署は県内あちこちございまし

て 「警察署建てかえ計画というのはあるんです、

か」と、こう聞きますと「あります」と、当時

の方は答えるんですね 「ありますが、結果とし。

ては、財政との相談事でありまして」というこ

とになります。それは「駐在所も交番も含めま

してありますが、やっぱり先立つ予算が……」

ということのようであります。私個人は、てっ

きり今回日向警察署をやるのかなと思っていま

したところが、一昨年の台風で高岡署が孤立を

してしまったものですから、じゃ、今度は高岡

、署の方に行ってしまったという話がありまして

それが事実かどうかはよくわかりませんけれど

も、１億を超えて債務負担行為というところに

上がってきた以上、次、本部が手がける警察署

は日向警察署であるという理解をしてよろしい

んですか。

委員の御指摘の件でございま○田畑警務部長

すけれども 日向警察署につきましては 築後51、 、

年ということで、全国一古い警察署でございま

して、これはもうほんとに建てかえというのは

喫緊の課題だというふうに理解しております。

一方で、高岡警察署につきましては、17年の台

風であのような被害を受けまして、これもなか

なか立地はあの場所はふさわしくないのではな

いかという御指摘も受けておりまして、これも

非常に大きな課題でございまして、私どもとし
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ては、両方とも非常に重要だというふうに理解

しております。これは現在、そういった立場で

私どもは財政当局の方に説明して協議をさせて

いただいておるところでございますが、私ども

の本当の希望としては、両方とも本当に喫緊に

やりたいということで考えて、財政当局にはお

願いしておるところでございます。現時点では

そこまででございますけれども、できるだけ、

。私ども努力したいというふうに考えております

知事がかわりましたからというわ○山口委員

けではありませんけどね、それぞれ知事部局あ

るいは教育委員会、皆さんのところ、県のそれ

ぞれのセクションでみんな自分が大事だと思い

ながらも、それは警察本部の仕事というのは、

かけがえもなく大事であり、県民に問うたとし

ても答えは一緒だろうと思います。ですから、

、 、そういう意味では 真に必要な部分については

決してあなた方の横暴とかいうことではなくし

て、やっぱりそれは２署、必要だというのはそ

れはそれなりの要求をされ、やっぱり予算に反

映するするところに、私は、逆に県民の警察に

、対する信頼も出てくるのだろうと思いますので

そこらについてはぜひとも頑張っていってほし

いと思っております。

一件だけ。財源なんですが、その○蓬原委員

他特定財源というのがあって、425ページ、91

万3,000円の減額、426ページ、使用料及び手数

料175万4,000円、427ページで3,978万2,000円、

その他特定となって使用料及び手数料となって

、 。いるんですが これは何の手数料使用料ですか

素朴な質問……。

お答えいたします。○中原会計課長

この手数料は、運転免許更新者等の手数料、

それから自動車保管場所証明申請の手数料等で

ございます。

それで426ページの警察施設費なん○蓬原委員

、 、ですが 手数料が175万4,000円の減額になって

県債が200万発行されているんですが、これは理

由は何なんでしょうか。

、○中原会計課長 手元に資料をそろえますので

ちょっとお待ちください。

参事官、ゆっくり調べてく○外山良治委員長

ださい。ちょっと時間がかかりますか。

ええ。○中原会計課長

それでは、外山委員。○外山良治委員長

先ほどの山口委員の質問と多○外山三博委員

少関係があるんですが、425ページの退職手当が

２億2,300万、この当初予算は幾らだったんです

か。

今のにお答えいたします。18○中原会計課長

年度当初予算で退職手当は21億4,026万6,000円

となっております。

同じところの質問になるのか○外山三博委員

な。当初、退職者の予定数ですね、これは定年

退職者と中途退職者をどういう予定にしておら

れたのか。

退職予定者の見込みですが、○田畑警務部長

平成18年度中に定年退職の予定者が69名、それ

、から勧奨でちょっと早めにやめられる方を10名

それから普通退職といいますか、ほかの理由で

途中でやめられたりというのが５名ぐらいとい

うことを見込みまして、84人という見込みで予

算を立てたものでございます しかしながら 18。 、

年の３月末の時点で、この中から予想以上に早

期に退職された方が多く出まして、その分が10

人ぐらい17年度の方に早期に退職されてしまっ

たということで、18年度の執行額が10人分ぐら

い減ったということでございます。

今の当初で10名が勧奨という○外山三博委員

ことを言われましたか。勧奨退職、それから一
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般退職、その違いはどういうことなんですか。

勧奨退職につきましては、早○田畑警務部長

くやめれば退職金が若干上乗せされる制度を受

けて退職しようという方でございますが、普通

、 、退職につきましては その年齢まで行かないで

一身上の都合であるとか、一般に退職される方

ということでございます。

ということは、これは10名の○外山三博委員

方はちょっと早めに、１年ぐらい前にやめると

退職金やその後のいろんなものが有利になると

いうような理由でおやめになる……。

その要素もございますが、必○田畑警務部長

ずしも、それだけではございませんで、例え

ば、60歳が定年でございますけれども、体力的

になかなか 警察の業務というのは、公務員―

の中でも比較的激務であるというふうに認識し

ております。そういったことで、なかなか体力

的にきつくなりまして、勧奨制度もあるんであ

、 、れば 早めに退職したいといったようなことで

必ずしも、退職金が上乗せになるからというこ

とだけの理由ではございません。

それから、当然でございますけれども、例え

ば、59歳で退職しましたら、60歳のときに当然

もらえるはずの１年間の給与というものはもら

、 、えなくなりますので 勧奨退職をしたとしても

全体としては、収入は減になるということが大

体のことでございますので、退職金が多くなる

からやめますということではなくて、大抵の場

合は、もう体力的になかなか60まではきついな

ということで退職される方の方が多いのではな

いかというふうに考えております。

その勧奨退職というのは、私○外山三博委員

は初めて聞くんですけれども、これは行政用語

というか、行政の何かそういう基準というか、

あるんですか。そういう文言と制度が……。

暫時休憩します。○外山良治委員長

午前11時10分休憩

午前11時11分再開

再開します。○外山良治委員長

先ほどの蓬原委員の御質問に○中原会計課長

ついてお答えいたします。

起債対象事業というものがありまして、対象

事業について起債を行うものでありますけれど

も、平成18年度は交番、駐在所の建設費に財源

を充当しております。これが当初6,500万の起債

をいたしたんでございますけれども、契約実績

見込みで6,700万ということで200万の増という

ことになりましたもんですから、200万の起債を

さらに行ったということでございます。

項目の中にどこか増額があれば、○蓬原委員

この分の財源を当てたんだなと、トータルで使

用料減額のものがあったんだなと……。全部減

額ですよね。全部減額だから、新しく起債する

必要がどこにあったのかなということなんだけ

ど、そういう素朴な疑問のつもりだったですよ

ね 例えば 交番 駐在所庁舎新築費214万1,000。 、 、

円減額なんですよね。減額だから、起債がどこ

に必要だったかなという質問なんですけど。

暫時休憩いたします。○外山良治委員長

午前11時13分休憩

午前11時19分再開

再開します。○外山良治委員長

まず、勧奨退職の関係につい○田畑警務部長

て御説明いたします。勧奨退職、ちょっと言葉

が不正確で恐縮でございました。これにつきま

しては、県の「職員の退職手当に関する条例」

で規定されておりまして、その中の５条の３と

いうことで「定年前早期退職者に対する退職手
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当に係る特例」ということで、退職金が上乗さ

れるという対象が規定されてございまして、こ

れの対象につきましては、25年以上勤続してお

り、かつ、その年齢が退職日において定められ

ている者の定年が10年を減じた年齢以上という

ことで 50歳以上と この者について対象となっ、 、

てその退職手当の特例が受けられると、この者

について退職する者を私ども、勧奨退職と言っ

ておるんですけれども、条例の特例で定められ

ておる者、この対象として退職された方が若干

予定よりも多かったということでございます。

勧奨退職者が 予定が10名だっ○外山三博委員 、

たのが何名になってますか。

当初予算の予算ベースで○椎葉警務部参事官

勧奨退職者として一応10名を見込んでおりまし

たが、ことしの退職者はそのとおり、執行見込

みどおり10名であります。

それ以外の退職者が当初５名○外山三博委員

見込んでおったのが多少ふえたというような先

ほど説明だったですね。最終的には、勧奨退職

以外の退職者の予定が何名なんですか。

普通退職者として当初予算○椎葉警部参事官

の段階で５名を一応見込んでおりましたが、執

行は６名であります。

ところで、この６名の方の年○外山三博委員

齢ですね、どういう年齢になっていますか。

普通退職の中には死亡退○椎葉警務部参事官

職もございます。それから、それ以外の自己都

合による退職でありまして、年齢は死亡退職の

場合は当時58歳、普通退職の場合は49歳という

方もいらっしゃいますし 20代という方もいらっ、

しゃいます。以上です。

亡くなった方は別にして、退○外山三博委員

職の理由ですね、どういう理由でやめられるの

か。

、○椎葉警務部参事官 退職の理由つきましては

人それぞれでありますが、女性職員の結婚退職

というのもございます。それから、自分の家族

の介護等を理由にやめる職員もございました。

いろいろ理由はございます。以上です。

ですから、そのいろいろを聞○外山三博委員

いておるんですよ。５名でしょう。結婚退職、

介護、あとの３名の方はどういう……。

１人は結婚というふうに○椎葉警務部参事官

把握しております。それから１人は体力が続か

。 、ないということで一応把握しております あと

皆さん御存じのとおり、延岡署で警察官の飲酒

運転がございました。あの方もこの中に含まれ

。 、ております すべての状況を把握してませんが

その程度の退職理由というのは一応把握をして

おります。以上です。

この退職者のことしの数とい○外山三博委員

うのは、団塊の世代の退職者に入るんですね。

例年の退職者の数と比べて平均的なんですか、

それとも多い……、少ない……。

退職者も平成16年ごろか○椎葉警務部参事官

らどんどん増加しておりまして、一番ピークは

平成19年度であります したがいまして 平成20。 、

年３月にやめる方が最も多いと把握しておりま

す 今の予定ですと、約87名の方が平成19年―

度にやめます。あと、ピークは今のところ92名

ぐらいが平成21年度あたりに来る予定でありま

す。以上です。

大変失礼しました。先ほどの○中原会計課長

。蓬原委員の御質問についてお答えをいたします

先ほども申し上げましたように、起債対象の

事業で、交番、駐在所の建設に起債対象事業と

してこれを財源として当てました。当初6,500万

の予算でございましたけれども、最終的にこれ

が200万オーバーして6,700万までかかったと、
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これだけじゃございません、一般財源もあるん

ですけれども、この200万を一般財源から持って

くるのでなくて、起債を県債で当てなさいとい

うことが基本的に求められておるもんですか

、 、ら 200万の起債をさらに追加したということで

事業としてふえたのでここに計上させていただ

いたと、その財源につきましては、交番、駐在

所をつくる場合にはいろんな調査、設計、それ

から解体というところまで含んでおるんですけ

れども、この調査とか解体の費用は起債対象で

はございませんので、こちらの解体等の費用が

安く上がった分で持ってきたということでござ

います。

わかりました。新築としては、200○蓬原委員

万財源を必要としたので起債をしたけれども、

トータル的にはほかの部分はほかの財源の部分

で、いわゆる使用料及び手数料あたりの部分で

は減額、いわゆる214万1,000円ですか、そうい

うことになったと、トータル的では減額になっ

ているけど、一部では増額があったということ

ですね。

ほかありませんか。○外山良治委員長

次に、その他の報告事項について質疑はござ

いませんか。

先ほどの議案に関係ないことはな○山口委員

いんですが、日向警察署と高岡警察署の事業着

手のお願いを申し上げました。もう一方では、

延岡市緑ケ丘に警察官職員待機宿舎というのが

ＰＦＩ方式で建設をされまして、本来、こうい

うのは知事部局が先に手をつけるものなのかな

と思ったんですけども、皆さん方のところが先

に手をつけられて非常に進んだといいましょう

か、大したものだと感心をいたしております。

そんな中で、警視庁の一部の警察署とかある

いは刑務所までが、その民間が建設して民設公

営というようなＰＦＩ方式をとってくるような

時代でありますので、皆さん方が最終的には予

算絡みということで警察署の改築、あるいは交

番、駐在所の改築もしくは職員の官舎の改築と

いうことを考えましたときに、やはり今後とも

ＰＦＩ方式を導入していってほしいなと思う反

面、警察署とか、あるいは交番、駐在所という

のは、果たして、ＰＦＩ方式になじむのかなと

いう気もするんですね。そこらについてのお考

えをお聞かせいただけませんか。

山口委員、その他の報告事○外山良治委員長

項の内容については、警察運営及び運営重点に

ついてか、その他の報告で、今の山口委員の質

問はその他の……。

その他……。了解……。○山口委員

ということで、まず、その○外山良治委員長

他の報告事項は先ほど申し上げましたように、

「警察運営方針及び運営重点 、これについての」

質疑はございませんか。

それでは、犯罪被害者支援の推進○十屋委員

ということで、いろいろ警察の方も中心になっ

てやっていただいているんですけれども ちょっ、

、とこれは私も教えてほしいところがありまして

犯罪被害者の法の整備が大分進んで、裁判でい

ろいろ意見述べられたり、それから直接、きの

うかおとといの新聞では同時に民事に持ってい

けたりとか、そういうところがあると思うんで

すが、そのあたり概略、犯罪を受けられた方々

が今まで望まれたようなところで、何項目か改

正された点についてちょっと教えていただけま

せんか。

犯罪被害者支援の法制度の○吉田警察本部長

、 、整備の経緯でございますけれども まず最初に

昭和55年に犯罪被害者等給付金の支給に関する

法律という法律ができまして、これが法律とし
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てできた最初でございます。これは警察で策定

をした法律でございますけれども、公安委員会

でございますが、ここで初めて犯罪被害者に対

して見舞金という位置づけですけれども、お金

を支給するという仕組みができたところでござ

います。その後ずっとそのままだったんですけ

れども、平成８年に警察庁におきまして、被害

者対策要綱というものをつくりまして、犯罪被

害者対策をさらに推進していく必要があるとい

うことを示して、これは警察の中で取り組みを

。 、 、始めたところであります さらに 平成13年に

その犯罪被害者等給付金支給法を改正いたしま

して、支給の範囲、対象ですか、額を少し整備

をいたしましたり、あるいは被害者支援の充実

化のために、一定の民間団体に対して警察から

被害者の情報を提供して、その民間団体が支援

が可能になるというような、そういう仕組みが

できました。

その他、例えば、法務省の法律でも刑事訴訟

法等の改正がございまして、犯罪被害者等が法

廷で証言をすることが抵抗なくできるように、

、 、例えば ビデオを通じた証言でございますとか

あるいはこういうところで証言するにしても遮

へい物を設置をして証言をしやすくするとか、

そういった刑事司法制度上でも手当てが なされ

たところであります。

さらに、平成17年に、犯罪被害者等基本法と

いう法律がまたできまして、これは議員立法で

できたんでございますけれども、この中で犯罪

被害者に対しては、国あるいは都道府県、社会

全体で取り組んでいく必要があると、こういう

ことが示されまして 失礼しました。16年に―

その法律ができまして、その法律の中で、犯罪

被害者等基本計画という計画をつくりなさいと

いう、そういうことが法律の中で規定をされま

して、その規定に基づいて平成17年に犯罪被害

者等基本計画という計画ができまして、その計

画の中に、先ほど議員御指摘のございました、

例えば、附帯私訴と申しまして、刑事裁判の中

でその認定された事実について、民事裁判でも

活用することができる制度をつくるべきである

とか、あるいは被害者が公判の中で意見を述べ

るというようなことができるという制度をつく

るべきであるとか、制度を検討すべきであると

いう、そういうことがその計画の中に盛り込ま

れました。その計画に基づきまして、これも私

も報道で知る限りの話でございますけれども、

法務省におきまして、法制の整備を検討すると

いうことで今、法制審に諮問していると思いま

すけれども、先ほど述べました刑事裁判の中で

認定された事実を民事の損害賠償に活用できる

制度でございますとか、あるいは被害者が法廷

で意見を述べる仕組みでございますとか、こう

いった仕組みを盛り込んだ法案が恐らく今国会

に提出されるんだろうと思います。ですから、

まだ、その制度につきましては、成立はいたし

ておりませんけれども、そういった新しい制度

が設けられるという方向で現在、手続が進めら

。れておるというふうに承知をいたしております

以上です。

その他の報告事項で何かあ○外山良治委員長

りませんか。いいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他何かあり○外山良治委員長

ませんか。

山口委員の質問に対して答弁をしていただき

たいと思います。

先ほどのＰＦＩを活用した警○田畑警務部長

察施設の整備の関係でございますけれども、私

どももＰＦＩを活用しますと、非常に安くなっ
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てくるといいますか、効果があるということで

ございますんで、できるだけ推進してみたいと

いうふうに考えておるところでございます。

一方で、ＰＦＩの事業になじむというか、効

果が出てくるというものは私どもが調査したり

している範囲内では総額が30億円を超えるよう

なものについては、非常に効果があるというこ

とでございますので、そうしますと、先ほど来

出ております日向警察署とか、高岡警察署につ

きましては、通常は30億に届かないということ

、 、でございますので その効果の期待というのは

それぞれ単独では非常に期待ができないという

部分がございますので、そこら辺も含めて、要

するに、２つとも含めますと30億を超えてきま

すので、単純に言えば、ＰＦＩという観点から

すると、効果が期待できると、そういったこと

も含めて、財政当局とは今後とも協議をしてい

きたいというふうに考えております。

一方で、交番、駐在所につきましては、額的

には非常に小さなものでございますので ちょっ、

とＰＦＩ的にはなかなかなじまないということ

でございますけれども、一方で、日向市駅前交

番などのように、鉄骨方式にしますと、何とい

いますか、総額的にも安価になってきますし、

しかも、それをリース方式にしますと、単年度

負担が非常に抑えられるといったようなことも

ございますので、これはこういった方式で交番

等については、今後とも整備を図っていきたい

というふうに考えております。以上でございま

す。

ありがとうございました。限られ○山口委員

た予算の中で一方では予算獲得、設計、見積も

り、入札、工事監理、そしてその後の施設管理

とか、たくさん大変な事業が並んでくるわけで

すけれども、逆に、これを民間にお願いするこ

とによって、いろんな部分からの手を抜くこと

ができるとかいう利便性もありますので、広い

。範囲での御検討をお願いいたしたいと思います

２点目ですが、今回の常任委員会の名簿の中

に、平成19年度の警察本部の執行部の名簿をい

ただきました。知事部局あるいは教育委員会そ

れぞれ年度末から年度初めにかけて、そのメン

バーを明らかにするという意味では、警察本部

は他の部局に先駆けて早々とデビューを御披露

されたと、いわば、ここにお集まりいただいた

方々がこの１年間それぞれのセクションで頑

。張っていただくことになるんだろうと思います

今回の異動の中で気づいたことなんですが、

小林署で女性の課長が誕生したんですね。表現

がまずけりゃ訂正をいたしますが、警察とか、

警察社会と言ったら、どうしても男社会という

イメージを私たち持つんですが、そういう中で

やっぱり女性として活躍できる場がある。逆に

言ったら、女性として、男性に負けず劣らず頑

張る人もいるということは、私たちから見ます

と、非常に「目からうろこ」のような感じがい

たしまして、どのようないきさつがあったのか

、 、 、わかりませんし また この方が既婚者なのか

未婚者なのかもよくわかりませんけれども、や

はり女性が活躍できる職場も警察にあるんだと

いう意味では、知事部局やあるいは教育委員会

部局とは全く別な部分でひときわ異色の人事異

動だったのかなと思っております。ここら辺に

ついてのいきさつとか、今後の展望あるいはお

考え等があればお聞かせをいただけませんか。

本県の女性警察官の状況でご○田畑警務部長

ざいますけれども、本県は、平成２年から女性

警察官の採用を始めてございます。現在の女性

警察官の数でございますけれども、68人を採用

しておるところでございまして、警察官全体で
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は3.4％という状況でございます 全国平均が4.6。

％でございますので、本県はまだ女性警察官、

若干、全国に比べると少ないという状況でござ

いますけれども、平成19年４月１日にさら12名

採用する予定でございまして、それを含めます

と80名となりまして、割合も本県の警察官の4.0

％ぐらいになっていくと、全国平均に近づきつ

つあるんですが、まだ若干下回っていると、将

来の目標と申しますのは、採用がだんだん厳し

くなってきておるということも含めまして、あ

るいは女性特有の職域等もございますので、全

国平均並みには採用していきたいというふうに

考えておるところでございます。ちなみに小林

署で幹部・警部の方が一人誕生したという御指

摘でございましたけれども、幹部の登用状況で

ございますが、御指摘のとおり警部１名、今回

初めて登用したところでございます。全国的に

は女性の警部の方は75名ぐらいおられるようで

ございますし、ただ、九州内では福岡に１名、

沖縄に１名おられるのみで宮崎が３番目という

ことでございます ちなみに 全国では警視も16。 、

人ぐらいもうでてきておるようでございます。

本県では警部が一番トップという状況でござい

ます。そのほか警部補が４名、それから巡査部

。長が15名というような状況になってございます

まだまだ幹部の占める率としてはそんなところ

でございますけれども、これは幹部登用試験は

全く男女公平に行っておりますので、全く差な

く昇任試験を突破した者については、昇格させ

ていくというところでございます。

それから、女性警察官の配置先につきまして

も、基本的には、男性と同じというふうに考え

ておりまして、交番であるとか、刑事課等にも

配置をしております。そのほか先ほど来ありま

したように、犯罪被害者支援であるとか、性犯

罪捜査とか、女性がやるのにふさわしいなと思

うようなところにも特に配置をしておるところ

でございます。

それから、育成といいますか、初任科の学校

等も含めまして、これは全く男女同じ教育、警

備実施等もやらせておりますし、大体は剣道を

選択しておるようでございますけれども、実科

の剣道、それから逮捕術なども同じように訓練

をさせておるところでございます。したがいま

して、基本的には、女性警察官であるからさせ

ないというものは特段ないというか、ほぼ同じ

ように仕事をさせるという方針でございます。

以上でございます。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警○外山良治委員長

察本部を終了いたします。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

当委員会に付託されました議案等について、

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

教育委員会でございます。よろ○高山教育長

しくお願いいたします。

それでは、早速でございますが、御説明に入

らせていただきます。今回、本定例会に提出し

ております議案は、議案第43号「平成18年度宮

崎県一般会計補正予算（第４号 」であります。）

文教警察企業常任委員会資料の１ページをごら

んいただきたいと思います。教育委員会所管の
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一般会計予算につきましては、表の下から４段

目の補正額の欄に示しておりますとおり、21

億8,079万9,000円の減額補正をお願いするもの

であります。その結果、教育委員会の一般会計

予算額につきましては、同じ段の右から２番目

、 。になりますが 1,137億668万3,000円となります

減額の主な理由といたしましては、教職員の人

件費の執行残等によるものであります。

、 。次に その他の報告事項についてであります

本日は 「平成19年３月県立高等学校卒業予定者、

の就職内定状況について」外１件を予定いたし

ております。

詳細につきましては、引き続き担当課長が説

明をいたしますので、御審議のほどよろしくお

願いをいたします。

私の方からは以上でございます。

それでは、総務課関係につい○梅原総務課長

て御説明を申し上げます。

資料変わりまして、平成18年度２月補正歳出

予算説明資料をお願いいたします。369ページで

ございます。今回の補正は、一般会計予算8,519

万7,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の額は右から３番目の欄にあり

ますとおり、32億7,606万2,000円となります。

以下、主なものにつきまして事項別に御説明申

し上げます。

あけていただきまして371ページをごらんくだ

さい。中ほどの（目）事務局費（事項）職員費

でございます。2,532万9,000円の増額補正をお

願いしております。これは県立中学校開設準備

等に伴う、本事項で予算措置を行います教育委

員会事務局職員が増員となったこと等によるも

のでございます。

次に、その下の段（事項）一般運営費でござ

いますが、847万円の減額です。これは事務局本

庁及び教育事務所の運営に係る事務費等の執行

残によるものでございます。

次に、372ページをごらんください。中ほど

目 社会教育総務費 事項 職員費9,298万9,000（ ） （ ）

円の減額でございます。これは少年自然の家に

指定管理者制度が導入されたこと等に伴う職員

の減によるものでございます。その下 （目）保、

健体育総務費（事項）職員費576万9,000円の減

額でございます。これは育児休業等に伴う給与

費等の執行残によるものでございます。総務課

は以上でございます。

財務福利課関係について○小田財務福利課長

御説明申し上げます。

同じく２月補正歳出予算説明資料の財務福利

課のインデックスのところ、ページで言います

と、373ページをお開きください。今回の補正額

は一般会計での３億8,235万2,000円の減額をお

願いしております。なお、補正後の予算額は右

から３列目、上から一段目の75億1,293万円とな

ります。以下、主なものにつきまして、事項別

に御説明申し上げます。

375ページをお開きください。中ほどにありま

す（事項）維持管理費でございますが、871万円

の減額でございます。これは県立学校の施設等

の維持補修に係る営繕工事の設計委託料や旅費

等の事務費の執行残でございます。

次に、下から２段目の（事項）県立学校耐震

対策事業費でございますが、2,603万2,000円の

減額でございます。これは耐震補強事業におけ

る設計委託料や旅費等の事務費の執行残でござ

います。

次に、376ページをお開きください。上から４

段目の 事項 育英事業費でございますが 8,122（ ） 、

万1,000円の減額でございます。これは貸与予定

者の、他の奨学金との併願による辞退や貸付者
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の年度途中での辞退、中途退学、留年など143名

分による執行残でございます。なお、本年度の

申請者のうち、いわゆる採用基準を満たしまし

た基準適格者につきましては、全員を採用して

おります。

次に、４段下にあります（事項）高等学校等

育英資金貸与事業基金積立金でございます

が、1,350万6,000円の減額でございます。これ

は日本学生支援機構から高等学校等奨学金事業

が県へ移管されましたことに伴い、奨学金の原

資であります交付金を県育英資金貸与事業に当

てるための積立金でありますが、国の10分の10

の補助事業である基金の積立金を国庫補助決定

、 。に伴いまして 減額補正するものでございます

次に、２段下にあります（事項）教職員住宅

費でございますが、2,210万9,000円の減額でご

ざいます。これは教職員住宅の修繕に係る設計

委託料や工事費等の執行残でございます。

次に、377ページをごらんください。上から４

段目の（事項）教職員福利厚生費でございます

が、1,931万3,000円の減額でございます。これ

は県立学校職員等の健康診断の経費や宮崎県教

職員互助会への補助金などの執行残でございま

す。

次に、３段下の（事項）学力向上推進費でご

ざいますが、1,194万1,000円の減額でございま

す。これは県立学校の生徒用コンピューター整

備等に要する経費で、システムの運用内容の見

直しによる委託料やコンピューターリース料に

係る使用料、賃借料の執行残でございます。

次に、一番下の（事項）恩給及び退職年金費

でございますが、1,389万5,000円の減額でござ

います。これは恩給等の受給者減による執行残

でございます。

次に、378ページをお開きください。上から３

段目の（事項）一般運営費（高等学校）でござ

、 。いますが 5,697万5,000円の減額でございます

これは県立高等学校等の維持管理に要する経費

で、光熱水費等の執行残でございます。

次に、２段下の（事項）海洋高校実習船費で

ございますが、2,098万2,000円の減額でござい

ます。これは、実習船進洋丸の修繕料の執行残

でございます。

次に、379ページをお願いいたします。一番上

の（事項）定時制通信制教育振興費でございま

すが、607万7,000円の減額でございます。これ

は定時制通信課程の生徒に対する教科書給与等

の修学支援に関する経費でありますが、実績に

伴う執行残でございます。

次に、380ページをお願いいたします。一番上

の段の（事項）一般運営費（養護学校）でござ

、 。いますが 1,396万7,000円の減額でございます

これは養護学校の維持管理に要する経費で、ス

クールバスの運行委託の委託料や光熱水費等の

執行残でございます。

次に、下から４段目の （事項）県立学校体育

施設整備でございますが、789万1,000円の減額

でございます。これは県立学校のプール、武道

場の体育施設等の修繕に係る設計委託料、工事

費等の執行残でございます。

次に、381ページをごらんください。上から２

番目の（事項）文教施設災害復旧費でございま

すが、6,157万5,000円の減額でございます。こ

。れは工事費等の執行残によるものでございます

財務福利課関係は以上でございます。

学校政策課の補正予算に○飛田学校政策課長

ついて御説明させていただきます。

歳出予算説明資料の383ページをお開きくださ

い。学校政策課の補正予算といたしましては、

一般会計で１億3,753万9,000円の減額補正をお
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願いいたしております。補正後の予算額は右か

ら３番目でございますが、11億2,221万6,000円

となります。それでは、その主な内容について

説明させていただきます。

385ページをお開きください。まず、中ほどの

（事項）県立高等学校再編整備費の871万2,000

円の減額であります。このうち、１西諸県地区

総合制専門高校設置事業の752万１,000円の減額

でございます。この事業は、県立高等学校再編

整備計画に基づき西諸県地区の専門高校３校小

林工業・小林商業・高原高校を総合制の専門高

校として再編整備するものでありますが、小林

工業高校において新校舎建設を進めております

が、その建設中に使用する仮設校舎をリースで

確保いたしましたが、その執行残等でございま

す。

次に その下の 事項 学力向上推進費の1,096、 （ ）

万3,000円の減額でございます。主なものは３少

人数指導推進モデル事業の730万円の減額でござ

います。これは県内小学校における少人数指導

を行う非常勤講師の報酬等の執行残でございま

す。

次に、一番下 （事項）指導者養成費の3,767、

万7,000円の減額でございますが、次の386ペー

ジをお開きください。一番上の説明欄の３初任

者研修事業の1,917万8,000円の減額でございま

す。この事業は、新規採用の職員が研修で不在

となる期間に補充として配置する非常勤講師の

報酬や旅費等でありますが、その執行残でござ

います。

次の４国際理解教育推進事業の1,636万円の減

額でありますが、各教育事務所、県立高等学校

に配置しております外国語指導助手ＡＬＴでご

ざいますが、その報酬と、来日それから帰国に

要する旅費等の執行残でございます。

次に、同じページの中ほどの（事項）生徒健

全育成費の1,756万円の減額でございます。この

うち、２（事項）指導能力育成充実事業の1,687

万円の減額でございますが この事業は 国の10、 、

分の10の事業であります子供と親の相談員配置

や、国２分の1、県２分の１で行いますスクール

カウンセラーの配置において、国の補助決定が

当初予定した額より減額されたことによるため

に減額補正をするものでございます。

次に 388ページをお開きください 一番下 事、 。 （

項）学校安全推進費の4,768万3,000円の減額で

ございます。このうち、４日本スポーツ振興セ

ンター共済事業の4,261万1,000円の減額でござ

いますが、これは県立学校に通学している児童

生徒が学校管理下でのけがや疾病等の医療費補

償のために行う共済掛け金と給付金でありまし

て、当初予定していた生徒の事故等より見込み

を下回ったため減額をするものでございます。

以上でございます。

御報告でございます。恐れ○白川学校支援監

入りますが、資料は常任委員会資料の２ページ

をごらんいただきたいと思います。平成19年３

月県立高等学校卒業予定者の１月31日現在の就

職内定状況について御報告を申し上げます。

表をごらんいただきたいと思いますが、表の

左側が平成18年度の状況を、右側が17年度同期

の実績を示しております。平成18年度の合計の

欄の特に太文字で記載した部分を上の段から順

に下の方へごらんいただきたいと思います。

まず、今年度の卒業予定者は8,847名でありま

す。そのうち就職希望者は、その３段下にあり

ますように、県内への希望、県外への希望を合

わせまして2,867名であります このうち １月31。 、

日までに就職が内定した生徒は、その３段下に

ありますよう、2,528名となっております。昨年
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同期より42名増加しております。内定率といた

しましては 一番下の段にありますように 88.2、 、

％となっておりまして、昨年同期より2.6ポイン

トの増加となっております。今後も引き続き、

。就職支援に努めてまいりたいと思っております

以上であります。

それでは、特別支援○渋谷特別支援教育室長

教育室関係について御説明します。

再度、歳出予算説明資料にお戻りいただきま

して389ページをお開きください。一般会計

で1,373万1,000円の減額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の額は右から３番目で

すけれども、１億4,243万7,000円となります。

、 。それでは 主なものについて御説明いたします

ページをめくっていただきまして391ページをお

開きください。

まず、上から５段目の（事項）県立盲ろう養

護学校再編整備事業でありますが、529万7,000

円の減額を行うものであります。主なものとい

たしましては、説明欄の１清武養護学校高等部

設置事業で471万9,000円の減額であります。清

武養護学校高等部につきましては、平成17年度

中に校舎建築等を済ませ、昨年４月から開設し

ておりますが、今年度の整備といたしまして計

画しておりました運動場の造成工事の入札残等

であります。

次に （事項）特別支援教育振興費であります、

、 。が 843万4,000円の減額を行うものであります

主なものといたしましては、説明欄７の障害児

介助支援事業で323万1,000円の減額でございま

す。これは市町村が行う障がい児の介助支援に

係る経費への補助でありますけれども、その補

助決定に伴う執行残であります。そのほかの事

業につきましては、いずれも事務費等の執行残

に伴うものであります。以上でございます。

それでは、同じ冊子の393○谷村教職員課長

ページをお願いいたしたいと思います。教職員

、課関係のインデックスのところでございますが

２月補正一般会計の予算説明でございます。一

般会計、そこにありますように、10億6,771万円

の減額補正をお願いいたしております。その結

果、補正後の額は右から３番目でございます

が、991億4,127万円となります。以下、主なも

のについて御説明を申し上げます。

395ページをお開きください。上から５段目の

（事項）教職員人事費でございますが、2,406

万1,000円の減額補正をお願いしております。主

な理由といたしましては、学校の非常勤職員に

ついて、学校行事等の関係によりまして、従事

する時間が減少し、それに伴い報酬等に執行残

が生じたものでございます。

次のページをお開きください。上から２段目

小学校費の（事項）職員費でございますが、２

億9,050万7,000円の減額補正をお願いしており

ます。これは職員費につきまして、１月１日現

、在の職員数をもとに積算を行っていることから

執行額との差額について減額補正をお願いする

ものでございます。同様の理由になりますが、

上から８段目、中学校費の（事項）職員費5,961

万4,000円の減額 一番下の段 高等学校費の 事、 、 （

項 職員費５億8,085万7,000円の減額 次のペー） 、

ジでございますが、下から４段目、養護学校費

の（事項）職員費7,269万2,000円の減額をお願

いしております。以上でございます。御審議を

よろしくお願いをいたします。

続きまして、その他の報告でございますが、

資料につきましては、別冊の常任委員会資料で

ございます。その３ページをお開きいただきた

いと思います。

「教職員人材育成プランの策定について」と
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いうことでございますが、その資料の２にお示

ししましたとおり、今回のプランの策定につき

ましては、これまでアンケートを初め、地域別

に開催をいたしましたエリアミーティング、あ

るいは民間有識者等による人材育成懇話会、あ

るいは県内大学との懇話会等、多方面から御意

見をいただきながら、策定作業を進めてしてま

いりました。それでは、現段階のプランの概要

について説明させていただきます。

４ページをお開きください。まず、プラン策

定の趣旨についてまとめてございます。現在、

本県の教職員が抱える課題や国の動向等を踏ま

え、中ほどの網かけのところにありますが、大

学等における養成、採用、研修、評価、異動な

ど、人材を育成するために重要な要素をトータ

ルに見直し、中長期的な視点から一貫した理念

、に基づくプランが必要であるという認識のもと

策定を進めた次第でございます。

次に、プランでは、まず、学校の役割につい

て触れております。家庭や地域の教育力の低下

が指摘される中、学校や教職員には、これまで

以上に多様な機能や能力の発揮が求められてお

ります。そういったニーズに対応することは当

然必要ですが、その対応に追われ、教職員が業

。務に負担感を感じていることも事実であります

そこで、今回のプランでは、学校が果たすべき

主要な役割を明確にした上で、本県の求める教

職員像を設定し、下の図にありますように、教

、職員の人材育成にとって極めて重要である社会

学校、家庭、地域の果たす中核となる役割を明

らかにいたしました。

次いで、資料５ページでございますが、本県

教職員の人材育成の目標となる「求める教職員

像」をお示ししております。図に示しておりま

、 、すように 教職員の人材育成のテーマとしては

特に授業力を高めること、管理職のテーマとし

ては、特にマネジメント能力を高めること、両

者に共通するテーマとしては、幅広い社会性を

身につけることを設定し、それらを支える基盤

となる資質として、子供に対する愛情や教育に

対する情熱を位置づけております。

資料の６ページをごらんいただきたいと思い

ます。こちらには「教職員の人材育成を推進す

るための、６つの柱と68の具体的な取組」を一

覧にしてお示ししております。各柱ごとの主要

な取り組みについて触れさせていただきます。

まず、左上にあります「優れた人材の確保」に

ついてであります。この中では、１大学での養

成及び連携のあり方としまして、Ａ大学と教育

委員会との連携の強化に加え、新たに、Ｂ教職

希望者に対する学校での体験機会の提供にも取

り組んでまいります。また、２の採用のあり方

では、Ａ実績のある臨時的任用講師の採用につ

いて優遇措置等を検討いたします。

次に、資料の右の上でございますが 「能力開、

」 。発のための研修システム についてであります

１個人、２学校、それぞれの研修の活性化に取

り組んでまいりますが、３の教育委員会におけ

る取り組みとしまして、人材育成を図るために

研修体系全般を見直す中で、特にＢにあります

ように、初任者研修の見直し、Ｃ授業力を高め

るための研修の充実、Ｄ社会人としての幅を広

。げるための研修の充実などに努めてまいります

また、トップリーダーを育成する観点からＦ企

業や大学への派遣研修についても検討いたしま

す。

それから、本年度、試行スタートさせました

５のスーパーティーチャー制度についても機能

や分野を拡大しながら推進してまいりたいと考

えております。



- 26 -

次に、その下の「評価制度の構築と活用」に

ついてでございます。教職員の新たな評価制度

につきましては、今年度から一部実施している

ところでありますが、今後も透明性と納得性の

高い制度の構築に努めるとともに、人材育成を

図る観点から評価結果の積極的な活用について

も取り組んでまいります。

続いて、資料左側中ほどにあります「人材育

」 。成のための異動・任用 についてでございます

異動のあり方につきましては、現在、国におい

て議論されております市町村への人事権の移譲

といった問題も踏まえ、地域に根差す教育を推

進するための異動のあり方や、Ｄにあります公

募制の導入ついても検討を進めてまいります。

次に、その下の「人材を育てる組織マネジメ

ント」につきましては、管理職のあり方としま

して、現在多様な業務に追われている教頭の業

務内容の見直しや、学校運営を支えるスタッフ

。としての主任の職務内容を見直してまいります

最後に、本プランの各章を支える位置づけに

ある「能力を発揮できる環境づくり」につきま

、 、して １にあります各学校での取り組みに加え

２の教育委員会の役割として文書や会議の精選

やＧにあります学校を支える外部人材の積極的

な活用を図るなど、学校現場の多忙感の解消に

努め、教職員がやりがいを持って子供たちの指

導に専念できる環境づくりに努めてまいりたい

と考えております。

資料の３ページにお戻りいただきたいと思い

ます。その下の方でございますが、３の「今後

のスケジュール」でございます。３月８日の教

育委員会で最終的な決定を行いまして、４月中

旬からプランに沿って具体的な取り組みを推進

してまいりたいと考えております。以上でござ

います。

生涯学習課の２月補正案に○豊島生涯学習課

ついて御説明をいたします。再度、歳出予算説

明資料に戻っていただきまして、生涯学習課の

インデックスのところ、399ページをお開きいた

だきたいと思います。一般会計予算で2,992

万9,000円の減額補正をお願いするもので、これ

によりまして、補正後の一般会計予算額は右か

ら３番目になりますけれども ６億5,473万9,000、

円となります。

次に、401ページをお願いいたします。上の表

の中の４段目（目）の社会教育総務費の事項別

。 （ ）に主なものを御説明いたします 最初の 事項

社会教育振興費は145万の減額をお願いしており

ます。この主なものは説明の欄の１の社会教育

。主事等研修などの執行残によるものであります

次に、その下の（事項）成人・青少年教育費

につきましては、254万5,000円の減額となって

おります。その主なものは説明欄の１の「若人

ひむか活性化塾」の応募団体補助の執行残など

であります。

次に、一番下の（事項）生涯学習基盤整備事

業費は504万8,000円の減額をお願いしておりま

す。これは次のページ、402ページになりますけ

れども、そこの一番上の説明の欄の３生涯学習

。環境の整備などの執行残によるものであります

次に、同じページの中ほどになりますけれど

も 目 の図書館費につきましては 総額で223、（ ） 、

万5,000円の減額をお願いしておりますが、その

、（ ） 、主なものは 事項 図書館費の図書館運営費や

その下の（事項）奉仕活動推進費の図書館資料

貸し出しに要する経費などの執行残によるもの

であります。

次に、一番下の（目）美術館費につきまして

は、総額で1,796万7,000円の減額をお願いして

おります。これは次のページになりますけれど



- 27 -

も、403ページ、その主なものは （事項）美術、

館費の美術館運営に要する経費の執行残や、そ

の次の（事項）美術館普及活動事業費の下の説

。明欄３の特別展の執行残によるものであります

生涯学習課関係は以上でございます。

スポーツ振興課関係○坂口スポーツ振興課長

について御説明を申し上げます。歳出予算説明

、資料のスポーツ振興課のインデックスのところ

ページで申し上げますと405ページをお開きいた

だきたいと思います。一般会計で5,337万7,000

。 、円の減額補正をお願い申し上げます その結果

補正後の額は10億5,840万6,000円となります。

以下、主なものにつきまして事項別に御説明を

申し上げます。408ページをお開きいただきたい

と思います。

まず、一番上の（事項）保健管理指導費でご

ざいます。334万1,000円の減額補正をお願いし

ております。主なものは県立学校の生徒に対す

る各種健康診断手数料の執行残でございます。

次に、その下にあります（事項）体育大会費

でございますが、1,834万3,000円の減額補正を

お願いしております。これは主に国民体育大会

の経費でありまして、選手派遣にかかわる経費

の執行残でございます。

次に、その下にあります（事項）体育振興助

成費でございますけれども、915万2,000円の減

額補正をお願いしております。主なものは県体

育協会に対する管理運営補助金の執行残でござ

います。

次に （事項）競技力向上推進事業でございま、

す。1,724万3,000円の減額補正をお願いしてお

ります。これは主に総合運動公園内の野球練習

。場建設にかかわる工事費の執行残でございます

以上でございます。

文化財課について御説明を○米良文化財課長

申し上げます。歳出予算説明資料文化財課のイ

ンデックスのところ、411ページをお願いいたし

ます。今回お願いしておりますのは一番上の欄

でございますが 一般会計予算４億1,009万1,000、

円の減額でございます。これによりまして補正

後の一般会計予算額は右から３列目でございま

すが、９億9,249万4,000円となります。以下、

その主な補正内容につきまして、事項別に御説

明いたします。

次のページ、413ページをお願いいたします。

上から５段目の（事項）文化財保護顕彰費に357

万3,000円の減額をお願いしております。主なも

のといたしましては、下の説明欄の２の特別史

跡西都原古墳群保存整備事業の草刈り業務委託

費の執行残や、６の西都原古墳群歴史ロマン再

生空間形成事業の執行残であります。

次に、一番下の（事項）埋蔵文化財保護対策

費に３億8,802万3,000円の減額をお願いしてお

ります。これの主なものといたしましては、次

の414ページをお願いいたしますが、414ページ

の一番上の方の説明欄の３の国道発掘調査及び

４の東九州自動車道発掘調査等の受託事業に係

。る受託額が確定したことによるものであります

国道や東九州自動車道につきましては、受託が

予想される最大限の面積について予算を計上し

て臨んでいるものでありまして、用地等の条件

が整い次第、調査に着手していったものであり

ますが、事業者から調査委託を受けた遺跡の箇

所数が当初予定を下回ったこと、あるいは確認

調査の結果、本調査が不要になったことによる

ものであります。

次の（事項）博物館費から（事項）博物館資

料整備費まで３つの事項で1,123万5,000円、次

の415ページをお願いいたします （事項）考古。

博物館費から一番下の（事項）考古博物館資料
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整備費まで３つの事項で588万4,000円の減額を

お願いしておりますが、これは管理運営費の執

。 。行残によるものであります 以上でございます

よろしく御審議のほどをお願いいたします。

人権同和教育室に○遠目塚人権同和教育室長

ついて御説明を申し上げます。歳出予算説明資

料の417ページをごらんください。一般会計で87

万3,000円の減額補正をお願いいたしておりま

す。補正後の額は1,258万8,000円となります。

次に、419ページをお開きください （事項）。

の人権教育総合企画費で87万3,000円の減額補正

をお願いいたしております。これは人権啓発資

料作成に要する印刷製本費 「共に生きる力を育、

む人権教育推進事業」の旅費並びに報償費等の

執行残に伴う減額補正でございます。よろしく

御審議のほどお願いいたします。以上でござい

ます。

説明が終了しました。議案○外山良治委員長

について質疑はありませんか。

372ページの一番下の保健体育費の○十屋委員

ところで、ちょっと忙しくて聞き漏らしたんで

すが、職員の人件費の執行残に伴う補正という

ことで産休のために職員が休まれて、その非常

勤を手当てしなかったというふうに聞こえたん

ですね。それでいいのか、なぜ、その部分は手

当てしなかったのかというところをまず……。

ただいまの保健体育総務費の○梅原総務課長

執行残についてでございますが、ここは職員数

としての増減はございませんでした。先ほど申

し上げましたように、育児休業が４月から12月

にかけて発生いたしまして、その間は無給とい

うことになりますので、その間の給与が執行残

として残ったということでございます。以上で

す。

それから、スポーツ関係のところ○十屋委員

でかなり執行残で、これは何ページだったです

か ちょっと待ってくださいね 407ページ 408、 。 、

ページで相当管理運営費の執行残とかいっぱい

あるんですが、競技力向上とか、特に何ですか

ね、これは直接スポーツ、いろいろ県民体育大

会だったり、国体だったり、順位が上がったり

してよかったんですけども、これだけ必要は今

年度はなかったのかなという思いがするんです

、 、 、が 逆に 私的に個人で言わしていただけると

もっと有効に款項目節の財源の振りかえの中で

。できないものなのかというのがあるんですけど

これは国民体育大会○坂口スポーツ振興課長

の派遣費が主な残でございます。一応、過去３

年間の一番最大で予算を組んでおります。その

中で本年度は対象人員は若干ふえたんですけれ

ども、開催地が兵庫県ということで、交通関係

、も便利であったということもありますけれども

最大でこれぐらいはいくだろうと予算を組んで

いたんですけれども、九州ブロック通過者で最

大これぐらいを使ったということで、その残が

残ったということでございます。

ということは、特に、その３年間○十屋委員

で我々委員会も含めて、国体の成績を上げてほ

しという期待を込めていろいろ言ってきたんで

すけれども、その中で、そのために必要な予算

を３年間の最大、マックスでやって、開催地の

問題とかいろいろあってそれが下がったという

ことであれば、来年はどこでしたかね。来年度

というか、今年度というか、来年度また開催地

によって増減が変動するという解釈でいいんで

しょうかね。

競技力向上費につい○坂口スポーツ振興課長

、ては全額使わせていただいておりますけれども

これは国体の派遣費でございますので、来年秋

田ということになりますと、また若干高くなる
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。 。だろうと思います そういうことでございます

それはぜひ頑張ってほしいのと、○十屋委員

一部に聞こえてくる、県立体育館のシャワーが

使えないという事情があったりとか、いろいろ

施設整備に関しても、特に温水ですね。温水が

使えなかったとかあるもんですから、そういう

ところを点検していただいて、施設整備に、お

金に余裕があるんであれば、そういうとこら辺

もチェックをしてほしいなというふうに思いま

す。

それからあと、済みません、いっぱいあり過

ぎて……。それともう一点は、388ページの日本

スポーツ振興センター共済、事故の見込み額数

が少なかったと、大変いいことだと思うんです

が、おおよそ、ひとつ聞きたいんですけど、ど

の程度の事故見込みといいますかね、そんなの

を立てられるのか。そして、その見込み数とい

うのは、今までずっと積み重ねてこられて出さ

れる数字だと思うんですけど、それで今年度こ

の金額と件数が少なくなったというのは、何か

大きな原因というか、要因があるのかですね。

、○飛田学校政策課長 ちょっと正確な数字は今

手元に持っておりませんが、昨年度の件数が多

分2,900件ぐらいだったと記憶をしておるんです

が、ことしは先週ぐらいまでの集計で2,000件を

下回っております。したがって、そういうこと

でございますが、それがどういう状況であった

かということまでは分析しておりませんが、例

えば、交通事故等を見ますと、残念ながら死亡

事故は何件かあっているんですが、総体の件数

は減っているとかいうようなこともあります。

おかげで、そういう部分では生徒の事故等が少

なかったということは言えると思いますが、そ

れが安全指導がうまくいったことによるとかい

うことが言えると本当に私たちはありがたいと

思っていますが、そこまでは分析はいたしてお

りません。以上でございます。

それともう一つは、その次の391○十屋委員

ページの障害児介助支援事業、先ほど市町村の

介助事業の実績を見たもので補助されたんだろ

うと思うんですけど、これがこの事業自体は３

年間とか年度が切られてたんですよね。今年度

で多分終わるのかなと思うんですが、これだけ

いろんな状況で非常な障がいを持っている児童

生徒がいるときに、この事業が今年度が一応の

区切りなんでしょうけど、別な事業の展開とい

うのは300幾ら残が出て展開ができるものなの

か できないものなのか その辺はどんなでしょ、 、

うか。

今、委員言われたと○渋谷特別支援教育室長

おり、障害児介助支援事業につきましては、今

年度までの２カ年ということで考えておりま

す。19年度につきましては、国の方で地方交付

税措置がされることとなっておりますので、金

額で言うと全国ベースで250億からの交付税措

、 、置 人員にして２万1,000人ということですので

かなり充実したものになるのではないかという

ふうに思っております。このようなことから、

これまでの２カ年の介助支援事業については、

一定の役割は果たしたかなというふうに思って

おります。以上でございます。

ということは、国の予算で２○十屋委員

万1,000人ですか、その中で希望的にはやっぱり

困っているところがあれば、そこに何か手厚い

ところを県の事業として考えていただければと

いうふうに個人的には思っております。思って

おるだけです。要望ではありませんので……。

それからもう一つ、文化財の件で、以前民家

園のことで改修していただいて、予想以上に安

く上がったのかなと思っておるところなんです
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が、600万近くのお金が浮いたということで、そ

れで完全に終わられたのかどうかだけお知らせ

いただくとありがたいんですが。

民家園の600万程度の残でご○米良文化財課長

ざいますけれども、一番大きな理由としまして

は、解体しましたいわゆる部材を保管するやり

方が、大きな物につきましては一応何といいま

すか 大きな物と言いますか、まず、プレハ―

ブを設置しまして、そこに保管するというやり

方をしているわけでございますけれども、その

、 、プレハブの大きさが 保管の仕方によりまして

当初予定していたものよりも小さくて済んだと

いうことによる残というのが主なものでござい

ます。以上でございます。

きれいにもとどおりに完成したと○十屋委員

いうふうに理解してよろしいでしょうか。

、○米良文化財課長 本年度の事業としましては

一応解体ということでございますので、また、

新年度にという含みでの解体ということでござ

います。以上でございます。

教職員課長にお尋ねします。○蓬原委員

警察のところでもお尋ねしたんですが、退職

、 、者についての質問なんですが 定年と勧奨退職

それと普通退職という見込みがあって、それに

ついて実態はどうだったのか。これ見ますと、

教職員費で小学校・中学校・高校、人件費、職

員費ですかね、減額があるんですが、退職手当

についての増減といいますかね、見込みに対し

て、これは全然出てこないようですが、予定と

当初考えておられた今の３つのパターンの退職

に対する見込みといいますか、大体わかってい

ると思うんですが、それに伴う退職手当の増減

はどうなったのかということを教えてほしいと

思います。

退職手当は、今回補正はし○谷村教職員課長

ておりませんが、395ページの（目）の教職員人

、事費というのが一番上の方にあると思いますが

教育費、教育総務費、教職員人事費、この中の

（ ） 、事項 の教職員人事費というのがありますが

この（事項 、例えば、次に給与等事務費とかあ）

りますが、この中で退職手当というのが入って

いるんですね。今回、補正はしておりません。

それで、現在の段階では当初約69億9,000万見込

んでおります。現在のところがですね、今の段

階では67億1,000円万程度かなということを予想

しております。それで、約２億7,000万ほど差が

あるんですが、今後３月に向けて退職の申し出

も予想されるというようなことで、今回補正は

お願いしないということで考えております。場

、 、合によっては 駆け込み退職というんですかね

そういうのが今後出てくるかもしれませんが、

その場合は、４月に専決補正をお願いしたいと

。 。いうことで考えております 以上でございます

金額についてはわかりました。○蓬原委員

その数の見込みというのは、定年退職、勧奨

退職、普通退職……。

当初予算では、定年退職156○谷村教職員課長

名ということを予定しておりました。現在のと

ころ139名、それから勧奨なんですが、当初予算

時は84名ということで予定しておりました。現

在82名ということです。それから普通退職41名

当初予算では組んでおりましたが、現在54名と

いうことで、そういうものも含めてトータル的

にあと２億7,000万ほど残というんですかね、予

定されているということございます。

、○蓬原委員 定年が156に対して139というのは

定年というのは明らかに計算できっとじゃない

ですか。

昨年、例えば60歳になる人○谷村教職員課長

が59で早くやめたということで その人数が減っ、
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てきたということでございます。以上です。

、 、○蓬原委員 勧奨退職というのは 何のために

だれを対象に、どういう時期にやるものなんで

すかね。

教育委員会として、勧奨の○谷村教職員課長

基準というんですかね、それは一応定めており

ますが、いわゆる教職員の新陳代謝、次の世代

に譲るというようなことで定年退職を待たずし

てやめるという仕組みでございます。

基準を決めておりますのは、例えば、年齢50

歳以上で10年以上勤務者で定年退職以前の人、

それと50歳未満で25年以上勤続している人、そ

ういう人で定年退職、例えば普通で言えば60歳

ですけど、待たずしてやめる人、次の何という

んですかね、若い世代に譲るというような人を

勧奨扱いということでしております。

その勧奨の対象になるということ○蓬原委員

は、名誉なことなんですか、不名誉なことなん

ですか。

名誉ということでもないと○谷村教職員課長

は思うんですが、別に早くやめたから名誉であ

るとかということではないと思います。

いわゆる通称 砕けた言い方で 肩○蓬原委員 、 「

たたき」ということだろうかな、でもないんで

すかね。だれの判断によって「あなたは退職勧

」 、奨…… 退職金割り増しとかあるんでしょうが

ちょっと僕らにはよくわからない世界だもんで

すから……。

60歳定年の人は大体わかり○谷村教職員課長

ますけど 勧奨でおやめになる人は 事前に 私、 、 「

は、早くやめたいんで勧奨扱いにしてもらえま

せんか」という形で私のところまで上がってき

ますので、その人その人についてやはり審査を

しまして、これだったらいいですよという形で

決めていくという形になります。

そうなったときに、普通退職との○蓬原委員

違いはどうなるんですか。

普通退職というのは、自己○谷村教職員課長

都合ということになります。例えば、両親を介

護で見らないかんから早くやめるとかいうよう

なこと、あるいはこの年齢で再婚があるのかど

うかわかりませんけど、結婚でどこか県外に行

くので早くやめるとか、いろいろ理由がござい

ますので、そういう理由を見ながら決めていく

という形になります。

先生というか、教員の場合、○外山三博委員

管理者・校長等々が見て、教育者として不適格

というか、余りよくないという場合に、勧奨退

職をするケースというのはあるんですかね。

現在まではそれはございま○谷村教職員課長

せん。

ない……。○外山三博委員

はい。○谷村教職員課長

ちょっと話は違うんですが、○外山三博委員

子供が減っていきますね。そうすると、一クラ

スの定数を40から35、30と減らしていくという

ことはあるにしても、必要な先生の数が、極端

に言ったら、ことしと来年と比べるとやっぱ

り100人ぐらい多いかなということが出てくると

思うんですよね、先生の定数が。そういう場合

の適正な定数にするためには退職者の数、それ

から新規雇用の数、そこでバランスをとるんで

すかね、それとも何かほかの手だてがあるんで

すか。どういうやり方されるんですか。

基本的には、退職と採用で○谷村教職員課長

、 、 、締めていくということになりますが ただ 今

御案内のように、非常に児童生徒数が減少状態

で、毎年小中学校でも1,000人程度の子供が減っ

ております。そうなると、先生たちも要らなく

なると言ったらあれですけどね、不要になって
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くるということになります。だから、今後、今

から５年ぐらいを見通したときには、ここに先

ほど言いましたけど、190ぐらい 大体200名―

ぐらい定年退職が毎年度、今のところ予想され

るのかなと踏んでいます。そして、将来の児童

生徒数減に伴って職員定数が減るだろうという

ようなことを見込んで 大体採用については 100、 、

名程度ということで、100名ぐらいは純減してい

くのかなということは考えております。そうい

うことを見計らって採用計画も立てるというよ

うなことでございます。

学科によってはですよ。ある○外山三博委員

とき、前、宮崎国体のときに体操の先生を余計

採用して、ずっと新規の枠がなくて若い先生を

採用しなかった時期がありますね。そういう学

科による偏重とかそれから年齢ですよ。先生方

の構成を見たときに、あんまり60に近いところ

、 、の人が多くても困るし 若い先生だけでも困る

全体的なバランスがありますよね。そういうと

ころを考えた適正な人員配置というか、年齢を

考えたら非常に難しいと思うんですよね。それ

はやっぱり教育委員会としては、10年ぐらいか

５年ぐらいか、そういう長期計画を持った採用

、ということは当然しておられると思うんですが

どうなんですか、そこ辺の取り組みというの

は……。

御案内のように、国の定数○谷村教職員課長

改善計画というのがございまして これは平成17、

年度で終わりました。これは例えばその純減で

すね、先ほど言いましたが、100名、児童生徒数

に伴って教職員が減るということであれば、そ

のうちの80人ぐらいは改善計画で見ましょうと

いう５カ年ごとに定数改善計画というのがござ

いまして、ある程度見通しが立っていたんです

が、この国の改善計画というのが17年度で終わ

りまして、もう18年度から新しい改善計画はつ

くらないということになったんですね そうなっ。

た場合には、純減がまともにそのまま来るとい

うようなことで、若干300人程度、毎年何らかの

形で見ましょうということは国の方は言ってお

りますが、それは単年度主義になってしまった

もんですから、なかなか今後継続的にそれを見

通した採用ができないという、非常に今、苦し

い立場に立っております。それでも私たちは、

やっぱり若い人たちを少しでもということで、

何か手だてはないかというようなことで考えて

いるんですが、やはり今、学科によっては過員

状態を抱えているというような状況でございま

す。

そういう場合は、国の計画に○外山三博委員

乗らなければ、県単の事業として県から持ち出

していかんとしようがないということになりま

すね。今、一部やってますね。小学校の学級編

制を少なくした部分を県費で持ち出してやると

ね。これからこういうケースがふえてくるんで

すかね。

あれは非常勤講師というこ○谷村教職員課長

とで対応しているんですね、県単でですね。だ

から、30人学級とかそういう子供たちの条件整

備という面ではひとつ整備をしていかないかん

、 、という分も段階的にはあるんですが 勢い定数

生首が減らされていくというような状態ですか

ら、なかなか今後改善計画をどうやっていくか

と、30人学級あたりをですね。非常に苦しいと

ころでございます。

このことは、教育の一番根幹○外山三博委員

ですよね。いい先生を適正に配置していかない

と教育のレベルが落ちていく、非常に難しいん

ですが、やっぱり長期的な視点に立って、宮崎

県の教育委員会としての哲学というか、考え方
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をきちっとみんなで協議しながら これはつくっ、

ていかんといかんだろうと、大変だろうけど、

それは要望しておきます。

それともう一点、数字でお聞きしたいんです

が、教職員費の補正額が、小学校、中学校、高

等学校を見たときに、小学校が２億9,000万、中

学校が5,900万、高等学校は５億8,000万、中学

校費がけたが一つぐらい違う補正額なんですが

ね、これ、何か理由があるんですか。

学校ごとの割合が多いから○谷村教職員課長

、 、ということでそうなっているんですが 例えば

その年その年によって、産休や育休とか、そう

いう補助教諭を多くある学校種ではやったとい

うようなことで 最終的な執行残が 学校によっ、 、

て職員の割合からすると、同じパーセントでは

なかなかいかないという分もございます。

ということは、たまたまこう○外山三博委員

いうふうになったんで、来年同じ傾向にあると

いうことでもないんですか。

その産休や、病休や、育休○谷村教職員課長

というのは、ある程度は見込んでいますけど、

例年、過去３カ年とかそういうのを見込んでい

ますけど、例えば、ある年にたくさん出てくる

というようなこともございますので、なかなか

そこ辺は不確かなところがあるということでご

ざいます。

中学校は、当初計画とそんな○外山三博委員

に変わらないけれども、小学校やら高等学校は

相当当初と違ってくるんですかね、毎年。

高等学校の場合につきまし○谷村教職員課長

、 、ては 昨年現業職の見直しをやりました関係で

こういう数値が挙がっております。以上でござ

います。

文化財課にお尋ねをいたします。○山口委員

413ページに西都原古墳群の史跡に関する事業

がそれぞれ出されております。本来なら、外山

三博委員の質問サイドかと思いますが、私の方

で露払いの部分だけ伺わせていただきます。結

果、減額になっていますが、この中で、西都原

古墳群の、もう端的に言えば話題となっており

ます男狭穂塚・女狭穂塚についてはどれほどの

予算をかけられて、どのような施策を展開され

てきたんでしょうか。

今の細かい数字はあれです○米良文化財課長

、 、が 大体300万程度の予算であったと思いますが

若干の執行残を除いてはすべてそれを執行して

おります。

どのようなことをやられたんです○山口委員

か。

今、探査事業ということ○米良文化財課長

で、16年度から16、17、18ということで３カ年

で探査事業をやっておりますが、ちょっとお待

ちください その探査の中身ということでご―

ざいましょうか 16年度につきましては、主―

なものを申し上げますと、新聞紙上に一番出ま

したのが、男狭穂塚が帆立貝型である可能性が

あるということを16年度の調査で出しておりま

す。17年度につきましては、それがほぼ確実に

なったということでやっておりますし、そのほ

、 、かに２～３ 例えば16年度の場合でいきますと

今、実際の現状としてはありませんけども、前

方部の一部が地中探査事業ではそれが確認され

て、左右対称になっているというような確認を

したりということ、そういう結果を出しており

ます。以上でございます。

知事がかわりましてね、地鶏やら○山口委員

高千穂やら、あるいは西都あたりを宮崎県の宝

なんていきなり言い始めて僕らびっくりしてい

るんですけどね。まあ、いいでしょう。そのあ

たりで知事がそう感じるなら感じられてありが
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たいことだと思いますが、２年前に私と十屋さ

んが正副委員長を受け持ったときに実は、宮内

庁書陵部に伺いました。

、 、おっしゃるように 我々から見たら御陵墓を

いわばお墓を暴くという、そういった意味では

なくて、西都という古墳群の観光地をさらに大

きく飛躍させるための取っかかりとしては、ど

うしても男狭穂塚・女狭穂塚にメスを入れなけ

れならない、そのメスを入れるというのは、今

言ったように、墓を暴くという気持ちではない

と申し上げたところ、彼らから見たら 「そのま、

まにしておいてください」と、こういうことで

すよね。我々は、逆に 「もうあれだけの木が生、

い茂り、藪のような状態をたとえ切り払ったと

しても、訪れる人や県民の陵墓に対する尊厳や

あるいは信仰心は変わるものではない、何をこ

れ以上ためらわれるんですか」と、ちょっと地

方議会が宮内庁に言っては失礼な表現で随分

迫ってきたわけですよね。

それはもう私のみならず、ほかの外山先輩含

めていろいろ皆さん方が出されるけれども、要

はね、行政執行者たる皆さん方が、西都市にお

ける男狭穂塚・女狭穂塚の位置づけをどうしよ

うとしているのか、そして、将来に向かってこ

れをどうしたいのかという確たる方針を持たな

い限り、失礼ですが、16年から18年の間、その

大きいのはいかんから小さいのをあけたらわか

ります。せめて、形はわからないけれども、そ

の探査事業をやるようにして、帆立貝型らしき

ものだとかね、まるで目をつぶって象をさわる

、 。ような そんなことでしかできないんですよね

ですから、私は、ここに来たら、皆さん方が

一つの方向を定めて、議会から言われようが言

われまいが、やっぱり西都市の観光振興と歴史

の確認という意味で、もう少し強烈に宮内庁に

迫るべきではないかと思うんです。

御承知のとおり、今、書陵部の部長さんは元

副知事の折笠竹千代さんですよね。最大のチャ

ンスだと思うんですよ。宮内庁の方たちもびっ

くりしたんですが、書陵部には意外と宮崎県出

身の人が多いということですから、そういうよ

うな受身に構えるんじゃなくて、もう少しアグ

レッシブと言いましょうか 挑戦的に男狭穂塚・、

女狭穂塚についての発掘を心がけてほしいと思

うんですが、お考えをお聞かせくださいません

か。

今、おっしゃいました西都原の○高山教育長

関係につきましても、当初から我々としまして

は、西都地区の観光浮揚と地域振興という観点

から、この男狭穂・女狭穂の環境整備は進めて

いかないといけないということで強く思ってお

ります。そういった意味で、前の知事も行って

いただきましたし、私も訪問をいたしました。

今回また、知事もかわりましたんで書陵部の

方にぜひ行っていただきまして、その周辺環境

をきちっとやっていただきたいということをお

願いしようかなというふうに思っております。

宮内庁としましては、非常に厳しい状況であり

ますけれども、やっぱり何回となく足を運んで

いけば、宮内庁もそこあたりは宮崎県の意向を

十分踏まえて少しは緩むんではないかなと、あ

と、我々と西都市、あるいはまた西都の市民の

方々がそういった観点で一体となってやってい

かないといけないだろうというふうに強く思っ

ていますし、そういった地域の振興という観点

からこれはやっぱりぜひ進めていきたいという

基本的な姿勢を持っていますので、御理解をい

ただきたいと思います。

陵墓参考地については、宮内庁関○山口委員

係者が過去の見解を異にする表現をなさいまし
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たよね。ですから、私が言うまでもなく、この

、 、陵墓参考地は男狭穂塚 女狭穂塚だけでなくて

日南にもそして延岡の隣の北川にもあるんです

。 、 、ね だけど それはもう調査をする暇もないし

まあいいかという感じで一緒くたにされた部分

があるんですよね。それは我々がじゃなくて、

宮内庁の関係者そのものがそういうことで表現

をし、それをまた否定する学説もないという中

では、まあ、現宮内庁書陵部がそっとしておい

てほしいという気持ちは理解できないことない

けれども、やっぱり北の三内丸山遺跡だとかあ

るいは西の吉野ケ里等を見たときに、やっぱり

宮崎県はポテンシャルが高いなんて新知事は

言っているけれども、我々としては残された最

後の部分でありますから、今の教育長の決意を

了としますけれども、どうぞ、積極的な姿勢で

取り組みをお願いいたしたいと思います。お願

いします。

今、山口委員の質疑に関係し○外山三博委員

て…… 今 言われましたけれども 手をぐさっ。 、 、

と相当深くまで入れた意見だったと思うんです

が、16、17、18で調査をしていただきました。

大変な努力と工期が要ったと思うんですよね。

こういうところに風穴を開けてもらったという

のは非常にすばらしかったと思う。問題はこれ

からなんですよ。そこでちょっとお尋ねしたい

のは、当然、報告書なり、そういうものが必要

だろうと思うんです。そして、どこにこういう

ものを出していくか、そこ辺のところはどんな

考えですか。

ちょっと最後の方聞こえな○米良文化財課長

かったんですが……。

この３年間で調査をされた報○外山三博委員

告ですね、報告書なりそういうものの公表とい

うか、そういうようなものはどういうふうに考

えておられますか。成果の報告……。

報告書につきましては、一○米良文化財課長

つは公表ということで、例えば、各都道府県に

送付したりということを当然やってまいります

し、その成果につきましては、考古博物館でも

展示等も計画しております。それと同時に、当

然、こういう内容でございますので、最終的に

は学会等でもその報告書等をもとにして報告を

して、その学会での議論に資していきたいとい

うようなことを考えております。

ということは、19年度の当初○外山三博委員

予算には、今おっしゃったような事業計画と事

業予算が当然組んであるんですか。まだ、私、

見てないんですが……。

報告書の作成につきまして○米良文化財課長

、 。は 本年度中に一応作成すると考えております

あと、19年度の事業につきましては、今の段階

でいわゆる予算を伴うものにつきましては、

ちょっとまだ非常に固まってない部分がござい

ますので、課としては努力をしているというこ

とで御了解いただきたいと思うんですが。

確かに今度審議するのは骨格○外山三博委員

。 、予算ですからね 事業予算というのは別にして

幸いというかね。今、課長が言われたように、

今後、報告書をつくって学会に報告をしながら

ということですから、せっかく今まで調査して

もらったのを国にも認知してもらい、宮内庁に

ももちろん認知してもらい、その中で突破口を

開いて 地中探査のときに、あそこにお願い―

、 。をして 私も入って実際見させてもらいました

そのとき、宮内庁の担当官の了解をとらんと

いかんということでわざわざ来てもらいまして

ね、それでその人に「拝みに来ました」という

誓約書みたいなのを書いて、実際は地元の押川

議員にも声かけて一緒にずっと見たんですけど
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。 。ね やっぱり中に入ってみて初めて形が見える

あれをこっちの入り口から見えるようにすると

ころまでは絶対しないと、今までの成果は出て

こないんですよ。もうちょっと切れば大体見え

てきますから、そのためには、どうしても19年

度の予算にそういう事業予算を要求してもらう

ように、教育長、ぜひお願いをしておきます。

先ほど十屋委員から御質○飛田学校政策課長

問にあった数字が手元にございましたので、

ちょっ報告をさせていただきますが、16年、17

年の公立私立合わせた高校生の災害件数です

が 16年が2,937 17年が2,778という数字を持っ、 、

ております。その中で県立高校の分として我々

が支払い事務をつかさどったのが昨年が2,500件

余りです。

ことしは今まで処理した分がまだ2,000件まで

行っておりませんということを御報告させてい

ただきます。以上でございます。

蓬原委員と関連して、ちょっ○湯浅副委員長

と質問します。退職の問題ですけど、これは一

般の企業でも一緒だと思いますけども、事業体

とか法人とかの労務管理というか、人事管理の

状況というのは、退職の理由とか形とかで大体

わかると言われているんですね。これは行政で

も一緒だと思っているんですが、そういう意味

を込めてちょっとお尋ねします。

定年退職、それから退職勧奨、それから自己

都合の退職、いろいろあると思うんですが、大

きく分けてその３つの場合に、退職金の支給に

おいて若干違うのか、それだけちょっと教えて

ください。例えば割り増しがあるとかね。

例えば、定年退職の場合の○谷村教職員課長

率がちょっと上がりますけど、それと勧奨退職

にした場合には率が上がると、自己都合よりは

率が上がるというようなことでございます。

問題は今 課長がお答えになっ○湯浅副委員長 、

たように、退職勧奨の場合ですよね。最前のこ

れはいいことなのか、名誉なことなのか、そう

でないのかという問題が関連してくるんですよ

ね。仮にですよ、これでいいのかな、割り増し

をつけて退職願うと、その件数が多いというこ

、 、 。とは これは金があるわけですよね 教育長ね

わかりますかね 意味がね だから それをちょっ、 。 、

と私は具体的に聞きたいんですよ。例えば、割

り増し支給がどのくらいプラスアルファでおや

めいただいているのかね、そういう意味なんで

すよ。

支給率が勧奨退職扱いにし○谷村教職員課長

た場合には、定年退職と同じ率になるというよ

。 、 、うなことですね それから 詳しく言いますと

自己都合、自分が例えば病気だからもうやめる

とか そういう場合には47.5 これが定年退職60、 、

歳ということになりますと59.28ということで

約12％ぐらい自己都合よりは定年の方が高いと

いうことですね。それと、早くやめると、55で

やめるとか57でやめるとかという、後進に道を

、 、譲るということになりますが そうなりますと

１年につき２％のアップになるということでご

ざいます。

次に、その他の報告事項に○外山良治委員長

ついての質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○外山良治委員長 その他 何かありませんか

私的なことで勘弁をしてほしいん○山口委員

ですが、実は、県議会の中にはそれぞれ議員連

盟という議員の勉強会、組織がございまして、

実は、きょうの昼、東西臼杵、日向、延岡の議

員が集まりまして 「県境議員連盟」ということ、

で大分・宮崎、あるいは熊本・宮崎の県際間の

活性化を図る意味での議員連盟の総会を行いま
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した。ちなみに、ここの中では、私も湯浅委員

も松井委員も十屋委員も入ります。

実は、その中で、県立延岡西高等学校の今後

の問題が出されました。率直に、それは延岡市

。 、 、選出の議員ではありません しかし 東西臼杵

日向、延岡の出身議員として、このことについ

て我々は知らない顔はできないと、大いなる関

心を持っていると言われながらも 副委員長―

、ちょっとお手洗いかどっか行かれましたけども

今回、副委員長初め何人かの議員の代表質問、

一般質問でも出てきましたが、依然として方向

がはっきりしてないわけなんですね。我々地元

議員として聞かれたときに、まず、仲間うちの

議員から聞かれても答弁すらできない。

、 「 」しかし それは もうあした卒業式でしょう

と 「まだそれでわかってない……」と言うと、、

「 、 」 、 、ん まあ実はそうなんですわ と もちろん

例えば 当事者である延岡市が県に何かをつくっ、

てくださいと 「何かとは何ですか」と、文化施、

設ですか、体育施設ですか、教育施設ですか、

それとも福祉施設ですかということを決め切れ

。ない延岡市そのものにも責任はないことはない

しかし、県として、こうしたいんですわという

方向づけなり、あるいは年限を区切って、ここ

までには答えを出しますよという そこらもはっ、

きりしていただかない中ではですね。私は、選

挙に出ないからかまいませんけどね、やっぱり

選挙を戦う人たちから見れば 「そんな情報すら、

わかってないんですか」というのは、議員とし

ては大変重い十字架を背負ったような雰囲気に

なってくるんですね。

一朝一夕に答えが出せるとも思いませんが、

、 、年月をかけて地域の声を聞き 行政の声を聞き

あるいは議会からの指摘を受けという中で、も

うそろそろ行政としての方向をお示しいただい

てもいいんではないかと、百歩譲って 「実はも、

、 、うほぼ固まりつつあるんですが 本会議終了後

知事の日程のタイミング等を含めて」というの

があればね、それ以上私は申し上げませんが、

ほかの人は聞くかもしれませんよ。そこらにつ

いてちょっとお聞かせいただけませんか。

延岡西高校の跡地の活用につき○高山教育長

ましては、もう本会議でもお答えしております

けれども、延岡市の方からいろいろと御要望も

あります。これまでうちの方でもプロジェクト

チームも立ち上げまして、まずは在籍生徒等へ

の支援、それに併合に伴う業務等を中心に議論

もし、これまで来たところでございます。あわ

せて跡地活用につきましても、そのままほって

たわけじゃございませんで検討してまいりまし

た。まだその結論には至っておりません。

基本的にはやっぱり今の延岡西高は教育施設

でございますので、そういった方向で検討する

のが一番いいのかなということで、教育施設と

して、どういった施設として検討していけばい

いのか、結論につきましても、いろいろと協議

をしないといけないと思いますから、去年から

いろいろとばたばたしておりまして、県政事情

もありまして、私としては、なるだけ早く19年

度中には早めの時期にそういった方向で公表と

いいますか、お話をしたいということで、まだ

いろんな角度から検討しておるというのが現状

でございます。以上でございます。

私のひとりよがりだったんでしょ○山口委員

。 、 、うか 私は 18年度中にと思っていたんですが

じゃなくて、19年度中の早い時期にお決めにな

るということでよろしいんですか。 わかり―

ました。それは方向づけをそこではっきりする

ということになるんでしょうが、その時点で、

、 、個々人から出されているのは別として 延岡市
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あるいは新延岡市でもいいですよ。あるいはあ

そこを取り囲んでおります南方地域、西階地域

という、そういう地域からの要望は、聞き届け

られるような状況には、それは県の行政の姿勢

としてとか、あるいは予算的な部分であるんで

すか。それとも、そういうことは全く関係なし

に行政として、その教育財産をこう転換する、

あるいは処分するというドラスチックな形での

答えしか出さない、結果としては、後者の方に

なるという理解でよろしいんでしょうか。

十分いろんな御意見等もお聞き○高山教育長

しておりますし、またこれからも聞いていかな

いといけないと思いますけれども、そういった

ことを踏まえて総合的に判断をしていきたいと

いうふうに考えております。

今のに関連してちょっとお尋ねし○十屋委員

たいんですけど。直接的には、今の行政区割り

からすると、日向、延岡という行政区割りがあ

りまして、直接的な関係はないかもしれないん

ですが、これから先々のことを考えたときに、

県北という広い広域的なことを考えれば、やっ

、ぱりある程度県有財産の今後のあり方としては

ちゃんと我々も含めて考えておかなきゃいけな

いというのは、先ほど山口委員言われましたよ

うに意思は一緒なんですよ、同じなんです。

そうあったときに、今、教育長言われました

けれども、教育財産で基本的には教育を基本に

というお考えのようなんですけれども、これも

我々もいろいろ日向も延岡も含めて県有施設が

欲しいという、何かという、その何かと問われ

れば、いろんな形での物があると思うんですけ

、 、 、れども そういう希望がある反面 逆に言うと

そういう教育から離れた施設の活用とか、例え

ば、民間に開放してしまうとか、そういう発想

。 、 、はできないのかどうかなんですね 今 教育長

先に言われましたので、教育の分野で何とかし

たいという思いがあられると思うんですが、で

あるならば、民間に開放するにしても、芸術と

か文化とか、そういう方々が活動できる拠点に

するとかですね、そこで県が収入を得てもいい

わけですから、だから、そういう何かもっとや

わらかい考え方が本当にできるのかできないの

かというところもあわせて、隣町ではあります

けど、考えていただければなというふうに思う

んですけど。

都城と宮崎市と延岡市をあえて比○山口委員

較するつもりはないんですけどね。例えば、こ

の県庁所在地の宮崎市を見たときに、かつての

刑務所跡地にですね。厚生年金会館が建ち、科

学技術館が建ちとか、あるいは宮大の跡地に文

化施設であります県立図書館や芸術劇場や、市

民の文化の森公園ができたとか、あるいは都城

においては、茶園試験場の跡に、あれはまだい

ろいろ問題になっていますけども、大学キャン

パスができたと、こういうのを見てますと、延

岡市の場合には、結局、小さい河川の三角州の

中にできた一つの町なものですから、町の中心

部にある公共施設が今後どうなるかという、そ

のことそのものがやっぱり延岡市の再開発の大

きいきっかけになるんですね。ですから、皆さ

ん方から見れば、教育財産をどうするんだとい

、う単純なことになるのかもしれませんけれども

我々延岡市民から見ますと、町を大きく活性化

させるための延岡市内に残された最後の拠点に

なるという意味では、やっぱり西高跡地を県行

政が、あるいは県の教育委員会が考えているよ

うな それ以上により深刻に より期待感を持っ、 、

てこの物事を見ているということは、ぜひとも

御理解をいただきたいと思います。

以上をもって教育委員会を○外山良治委員長
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終了いたします。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時35分休憩

午後２時41分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

当委員会に付託されました議案等について、

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

それでは、企業局の説明をさ○日髙企業局長

せていただきます。本日は、提出議案関係が１

件、その他報告事項が２件ございます。

お手元に配付いたしております文教警察企業

常任委員会資料の目次をお開きいただきたいと

。 、思います 目次のところに書いてございますが

１の提出議案関係につきましては、議案第56号

「公営企業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例」の１件でございます。これは企業局

の施設がございます北川町が来月３月31日に延

岡市と合併いたしますことから 「公営企業の設、

置等に関する条例」について、所要の改正を行

うものでございます。

それから、２のその他の報告事項につきまし

ては２件ございます。

まず 「緑のダム造成事業」についてでござい、

ます。この緑のダム造成事業は、今年度からス

タートした事業でございますが、山林の保水力

を高め、将来にわたって安定的な電力の供給を

行いますために、企業局の発電所に関係するダ

ム上流域の荒廃林地を購入いたしまして、水源

涵養機能の高い森林として整備をしようとする

ものでございますが、本年度からおよそ20年間

で針葉樹と広葉樹を混ぜました混交林1,000ヘク

タール程度を造成する計画でございまして、初

めての植樹といたしまして、後で出てまいりま

すが、去る２月18日（日）に、小林市で緑のダ

ム造成事業実施記念植樹祭を開催いたしており

ます。この植樹祭や、本事業の今年度の取り組

。み等につきまして報告をするものでございます

それから、もう一つは「河川区域に存する施

設の自主点検の実施について」でございます。

これは、国土交通省（九州地方整備局）から、

河川法に基づきます許可の要否につきまして、

自主点検実施の要請がございまして、企業局の

管理する施設につきまして、自主点検を実施い

たしましたので、その結果を御報告するもので

ございます。

資料の内容につきましては、関係課長の方か

ら説明をさせていただきます。どうぞ、よろし

くお願いいたします。

まず、提出議案関係でござい○古賀総務課長

ますが、議案第56号「公営企業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例」についてであり

ます。資料では、１ページと２ページになって

おります。１ページをごらんください。改正内

容でありますが、北川町が合併により延岡市と

なりますことから、条例第３条第２項第１号の

「 」表中の上祝子発電所の位置を 東臼杵郡北川町

から「延岡市」に改めるものであります。お手

元の資料の２ページが条例の新旧対照表となっ

ております。また、この改正は、合併に伴って

行いますことから、施行期日は、合併期日であ

る平成19年３月31日となっております。提出議

案関係は以上でございます。

次に、その他の報告についてであります。

。緑のダム造成事業について御説明いたします

お手元の委員会資料の３ページをごらんくださ

い。緑のダム造成事業につきましては、１に書
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いておりますけれども、４月から６月にかけま

して、市町村や関係団体等への説明会を開催い

たしますとともに、６月には学識経験者を中心

とした研究会を設置し、８月から９月にかけて

対象地域内10数カ所の現地調査を実施し、関係

団体等の御協力をいただきながら、地権者の皆

様との交渉を重ねてまいりました。その結果、

２の事業予定山林のとおり、54.5ヘクタールの

。 、山林を確保したところでございます 今後とも

未植栽等の解消のため、引き続き、事業の推進

に努めてまいります。

また、緑のダム造成事業実施記念植樹祭を去

る２月18日（日）に小林市大字東方字木浦木地

区におきまして、地域の学童、保護者、市民団

体の方々など約150名の御参加をいただき開催い

たしました。植樹祭では、0.3ヘクタールの未植

栽地に、杉、イチイガシ、クス、クヌギ、ヤマ

グリの５種類、合計750本を植栽していただきま

した。なお、当日の様子を撮影いたしました写

真を資料の４ページに掲載しておりますので、

後ほどごらんください。以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

続きまして、５ページをごら○桑畑工務課長

んください。河川区域に存する施設の自主点検

の実施について報告いたします。

まず １の概要についてでございます 昨年11、 。

月に大手電力会社におきまして、河川法に基づ

く許可を得ないまま、取水ダムを50センチメー

トルかさ上げ工事をしたものや、ダムの堆積土

砂状況について、実際は測量を行っていないの

に測量をしているように報告したなどの報告義

、務のあるデータの改ざん等が問題となりまして

新聞等で報道されました。このため、国土交通

省においては、全国の電力会社に対しまして自

主点検の実施を要請し、その点検結果を12月に

公表しました。公表の内容は、河川法第26条第

１項が適用される可能性のある工作物の報告

が520発電所、報告データの不適切な取り扱い

が67ダムとなっております。このような事態を

踏まえて、企業局におきましても、九州地方整

備局からことし１月24日に施設の自主点検を実

施するよう要請があったところでございます。

今回の要請は、一級河川についてでありました

けれども、あわせて二級河川についても点検を

行いました。

次に、２の調査対象であります。まず （１）、

でございます。これは河川法第26条第１項にお

きまして、河川区域内に工作物を新築、改築、

または除去する場合、河川管理者の許可が必要

と定められていますが、どのような工作物が該

当するのかが明確でないため、河川区域内にあ

るすべての工作物につきまして、今回調査した

ものであります。次に （２）でありますが、ダ、

ムに係る水利使用規則で定期報告を求められて

いるダム水位や漏水量、使用水量等のデータに

ついて実測値と報告値に違いがあるかないかを

調査したものであります。

、 。次に ３の自主点検結果についてであります

（１）河川法第26条に関する工作物につきまし

ては、点検の結果、河川法第26条第１項が適用

される可能性のある工作物は、国土交通省所管

の河川においては、大淀川水系初め３水系で５

件、また、県所管の河川では、一ツ瀬川水系の

１件で、計６件でありました。次の（２）のダ

ムデータにつきましては、各データとも実測値

と報告値とに相違はございませんでした。

６ページをごらんください。先ほどの河川法

第26条関連の６件につきまして、箇所を示して

おります。

７ページからは工作物の写真を掲載しており
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ます 上の写真は岩瀬川発電所の取水口スクリー。

ンであります。これは運転開始当初より設置さ

れていたものであり、発電機に入るごみを除去

するものでございます。今回の対象となる工作

物は 下の写真にありますように このスクリー、 、

ンの内側に設置したゲート点検用の通路であり

ます。

８ページをごらんください。これも岩瀬ダム

でありますが、対象となる工作物は取水口ゲー

トの巻き上げ機を保護するために取りつけた屋

根であります。

９ページをごらんください。綾北川にありま

す古賀根橋ダムの写真でありますが、対象とな

る工作物は、下の写真の赤い矢印で示した副水

位計であります。これは主水位計にふぐあいが

生じた場合に備え、設置したものであります。

10ページをごらんください。上の写真は、小

丸川上流にあります鬼神野取水堰の取水口であ

ります。対象となる工作物は、丸で囲んでいる

水位計であります。

11ページをごらんください。上の写真は、祝

。子川にあります浜砂発電所の取水塔であります

対象となる工作物は、取水塔の内側に従前から

ありました主水位計の横に設置した副水位計で

あります。

12ページをごらんください。上の写真は、三

財川にあります寒川ダムの測水塔であります。

対象となる工作物は、この測水塔の内部にあり

ます主水位計の横に設置した副水位計でありま

す。

以上６件でありますが、このうち、最後に御

説明いたしました県所管の寒川ダムの主水位計

つきましては、河川管理者であります県より河

川法26条に基づく許可事項に該当しないとの回

答をけさいただいたものでございます。残り５

件の事案につきましては、国において今後河川

法の適用が必要であるかどうかの判断がされる

ものと考えております。その結果を見て適切に

対処してまいりたいと考えております。以上で

あります。

執行部の説明が終了しまし○外山良治委員長

。 、 。た まず 議案についての質疑はありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他の報告事項に○外山良治委員長

ついて質疑はありませんか。

お尋ねしますが、この54.5ヘ○外山三博委員

クタール、この土地の所有者の関係はどうなっ

ているのか。

それから、これから植栽をした木の管理は、

企業局がずっと永遠にしていかれるのか。

それから、この木の財産権というのか、所有

権というのか、これはどういうふうになってい

くのか、お尋ねします。

従前の所有者の方はすべて個○古賀総務課長

人でございます。

そして、緑のダム造成事業につきましては、

、今後20年間ぐらいで植栽を進めてまいりまして

その後、40年間ぐらい管理が必要になろうかと

思っておりますけれども、これについては、企

業局の方でやっていこうということで事業を始

めております。

また、財産につきましては、企業局のものと

いうことで、今後とも管理をしていくことにし

ております。

個人の山を企業局が取得をさ○外山三博委員

れたということなんですか。

はい、個人所有の山を企業局○古賀総務課長

の方で取得したということでございます。

すばらしい事業だと、本当にいい○十屋委員

と思うんですけど、緑のダム事業のここに写真
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に載っていらっしゃる参加人員が150名という方

なんですが、記念植樹祭というふうに大々的に

されているんですけど、どういう方が参加され

たのか、そして、参加者の呼びかけ方、そのあ

たりをちょっと教えてください。

まず、この事業につきまして○古賀総務課長

は、森林組合の方々に大変な御協力をいただい

ております。また、学童の方につきましては、

流域にございます緑の少年団を設置している小

学校、今回の場合は、西諸地区に４校ほどござ

いましたんで、その４校の学童をお呼びしてお

ります。さらに、地元ということで、地元の小

学校もお呼びをいたしております。さらに写真

をごらんいただきますと、ちょうど中央に御婦

人方が写っていらっしゃいますけれども、そう

いった婦人団体の方々もお招きしたところでご

ざいます。以上でございます。

いろんなボランティアといいます○十屋委員

かね、民間の方々の協力が主だったと思うんで

すが、今後、これからずっと展開する中で、や

はりどの地域も今言われたような、同じような

やり方でやっていかれると思うんですね。その

ときに こういう方々の参加してからのアンケー、

トという大げさなものではないんですけど、ど

ういう考え、やられた後とか、やる前にはこう

思っていたとか、企業局というのがこういう参

加された方々にどの程度認知されていたのかと

いうのは何か聞かれたことはありますか。

実は、この植樹祭を実施した○古賀総務課長

場所と申しますのが、岩瀬川の最上流部になり

ます。ほぼ熊本県境に近いところということで

ございまして、それぞれ、例えば、小林市内か

ら御案内するにも小一時間かかるようなところ

でしたんで、バスの中で企業局の概要とかそう

いったのを十分説明させていただきました。ま

た、緑のダム造成事業の意義につきましても、

当然説明させていただくとともに、前もって、

この植樹に先立ちまして、またそれにつきまし

ても御説明させていただいたところでございま

す。

その反応はどうだったかというの○十屋委員

と、それと爽快感があると思うんですよ。山の

中で植樹されて、そして食事したりとか、そう

いう満足感とか、皆さん、今、環境に非常に関

心高いのと、最終的には、子供たちの将来のた

めに植林するんですけれども、そういう意味か

、らすると非常にいいことだと思っていますので

そのあたり何か聞いて、次の機会にまた生かす

とか、そういうことが必要なのかなという思い

がありましたのでね。

それから、もう一つは、これは以前にも出た

と思うんですが、緑の少年団が全県下的に組織

化されているのか、その子供たちの数とかそん

なのはわかるんですかね。

、○古賀総務課長 大変申しわけございませんが

今回の地区については、把握をさせていただい

たわけですけれども、全県下につきましては、

残念ながら、持ち合わせておりません。申しわ

けございません。

緑の少年団の所管課は環境森林部○十屋委員

になるんですかね。 となってくると、やっ―

ぱり環境森林部と 環境、メーンテーマで中―

心でやられていますので、そうなってくると、

子供たちの組織率、組織化していくことも当然

必要になってくると思うんですね。そういうと

ころもあわせてやはり連携していただいて、一

生懸命やっていただきたいなというふうに思っ

ております。

もう一つ、先ほど５ページの河川区域に関す

る自主点検の実施についてということなんです
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が、これ、先ほどちょっと最初の説明のところ

で、民間のダムを保有している会社が、にせの

報告をしたということでの国からの通達があっ

たというふうに理解していいんですね。それで

あるならば、県、公的な部分では皆さん、ちゃ

んとやられているので、何も問題はなかったと

思うんですけれども、県内のほかの、企業局以

外のダムではどうだったんですか。そういう記

事の内容見てなかったもんですから……。

きょう発表するようになって○桑畑工務課長

おりまして きょう発表でございます。それ―

で、データ収集したんですけれども、今のとこ

ろ28の発電所で河川法の許可を得ていない可能

性がある案件が出てきております 報告され―

ております。そのうち、宮崎県が先ほど言いま

した件数でございます。以上です。

きょう発表ということは、詳しい○十屋委員

ことは発表をまたなきゃならないのかなという

ふうに思うんですが、よく災害時のダムの河床

の掘削とか、そういうのをやっぱり地元の方々

は常に意識していらっしゃるんですよね、企業

局のダムも民間のダムも皆さんどちらがどうと

いう判断ではなくて。ですから、もしそういう

ことが出て、虚偽の報告をしていたということ

になれば、一層ダムに対する風当りといいます

か、そういうのが出てくると思うんですよ。発

表されてからの県民の方々の意見がどういうふ

うになってくるのかというのをちょっと見とか

なきゃわかりませんが、企業局としては 県―

としてですよ。企業局では所管違いますけど、

県側として、民間のダム会社にちゃんとそうい

うとこら辺も意見を言っていただきたいし、そ

の分はおつなぎをしていただきたいという要望

だけです。もし何かありましたら、課長の方か

ら答弁を。

河川を管理する県管理河川につ○時庭副局長

きましては、ダムに堆積した土砂が上流への影

響がある場合には、当然、県の河川管理者がそ

、ういう電気事業者に対して話しておりますので

今後とも引き続き、遺漏のないように指導して

まいりたいというふうに考えております。以上

でございます。

１件だけ。さっきの緑のダム造成○蓬原委員

事業なんですが、これはことし地権者と交渉を

して、今から買っていくのかということと、最

終目標は、調査結果、54.5ヘクタールを購入し

たいと そして その後 20年間で植栽して 40、 、 、 、

年間管理するということ、この土地の購入の予

算措置は19年度にかかるんですか。

御報告申し上げました54.5ヘ○古賀総務課長

クタールにつきましては、もう契約書を取り交

わしまして登記の移転がなされたもの、もしく

は、もう所有者の方々と大体交渉が成立をして

いるといったものが54.5ヘクタールでございま

す。さらに、このうち約40ヘクタールぐらいは

今年度中に、もうただいま植栽にかかっている

山等がございますので、これにつきましては植

林を実施している最中でございます。これに対

します予算等につきましては、18年度予算の中

で措置をいたしておるところでございます。

いいですか。ほかにありま○外山良治委員長

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○外山良治委員長 その他 何かありませんか

企業局長の政治姿勢という表現は○山口委員

、 。おかしいかもしれませんが 伺わせてください

定かに記憶はしておりませんが、８年前か９

年前ですか、私は、本会議におきまして、県と

いう地方自治体が、なぜ、ゴルフ場の経営をや

る必要があるんだということで、その必要性を
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伺いました。民でできるものは民でやっていい

じゃないかということを申し上げました。時代

は大きく変わってきまして、決して私が先鞭を

つけたという気はありませんが、今日ではそれ

が指定管理者制度という形で経営をされるよう

になってきました。

ところで、東国原新知事は、このたくさんの

県民にとっての有益な有形無形の福祉をもたら

してきた電気事業を売りたいと言い始めた。真

意はどこにあるかわかりません。私は、我々を

含めて候補者である間はね、それは言うのは仕

方ないのかなという気がします。しかし、当選

をしてきて県政のトップリーダーになったその

時点から、私は、やっぱり物事は正しく見てほ

しいと思うし、一番大事なのは、彼が言いたい

彼がというか、知事が言いたいことを言わ―

せるという環境よりも、やはり正しい情報を企

業局として入れるべきではないかと、私は、そ

ういう気がしてならないんですよ。あの方がマ

ニフェストをどこで書いて、そのうちどれぐら

いあの人が汗をかいたのか私は知らない。だけ

ど、例えば、全国的に、済みません、数字は忘

、 、れたけれども 第三セクターがたくさん存在し

まさにそれは経済右肩上がりの状態の中で公共

セクターが直接やるのをやめて、第三セクター

にやらせてきた、その結果、ここで言えばシー

ガイアを初めフェニックスリゾートのように何

千億もの借金を抱えてばたばたと倒産していっ

た。全国の第三セクターの７割とか８割とかは

、すべて赤字で税金を垂れ流しておりますという

その第三セクターと、地方公営企業法に基づい

た企業とを一緒くたにされてね 「売ります」な、

んていうのが一体どこから出てくるんだろうと

思うんですよ。

もう一度言いますが、候補者である時点は仕

方がない。だけど、一介のリーダーになった以

上は、私は、あなた方が正しい情報を正々堂々

と入れるべきではないかと思う。これまでの知

事と皆さん方の関係をお聞かせくださいません

か。

知事のマニフェストの中の財○日髙企業局長

政改革の中の一つといたしまして、その方策の

一つということでございますが 「電気事業の民、

営化や一般会計編入による財源の確保と債務の

返済についての検討」というのがございます。

これについては、私どもも、私ども所管のこと

でございますから、当初からこれは目にとめて

おったわけでございますが、知事の当選後の概

要説明、事業概要の状況把握がございましたん

で、そこの中で、私ども電気事業の役割、それ

から一般会計に対する財政的貢献の状況等々に

ついて説明をいたしまして、そして、私として

は、現状の運営の形態でやっていった方がいい

という説明をしたところでございます。

、どういう説明をいたしましたかといいますと

本県の電気事業につきましては、大正７年の県

議会の建議から始まっておりまして 「河川総合、

開発事業」ということで、これは治水、要する

に災害防止のための治水ダムに財源の確保とい

うことで電気事業をかましてやったという経緯

があると、今日までずっと順調な経営を続けて

まいっておりまして、最近、多いときは10億超

の黒字があったわけでございますが、ここ最近

ずっと７億超の黒字を出していると、そういう

形で非常に健全経営であるということ、それか

ら、一般会計との関係におきましては、まず一

つは、ダムの管理費の負担でございますが、こ

れはもちろん建設当初においては、建設費につ

いてもそうでございますが、５割弱の負担をし

ておると、18年度の予算決算でいきますと大体
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３億5,000万ぐらい。

それから、そのほかにさっき緑のダム造成事

業について説明いたしましたが、環境森林部が

行います森林整備事業補助金というのがござい

まして、その補助金の財源の一部として３億円

を毎年融資をしていると、そういうことをもろ

もろ合わせますと、一般会計に対しまして約10

、 。億の金を毎年拠出をしていると そういうこと

それともう一つは、発電所の所在市町村にお

、 、きましては 公有財産の交付金がございますが

そういったもろもろを入れますと、市町村に対

しまして大体２億5,000～6,000万行っておりま

して、トータルで12億5,000万、毎年県ないし市

町村に貢献をしておると。

それから、もう一つは、工業用水道事業に電

気事業の方から16億の貸し付けを行っていると

ころでございます。そういった貢献もしておる

ということ。

それからもう一つは、今、説明いたしました

緑のダム造成事業ということで、今年度から水

源涵養の森林整備を始めたということ そういっ、

た地域貢献というのがございます。そういった

ことで経営が順調で、しかも一般会計にこれだ

けの貢献をしておる。

そしてさらに、私、申し上げましたのは、こ

れから地方分権がどんどん進展していくわけで

ございますが、三位一体の改革でいろいろござ

いましたように、これからは地方の税源の確保

というのが非常に大きな課題になってくると

思っています。今年度から環境森林税もスター

トしたわけでございますが、今言ったような金

額を毎年一般会計に、あるいは市町村に対して

支出をしておるという状況を見ますと、税の場

合には、県民の負担を強いてそしてそういう税

の財源を確保するわけでございますが、本件の

電気事業の場合には、そういう負担なしで毎年

こういった貢献ができていると、そういうこと

をもろもろ総合して判断いたしますと、やはり

経営が悪くなれば別でございますけど、こうい

う健全経営の状況のもとにおいては、今の状態

のままで一般会計に貢献していった方がいいと

。いうような説明をいたしたところでございます

それで、今回の知事の本会議の答弁でもござ

いましたけれども、知事のマニフェストの趣旨

は、先ほどちょっと申し上げましたように、厳

しい一般会計の財政の建て直しのために、電気

事業を活用できないかということで、ああいう

検討というマニフェストの一項目があるという

ことでございまして、今後も、こういった電気

事業の果たしている役割だとか、あるいはこれ

までの経緯だとか、それと目的は財源の確保と

いうことのようでございますんで、県の一般会

計、一般財政の状況を勘案しながら、いい方向

を検討していきたいということでございます。

、 、私どもとしては 先ほど申し上げましたように

知事に対しましては、そういう説明をして理解

。を求めていきたいというふうに思っております

失礼ですが、あなたの説明したこ○山口委員

とはみんなわかっていると思うんですよね。

それで、あなたの説明で知事はわかったふう

ですか。わかってないんですかね。

一応説明はじっくり聞いてい○日髙企業局長

ただきました。

知事であれ、我々議員であれ、お○山口委員

互い有権者にその信を問うという意味では全く

同じ仕事をやるわけですよ。皆さん、現職です

から、新人と戦うときに、やっぱり新人の言う

ことというのは耳ざわりいいんですよね。非常

に竹を割ったようにスパッと言える。極端な言

い方したら僕らから見たら、もうとんでもない
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絵空事のようなばかなことを言ってでも、やっ

ぱり聞いている人から見たら「ああ、知事いい

じゃないか」と、こうなる。しかし、それはそ

の中に入ったらとんでもない、間違いでしかな

いけれども、有権者というのは、そういうのを

聞いて、多分に票の行方を決める部分がありま

す。

具体例を出して悪いけれども、例えば、松形

さんにかわる牧野さんが選挙に出たときに、安

藤さんは徹底してこれに反対しましたよね。御

承知のとおり 「シーガイアの60億は間違いであ、

」、 「 」、る あるいは ＳＮＡの支援も間違いである

綾の鉄塔は建てるべきではない あるいは カ「 」、 「

」 、 、ジノについては私は反対である と ところが

―当選してきたらそれを変える。それはもう

ごめんなさい、我々政治家と皆さん方公務員の

差があるから、皆さん方にその批評を求めよう

とは思わないけど、しかし、それは正しい知識

を与えてあげなきゃね、いつまでもそれを引き

ずっていったら、今度は人から「ばか」と言っ

て笑われるんですよね。ですから、私は今なら

ね 今なら 東国原知事が手に頭を置いて ちょっ、 、 「

」 、「 」と私の考え過ぎでしたね と 勇み足でしたね

と言えば済むことなんだと思うんですよ。それ

を答弁の中で「いや、まあそういう表現でも使

えば……、いわば何といいますか、上納金とい

いましょうか、みかじめ料といいましょうか、

それが一般会計に来るのではないかという、そ

ういうねらいがあります」と、完全にハンドル

切りかえつつあるんですよ。それは実態を知ら

なかったあの人を責められないけれども 「実情、

はこうですよ」というのは、あなた方がしっか

り言って聞かせてあげなきゃだめだと思う。そ

の責任が、私は、企業局長にあると思っている

んです。

また、前任者の事例で悪いけれども、安藤さ

んが知事になったときに、出納長に「おい、や

めろ」と 「お前は前任者が決めたんだからやめ、

ろ と 西岡さん お前 局長やめろ と 私」 、「 、 、 」 、「

は、やめませんよ。私は４年間という任期があ

るからやめませんよ」と、こう頑張りましたよ

ね。あなたを除く周りの人というのは、県庁職

員ですから、これは知事が言うことに従わざる

を得ない。私は、中野 明さんが「ああ、うま

い表現したな」と思ったけども、安藤忠恕さん

という方が 「おれはリンゴが食いたいなあ、あ、

のリンゴうまそうじゃなあ」と本人がひとり言

を言ったために、周りの人が「あ、うちの知事

は、リンゴが食べたいんだろう」と思って、そ

のリンゴをもいで取ってきた。しかし、実は、

それは泥棒したリンゴだった、盗んできたリン

ゴだったんです。しかし、上司が「こうしてほ

しいなあ」と言うのを部下が察知してやるのが

宮仕えという、あの部分を聞いたとき、本当、

私、涙が出る気持ちがしたし、やっぱりそんな

もんだろうと思った。ですから、そこらについ

ては、あなたの周りの人は、要らんことを言っ

たらあしたにでも首が飛ぶから言えないかもし

れないけれども、それはやっぱりあなたの立場

としてね、これだけの実績があり ほんと有―

形無形の実績があり、そしてまた、県の財政に

も、県民の福祉向上のためにも大きい役割を果

たしてきたこの電気事業を、そのマニフェスト

に書いたからといってね、いきなり売り飛ばす

というようなことをぱっと書かれてね 「ああ、、

そうですか」と、言われるべきではない。そこ

は堂々と任期を設けられた管理者として、あな

たは自分が正しい意見をぴしっと言うべきでは

なかったのかと思うんですね。

ほかの行政マン上がりだった例えば、黒木博
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、 、 、さんであれ 松形さんであれ 安藤さんであれ

「済みません、それは私がちょっと行き過ぎま

した」という、手に頭を当てて皆さんの前で行

、政マンのＯＢは謝れないかもしれないけれども

しかし、少なくとも現知事はそれはできると思

うんですね。そういう意味では、むしろ、各議

員からの質問に苦しい答弁でハンドルを切りか

えることよりも、事実は事実として皆さん方が

説明をし、そして、それはあっさり新しい方法

を探すという方向に切りかえさせるべきではな

いかと私は思いましたので、あえて苦言を申し

上げたところです。御意見があればお聞かせく

ださい。

今、委員のおっしゃいました○日髙企業局長

とおりでございまして、私も、最初の選挙の段

階からずっとそういうマニフェストの情報を収

集しておりましたんで、今、おっしゃったよう

な気持ちで私は対処したつもりでございます。

要するに、私は幸いにして、自分でよかったな

と思っていますのは、この企業局の存廃につい

て、県民が見たときに、あるいは財政的に見た

ときに、どちらがいいのかということを考えま

したときに、ちゃんと説明できる材料というの

が、私はあるというふうに思ってましたんで、

先ほどみたいな説明をしたわけでございます。

これは、我々が今、企業局におるから、その

企業局を守るために企業局を云々と、これは一

切ございません。これは県民の目から見て、い

、 、ずれがいいかということを考えたときに 私は

現状の方がいいんではないかという気持ちを

持っておりましたんで、そういう説明を申し上

。 、げたところでございます そういう視点で私は

御理解をしていただくように努力をしたいとい

うふうに思っております。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企○外山良治委員長

業局を終了いたします。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時25分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

明日の委員会は、午前10時再開、警察本部の

当初予算に関する審査から行う予定です。

何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以○外山良治委員長

上をもちまして、本日の委員会を終了いたしま

す。

午後３時25分散会
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平成19年３月１日（木曜日）

午前10時５分開会

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 吉 田 尚 正

警 務 部 長 田 畑 勝 己

松 尾 清 治
警務部参事官兼
首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 柄 本 重 敏

刑 事 部 長 鬼 束 昭 己

交 通 部 長 柄 本 憲 生

警 備 部 長 谷 口 数 雄

警 務 部 参 事 官 椎 葉 今朝邦

中 原 雅 男
警務部参事官兼
会 計 課 長

白 方 寛
生活安全部参事官
兼 地 域 課 長

総 務 課 長 松 井 宏 益

生活安全企画課長 黒 木 憲 生

少 年 課 長 柏 田 和 彦

交 通 規 制 課 長 今 井 和 久

徳 留 勝次郎
交通部参事官兼
運転免許課長長

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

黒 木 郁 雄
副 局 長
（ 総 括 ）

時 庭 伸 次
副 局 長
（ 技 術 ）

総 務 課 長 古 賀 孝 士

経 営 企 画 監 本 田 博

工 務 課 長 桑 畑 則 幸

電 気 課 長 山 潤一郎

施 設 管 理 課 長 相 葉 利 晴

総 合 制 御 課 長 白ヶ澤 宗 一

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

警察本部長の吉田でござい○吉田警察本部長

ます。委員長を初め委員の皆様方には、本日の

常任委員会よろしくお願いいたします。

通例によりますと、現在の委員構成での常任

委員会は、今回が最後になろうかと存じます。

この場をおかりいたしまして一言御礼を申し上

げたいと思います。

委員長、委員の皆様方には、当常任委員会に

御就任以来、警察行政に対しまして一方ならぬ

御指導、御鞭撻を賜りましたことを、改めて厚

く御礼を申し上げます。どうもありがとうござ

いました。今後も、委員の皆様、そして県民の

皆様の期待にこたえるべく 「県民の期待と信頼、

にこたえる力強い警察 、これを念頭に置きまし」
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て、県民の皆様が安全で安心して暮らせる宮崎

県をつくり上げるということを目指しまして、

全職員一丸となって取り組んでまいる所存でご

ざいますので、今後とも変わらぬ御支援、御協

力、御指導をお願い申し上げたいと存じます。

それでは、本日、御審議を賜ります公安委員

会関係の議案等でございますが 議案第１号 平、 「

成19年度宮崎県一般会計予算」について、議案

第21号「宮崎県留置施設視察委員会条例」につ

いて、議案第22号「地方警察職員の定員に関す

る条例の一部を改正する条例」について、議案

第25号「警察関係使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例 について 議案第29号 地」 、 「

方警察職員の特殊勤務手当に関する条例及び宮

崎県警察本部の内部組織に関する条例の一部を

改正する条例」につきまして、担当部長から報

告させていただきますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。以上であります。

それでは、平成19年２月定例○田畑警務部長

県議会提出の議案第１号「平成19年度宮崎県一

般会計予算」の公安委員会関係につきまして御

説明させていただきたいと思います。

恐縮でございますけど、座って御説明させて

いただきたいと思います。

お手元の平成19年度歳出予算説明資料、分厚

い資料でございます。その475ページをごらんい

ただきたいと思います。

公安委員会一般会計警察本部の平成19年度当

初予算額は、恩給及び退職年金費を除きまし

て293億104万1,000円をお願いしております。

それでは、平成19年度の公安委員会関係の当

初予算を科目 事項別に説明いたしますので 479、 、

ページをお開きいただきたいと思います。

まず、上段の左側の会計、科目、事項の欄を

ごらんいただきたいと思います。

（項）警察管理費 （目）公安委員会費 （事、 、

項）委員報酬708万円でございますが、これは公

安委員の報酬でございます。

次に （事項）委員会運営費945万8,000円でご、

ざいますが、これは公安委員会の運営に要する

経費でございます。

説明の欄に示しております番号２の警察署協

議会運営費370万1,000円でございますが、これ

は県下13警察署すべてに置かれております警察

署協議会委員の報酬及び旅費などに要する経費

でございます。

次に （目）警察本部費 （事項）職員費202、 、

億2,317万2,000円でございますが、これは職員

の人件費でございます。

次に （事項）運営費43億5,070万2,000円でご、

ざいますが、次のページにわたってごらんいた

だきたいと思います。

これは、退職手当や警察官の被服購入費など

警察職員設置に要する経費でございます。

番号２の退職手当26億7,502万6,000円でござ

いますが、警察本部におきましても職員の大量

退職時代を迎えておりまして、平成19年度は、

本年１月１日現在での定年退職予定者を87名分

計上しております。

運営費の中で主な事業と新規事業は、番号10

の警察業務電算化推進事業経費３億8,1 6 5

万6,000円、番号18の留置施設視察委員会設置に

要する経費52万6,000円でございます。

、警察業務電算化推進事業経費でございますが

これは現在の高度情報化社会の中 広域・複雑・、

高度化する犯罪から県民の安全な生活を守るた

め、情報技術を活用した警察業務の電算化を推

進するための経費でございます。

留置施設視察委員会設置に要する経費でござ

いますが、これは新規事業でございまして、都
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道府県警察本部に留置施設視察委員会を設置す

ることを定めた新たな刑事収容施設及び被収容

者等の処遇に関する法律が平成19年６月８日ま

でに施行されることに伴い、本県では視察委員

４名による留置施設視察委員会を設置すること

としておりまして、その報酬及び旅費でござい

ます。

留置施設視察委員会の詳細につきましては、

後ほど宮崎県留置施設視察委員会条例（案）の

中で御説明をいたしたいと思います。

次に （目）装備費 （事項）装備費４億1,406、 、

万9,000円でございますが、これは警察機動力及

び警察装備の計画的整備充実強化と装備活動に

要する経費でございます。

このうち番号10の受傷事故防止用装備資器材

、 、導入事業1,019万6,000円でございますが 近年

全国的に刃物を使用した凶悪事件が多発してお

りますので、現場に臨場して犯人の逮捕や犯行

の制圧を行うパトカー勤務員や捜査員が、負傷

あるいは殉職することを防止するため、銃から

身を守る防弾衣、刃物から身を守る耐刃防護衣

などのほか、ふだんはコンパクトな長さで簡単

に持ち運びができ、犯人逮捕や犯行制圧の場面

では伸ばして使える伸縮式の警杖を整備するこ

とといたしております。

次に 目 警察施設費 事項 警察施設費12、（ ） 、（ ）

億320万6,000円でございますが、これは警察施

設の計画的整備と適正な維持管理に要する経費

でございます。

主な事業は、番号１の交番、駐在所庁舎新築

費9,888万円、番号９のその他警察施設営繕費１

億9,112万5,000円でございます。

交番、駐在所庁舎新築費でございますが、こ

れは警察施設の計画的整備を図るとともに、住

民の日常生活に密着した地域警察活動と社会情

勢の変化に対応した地域警察体制の確立を図る

ため、交番、駐在所を整備するものでございま

す。

平成19年度は、宮崎北警察署の那珂駐在所及

、 、び倉岡駐在所 宮崎南警察署の月見ヶ丘駐在所

日向警察署の原町交番の４カ所を新築する予定

でございます。

那珂駐在所、倉岡駐在所及び月見ヶ丘駐在所

につきましては、現地建てかえといたしますけ

れども、原町交番につきましては、現在の場所

が交番の管轄区域の西端に位置していることか

ら、老朽化により建てかえとなるこの機会をと

らえまして、現在地の約２キロメートル東側に

位置し、管轄区域のほぼ中心地となる日向市曽

根町３丁目に新たに土地を求めまして移転新築

し、昨年の日向市駅前交番と同様に、リース方

式により交番を建築することといたしておりま

す。

その他警察施設営繕費でございますが、これ

、は警察施設の修繕に要する経費でございまして

この中に都城運転免許センターへのエレベー

ター設置2,130万7,000円を計上しております。

現在、運転免許の更新時講習は、宮崎運転免

許センター及び延岡運転免許センターでは３階

の教室で、都城運転免許センターでは２階の教

室で実施しておるところでございますが、いず

れの施設もエレベーターが設置されていないた

め、体の不自由な方や高齢者の方など階段を利

用することが困難な方につきましては、１階の

適性検査室で個別に講習を受けていただくか、

あるいは職員がお手伝いして３階あるいは２階

の教室まで移動していただいて講習を受けても

らっておるところでございます。そこで、これ

らの方が不自由なく更新時講習が受けられるよ

う、平成19年度は都城運転免許センターにエレ
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ベーターを設置することといたしております。

今後のエレベーター設置の構想といたしまし

、 、ては 延岡運転免許センターには平成20年度に

宮崎運転免許センターにつきましては、現在、

自動車運転免許試験場と運転免許センターの機

能を同一庁舎内に有する総合自動車運転免許セ

ンターの建設に向けた財政協議を行っておりま

すので、その建設時に設置したいと考えており

ます。

次に （事項）警察署庁舎建設費7,000万円で、

ございますが、これは警察署庁舎建設に要する

経費でございまして、昨日の委員会で債務負担

をお願いいたしました日向警察署庁舎建設予定

地として取得することとしております宮崎県土

地開発公社が日向市鶴町２丁目に所有する元宮

崎交通営業所跡地約6,100平米と、土地開発公社

が近日中に取得予定の同所西隣の民有地約900平

米を取得する経費として、当年度分7,000万円を

支出することとしております。

次に （目）運転免許費 （事項）運転免許費、 、

５億9,398万4,000円でございますが、これは運

転免許試験及び各種講習その他運転免許事務処

理に要する経費でございます。

主な事業といたしましては、482ページをごら

んいただきたいと思います。

番号11の道路交通法に伴う講習体制整備事業

費１億8,759万9,000円、番号15の運転免許証Ｉ

。Ｃカード化導入事業742万3,000円でございます

道路交通法に伴う講習体制整備事業費でござ

いますが、これは道路交通法に基づく停止処分

者、軽微違反者に行う講習について、宮崎県交

通安全協会に委託しております違反者・処分者

講習委託料と、同じく道路交通法に基づく更新

期間が満了する日における年齢が70歳以上の者

に対する講習につきまして、宮崎県指定自動車

学校協会に委託しております高齢者講習委託料

でございます。

運転免許証ＩＣカード化導入事業でございま

すが、本県におきましても、平成20年度にＩＣ

カード免許証の発行を開始する予定でございま

す。

一方、他県では、既に発行を開始している県

がございまして、その県で発行を受けた方が本

県に転入されてきた場合には、住所等の電磁記

録の書きかえが必要となりますことから、本年

度は書きかえ装置を宮崎運転免許センターに配

置したところでございますけれども、平成19年

度は都城運転免許センター及び延岡運転免許セ

ンターにも配置することといたしております。

また、ＩＣカード免許証の電磁記録読み取り

装置を全警察署及び警察本部の関係所属に配備

することといたしております。

次に 目 警察活動費 事項 一般活動費14、（ ） 、（ ）

億4,359万4,000円でございますが、次のページ

までわたってごらんいただきたいと思います。

これは、一般警察活動、刑事警察活動、生活

安全警察活動及び交通警察活動等、警察活動全

般に要する経費でございます。

この中で主な事業は、番号28の地域の安全を

守る街頭活動強化事業１億1,558万3,000円、番

号29の全国警察音楽隊演奏会宮崎大会開催事

業398万8,000円、番号30の落とし物早期返還シ

、 （ ）ステム構築事業1,156万7,000円 番号31の １

のＤＮＡ型鑑定による捜査支援強化事業3,601

万5,000円でございます。

地域の安全を守る街頭活動強化事業でござい

ますが、これは改善事業でございまして、これ

までの交番に交番相談員を配置して空き交番の

解消を図るとともに警察官の街頭活動を強化す

る街頭犯罪抑止のための交番機能強化事業と、
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警察本部及び警察署に警察安全相談員を配置し

て相談担当警察官を犯罪捜査、外部活動などに

パワーシフトする県民からの相談に対応する警

察安全相談強化事業の２事業を総合したもので

ございます。

地域の安全を守るためには、警ら活動や捜査

活動などの警察官の街頭活動を強化することが

重要でございまして、そのためには交番相談員

及び警察安全相談員を充実させることが必要で

ありますことから、これらの事業を統合したも

のでございます。

そこで、平成19年度は、交番相談員を５名増

員いたしまして47名とし、警察安全相談員につ

、きましては現状を維持して18名といたしまして

警察官の街頭活動をさらに強化することといた

しております。

全国警察音楽隊演奏会宮崎大会開催事業でご

ざいますが、これは新規事業でございまして、

警察広報の顔として、県民と警察の音のかけ橋

となっております本県警察音楽隊が、本年、隊

の発足60周年を迎えるに際しまして ５月に第12、

回宮崎国際音楽祭が開催される機会をとらえま

して、本県で５月26日、27日の２日間、第48回

全国警察音楽隊演奏会を開催することといたし

ております。

宮崎市内のメーンストリートでのパレードや

市内４会場でのストリート音楽祭、県立芸術劇

場での合同演奏会などを予定しておりまして、

現在までのところ 皇宮警察を含めた各県警の31、

の警察音楽隊が参加を予定しているところでご

ざいます。

警察音楽隊の演奏を通じまして、県民の警察

に対する理解と協力のもと、警察活動の円滑な

推進に資するとともに、宮崎国際音楽祭の認知

度アップ、さらには関係者等多数の来県による

経済波及効果などにつなげていきたいと考えて

おります。

落とし物早期返還システム構築事業1,156

万7,000円でございますが、これも新規事業でご

ざいまして、昨年、遺失物法が全面改正されま

して、本年12月に施行予定でございますが、拾

得物に関する情報を全国警察が共有し インター、

ネットなどにより公表する制度が設けられまし

たことから、これに係るシステムを構築して拾

得物の早期返還を行い、住民サービスの向上を

図ることといたしております。

具体的には、県内の拾得物の情報やほかの都

道府県の貴重な物件の拾得物に関する情報をイ

ンターネット上に公表することにより、落とし

主が早期に落とし物を回復しやすくなりますと

ともに、遺失・拾得物処理事務の効率化が図ら

れるものでございます。

ＤＮＡ型鑑定による捜査支援強化事業でござ

いますが、これは改善事業でございまして、こ

れまでＤＮＡ型鑑定資機材の保守点検委託料や

ＤＮＡ型鑑定消耗品費で構成されておりました

ＤＮＡ型鑑定資機材の強化事業に、ＤＮＡ型検

査機器の増設を加えたものでございます。

本県警察では、ＤＮＡ型鑑定を平成７年１月

から導入いたしておりまして、平成15年８月に

新しい鑑定法が導入されてからは個人を識別す

る精度が飛躍的に向上し、かつ検査の自動化に

より鑑定時間が大幅に短縮されたことから、鑑

定事件も急速に増加し、被疑者の検挙に大きく

寄与しているところでございます。

ＤＮＡ型検査機器につきましては、旧型の検

査機器１台を平成13年度に、新型の検査機器１

台を平成17年度に整備しておりますが、旧型は

新型に比べまして16分の１の性能しかないこと

から、これら２台の鑑定機器では、その鑑定対
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応能力がほぼ限界に達しておりますので、新型

の検査機器１台を増設し、迅速なＤＮＡ型鑑定

を実施することにより、被疑者の検挙率向上等

を図り、県民の安全と平穏な生活を確保するも

のでございます。

次に （事項）交通安全施設維持費５億9,237、

万3,000円でございますが、これは交通安全施設

の維持管理及び電気・通信料に要する経費でご

ざいます。

次に （事項）交通安全施設整備事業費３、

億9,340万3,000円でございますが、これは交通

安全施設整備事業に要する経費でございます。

この事業につきましては、公共事業でありま

すことから、当初予算要求の40％を計上させて

いただいております。

この中で主な事業は、番号１の交通管制及び

信号機改良等整備費２億46万9,000円、番号２の

信号機新設、道路標識及び道路標示等整備費１

億1,126万2,000円でございます。

交通管制及び信号機改良等整備費でございま

すが、これは国庫補助事業として、交通管制セ

ンターの機器の更新、信号機の改良に要する経

費でございます。

信号機新設、道路標識及び道路標示等整備費

でございますが、これは県単独事業でございま

して、信号機の新設、道路標識、道路標示等の

整備に要する経費でございます。

、 、なお 信号機を新設する予算につきましては

信号機新設工事自体が道路新設工事や改良工事

の完成にあわせて設置することや道路管理者と

の詳細協議などを行うため、最も早いものでも

７月以降の発注となりますことから、これは肉

付け予算で措置していくことといたしておりま

す。

以上で、公安委員会関係の平成19年度歳出予

算の説明を終わります。

次に、議案第21号「宮崎県留置施設視察委員

会条例（案 」と議案第29号「地方警察職員の特）

殊勤務手当に関する条例及び宮崎県警察本部の

内部組織に関する条例の一部を改正する条例

（案 」について説明させていただきます。）

これはお手元の資料１をごらんいただきたい

と思います。

昨年６月の通常国会におきまして 「刑事収容、

施設及び被収容者等の処遇に関する法律」が成

立いたしまして、本年６月７日までの間に政令

。で定める日から施行することとなっております

この法律の成立に伴いまして、同法に「留置

施設視察委員会」の設置等が盛り込まれ、留置

施設視察委員会の組織及び運営に関する必要事

項につきましては、条例で定める旨が規定され

ましたことから 「宮崎県留置施設視察委員会条、

例」を制定することとなりまして、また 「留置、

場」を「留置施設」に改める必要が生じました

ことから 「地方警察職員の特殊勤務手当に関す、

る条例」及び「宮崎県警察本部の内部組織に関

」 。する条例 の一部を改正するものでございます

初めに 「宮崎県留置施設視察委員会条例、

（案 」について説明させていただきます。）

法第20条は、警察本部に留置施設視察委員会

を置き、委員会は宮崎県警察本部に係る管轄区

、 、域内にある留置施設を視察し その運営に関し

留置業務管理者、つまり警察署長でございます

が、これに対して意見を述べるものと規定して

おります。

これは、留置施設の運用状況につきまして透

明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保する

ため、留置施設を視察し、その運営に関し意見

を述べる第三者から成る機関を設置することと

したものでございまして、委員会が留置施設の
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実情を的確に把握した上で地域住民の代表とし

て意見を述べることによって、留置施設の運営

の改善向上に資することが期待されているもの

でございます。

なお、委員につきましては、委員会の趣旨及

び性質、法の成立経緯からして、弁護士等の法

律関係者、医師、地域住民の代表など、４名を

人選することといたしております。

次に、委員会条例（案）の概要でございます

、 。が 条例は全６条と附則から構成しております

第１条は「趣旨」でございます。趣旨は「こ

の条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇

に関する法律第21条第６項の規定に基づき、留

置施設視察委員会の組織及び運営に関する必要

な事項を定める」ことといたしております。

第２条は「名称」を規定しておりまして、委

員会の名称は 「宮崎県留置施設視察委員会」と、

いたしております。

第３条は「委員の定数等」を規定しておりま

して 「委員会の委員の定数は、４人とし、その、

任期は１年で、再任は２回限り」といたしてお

ります。

法第21条第３項において 「委員の任期は１年、

とする。ただし、再任を妨げない」と規定して

おりますが、再任を２回に限るといたしました

理由につきましては、留置施設視察委員の職務

の特殊性及び委員は各方面を代表する者の中か

ら幅広く適任者を求めることが望ましく、長期

にわたり委員が固定化することは好ましくない

と考えられることからでございます。

第４条は「委員長」の規定で 「委員長は委員、

の互選により選任し、会務を総理する」といた

しております。

「 」 、「 、第５条は 庶務 の規定で 委員会の庶務は

宮崎県警察本部警務部において処理する となっ」

ておりますが、具体的には主管課でございます

警務部監察課において処理をいたすこととして

おります。

第６条は「委任」の規定で 「委員会の運営に、

関して必要な事項は、県公安委員会が定める」

となっておりまして この委任を受けまして 宮、 「

崎県公安委員会規則」を制定する予定といたし

ております。

最後に附則でございます。附則は「この条例

は、公布の日から起算して３か月を超えない範

囲内において県公安委員会規則で定める日から

施行する」としておりますが、刑事収容施設及

び被収容者等の処遇に関する法律の施行日と同

一日を施行日とすることを考えております。

次に 「地方警察職員の特殊勤務手当に関する、

条例及び宮崎県警察本部の内部組織に関する条

例の一部を改正する条例（案 」について説明さ）

せていただきます。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する

法律第14条第１項の規定により 「都道府県警察、

に留置施設を設置する」と定められましたこと

から、条例中の「留置場」を「留置施設」に改

める必要が生じました。

「留置場」が規定されています条例は、地方

警察職員の特殊勤務手当に関する条例、宮崎県

警察本部の内部組織に関する条例の２つでござ

います。

改正の内容は、地方警察職員の特殊勤務手当

に関する条例第３条第５号に規定する「留置場

看守作業」を「留置施設看守作業」と改め、ま

た、宮崎県警察本部の内部組織に関する条例第

「 」 「 」３条第21号中 留置場 とあるのを 留置施設

に改めるものでございます。

なお、この条例の施行につきましては、宮崎

県留置施設視察委員会条例と同じく、刑事収容
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施設及び被収容者等の処遇に関する法律の施行

日と同一日を施行日とすることを考えておりま

す。

次に、議案第22号「地方警察職員の定員に関

する条例の一部を改正する条例（案 」について）

御説明をいたします。

改正の理由といたしましては、平成18年６月

７日に公布されました「地方自治法の一部を改

正する法律」により 「吏員」制度が廃止され、、

一律に「職員」と規定されることに伴い、本条

例で用いております「吏員」の表現を改める必

要が生じたためでございます。

具体的には、定員の細目的事項を規定した第

３条中の「警察官を除く職員に係る事務吏員、

技術吏員、その他の職員別の定員の細分」との

表現を「警察官を除く職員の定員の細分」に改

めるものでございます。

この条例（案）の施行期日につきましては、

地方自治法の一部を改正する法律の施行日とな

ります本年４月１日を予定しております。

次に、議案第25号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例（案 」につい）

て御説明をいたします。

今回の条例の一部改正につきましては、お手

元の資料２のとおり、大きく分けて、探偵業の

業務の適正化に関する法律の施行関係、道路交

通法の一部を改正する法律の施行関係、その他

の変更の３点でございます。

まず、探偵業法等関係から御説明をいたしま

す。

改正の理由でございますが、昨年６月に探偵

業の業務の適正化に関する法律が公布され、本

年６月１日から、公安委員会は、探偵業の開始

又は変更に係る事項を記載した届出書の提出を

受けたときは、届出書を提出した者に対して、

届出を受けた旨を記載した探偵業届出証明書を

交付することとなり、探偵業を営む者は、探偵

業届出証明書を営業所に掲示しなければならな

いと義務づけられましたことから、これら探偵

業届出証明書の交付手数料を新たに制定するも

のでございます。

手数料の額につきましては、探偵業届出証明

書交付手数料として3,600円、探偵業変更届出証

明書交付手数料として1,500円、探偵業届出証明

書再交付手数料として1,000円を新設しておりま

す。

なお、この改正につきましては、法律の施行

に合わせまして、本年６月１日に施行いたした

いと考えております。

次に、道路交通法の一部を改正する法律の施

行関係でございますが、資料２の中ほどの２ 道

路交通法の一部を改正する法律の施行関係をご

らんいただきたいと思います。

改正の理由といたしましては、本年６月２日

に施行されます「道路交通法の一部を改正する

法律」によりまして、現行の普通自動車免許と

大型自動車免許の中間に中型自動車免許等が新

、 、設されることとなっておりますが これに伴い

昨年11月10日、運転免許試験関係の手数料等の

標準を定めた「道路交通法施行令の一部を改正

する政令」が公布されまして、新たな手数料の

制定と現行の手数料の改正を行う必要が生じま

したことから、条例の一部を改正するものでご

ざいます。

資料の末尾に添付しております別添の表「運

転免許関係手数料額（案 」をごらんいただきた）

いと思います。

この表に改正される手数料のすべてを記載し

ております。

手数料の額につきましては、改正された政令
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で示された手数料の標準額に準じたものとなっ

ておりまして、表の「手数料の種別」の欄にあ

ります各手数料が、それぞれ区分に応じて、右

側の「増減等」の欄のとおり、新設、減額ある

いは増額することとなっております。

このうち、新設する手数料につきましては、

中型自動車免許等に係る運転免許試験手数料、

中型自動車免許等に係る技能検定員及び教習指

導員審査手数料、大型車講習、中型車講習等の

講習手数料、大型自動車免許もしくは中型自動

車免許の試験等に係る貸車料でございます。

また、増額する手数料の増額の理由につきま

しては、今回の法改正に伴って、大型自動車免

許、中型自動車免許及び中型自動車第二種免許

について新たに路上技能試験が実施されること

などによるものでございます。

、減額する手数料の減額の理由につきましては

事務処理のＯＡ化により事務の合理化が図られ

たことと事務処理に要する職員の人件費が下

がったことによるものでございます。

なお、この法改正に伴う条例の施行日は、政

、 。令の施行に合わせ 本年６月２日といたします

最後に、その他の変更でございますが、資料

の中では２枚目の３の部分でございます。

改正の理由は、公安委員会が指定した指定講

習機関の廃止などに伴う改正と地方自治法の条

文の項ずれによる改正でございます。

指定講習機関の廃止等に伴う改正内容につき

ましては、別表第三のうち 「有限会社シーサイ、

ドモータースクール」を廃校に伴い削除 「陸上、

自衛隊都城自動車教習所」を今後講習を行わな

いということが判明いたしましたことにより削

除するものでございます。

また、地方自治法の条文の項ずれによる改正

内容でございますが、これは平成18年６月７日

に公布されました「地方自治法の一部を改正す

る法律」により、法律の項ずれ、つまり、法律

の条項が移動したことに伴うものでございまし

、 「 」て 条例の第２条第１項中 第238条の４第４項

を「第238条の４第７項」に改正するものでござ

います。

なお、これらの改正に伴う条例の施行日は、

別表第三の改正規定は公布の日から施行いたし

ます。

また、第２条第１項の改正規定につきまして

は 「公布の日から起算して３月を超えない範囲、

内において規則で定める日から施行する」と規

定しておりましたが 「地方自治法の一部を改正、

する法律」の施行期日を定める政令が本議案提

、出後の本年２月23日に公布されましたことから

改正規定の施行日も条例の公布日から施行する

規則を制定いたしたいと考えております。

以上でございます。御審議をよろしくお願い

したいと思います。

執行部の説明が終了いたし○外山良治委員長

ました。

まず、議案についての質疑はありませんか。

今度の当初予算案は骨格予算○外山三博委員

ということで、政策に関する予算は６月議会に

補正ということになっておるようですが、この

警察本部の予算で本来計上したいという部分も

あるけど出してないという部分もあると思うん

ですね。相対的にこの骨格予算である中身とい

うか、どういうふうに見たらいいのか、ちょっ

と説明をお願いします。

委員御指摘のとおり、当初予○田畑警務部長

算は骨格予算ということでございます。財政当

局といろいろ協議しましたけれども、財政当局

、 、の基本方針といたしましては 御承知のように

政策的判断を要する新規事業であるとか、政策
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的新規事業ではないけれども、要するに７月以

降に措置して差し支えないもの、それから公共

事業につきましては、60％カットを除いた部分

というようなことが方針として出されておりま

して、警察の当初予算につきましても、まさに

その線に沿って構成されたものでございます。

したがいまして、要するに７月まで待てない、

あるいはすぐにこれから始まるもの、あるいは

法律が定まって、これは法律でやらざるを得な

いというようなものにつきましては当初予算に

盛り込んでおりますけれども、そのほかにつき

ましては、今申しましたようなことで、また肉

付け予算で財政当局と協議して６月議会に出さ

せていただくということを考えております。そ

のことによりまして、今回293億104万1,000円を

当初予算として乗させていただいておりますけ

れども、私ども警察としての考え方としては、

これでおおむね98％ぐらいを当初として乗せた

ということで考えております。残り５～６億円

ぐらい、また６月議会でお願いして乗せたいと

いうふうに考えておりますが、これは今後、財

政当局とも詰めていくという話でございます。

今回の骨格予算の中で、特に新規事業である

とか増額とか、そういったもので乗させていた

だきましたが、先ほど言いましたように、７月

までに既に実施しなければならないというよう

なものでございまして、例えば全国警察音楽隊

の演奏会、これは５月26日、27日を予定してお

りますので、この当初予算で盛り込ませていた

だいたということがございます。それから、落

とし物早期返還システムでございますが、これ

は法律が改正されて全国一律で実施されるもの

でございますので、これもどちらかというと法

律で固められたものでございますので、当初予

算に乗させていただいているということでござ

います。それから、留置施設視察委員会設置に

要する経費、これも法律で定められているもの

ということもございますし、６月からの施行で

ございますので、これも当初予算で乗させてい

ただいたということでございます。それから、

先ほど言いましたように、地域の安全を守る街

頭活動強化事業、これも４月から既に増員をし

てやりたいということもございますので、当初

。 、予算に乗させていただいております それから

もう一つは、ＤＮＡ型の鑑定による捜査支援強

化事業、これも財政当局と協議させていただき

まして、当初予算案に乗させていただいたとい

うことでございます。そのほかの新規の政策的

なものというのは、肉付けで財政当局と協議し

たいというふうに考えております。以上でござ

います。

一般的な考え方としてよくわ○外山三博委員

かりますが、具体的にこの予算書を見てみます

と、前年対比、一般会計総額で約２億ぐらいの

減額ですよね。その中で、人件費が４億ぐらい

プラスというのは、多分退職者がことしよりも

相当ふえる部分だろうと思います。ただ、その

中で、警察の一番の使命である警察活動費が５

億ぐらい減額ですよね。それから、交通安全施

設事業が５億ぐらい減額。ということは、警察

活動の深層の部分が一番減っておるんですが、

これは政策に関する事業ということで、ここは

一応計上せずに、これに該当する分ぐらいは６

。月議会に補正で出そうというお考えでしょうか

細かい科目はいいんですよ。

先ほども説明させていただき○田畑警務部長

ましたように、交通安全施設整備費、特に申し

上げましたように、信号機等につきましては７

月以降になってまいるということがございます

、 、ので それは肉付けの方に回そうということで
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今回当初予算には入っておりません。というよ

うなことでございまして、もちろん肉付けの予

算の方でも、そういったものを要求させていた

だこうと考えておるところでございます。

警察活動費の一般活動費は逆○外山三博委員

に増額ですよね。これは政策的な予算というと

らえ方ではなくて、どういうとらえ方で増額を

財政当局の方は了解したんでしょうか。

この中には、先ほども説明を○田畑警務部長

させていただきましたけれども、地域の安全を

守る街頭活動強化事業、いわゆる交番相談員で

あるとか警察安全相談員などを統合した事業と

かが新しく改善事業として盛り込まれて、交番

相談員の増員等もその中で認められておるとこ

ろでございまして、そういったことが今回全体

として増額となったということでございます。

ということは、この一般活動○外山三博委員

費、ここは最初から考えておられた事業という

か、やることについては、先に送るわけじゃな

くて、ここで全部計上したととっていいんです

ね。

おおむね計上しております。○田畑警務部長

ただ、例えば肉付けでまたお願いしようと考え

ておりますものの中には、例えば地域の安全を

守る街頭活動強化事業、先ほど改善事業だとい

うことで申し上げたものの中に、今度新設でス

クールサポーターなどについて、これは肉付け

の方でお願いしていこうかというふうに考えて

おりますので、一般活動経費ですべて盛り込ん

でおるということではございませんで、一部は

。まだ肉付けの方に残っておるものがございます

ちょっと細かいことになりますけ○十屋委員

れども、482ページの、昨日の減額補正のところ

でも言わせていただいたんですが、自動車保有

関係手続のワンストップサービス、これは一昨

日、500万円ぐらい減額して、当初またこちらに

上がってきていると。きのうの説明の中では、

、まだ６都道府県ぐらいしか実施されていないと

効率的な運営がなされていないというようなお

話だったんですが、当初にまた上がってきたと

いうのはどういう理由なのか。ここ支出金の中

に含まれるので上げざるを得ないのか、そのあ

たりをちょっと御説明いただけますか。

お答えする前に、きのう私、○柄本交通部長

今ワンストップサービスを実施しておる県が４

都府県と申し上げましたけれども、埼玉と静岡

が去年の４月からサービスを始めております。

現在、６都府県でサービスを始めておるという

。 。ことでございます おわびして訂正いたします

十屋委員の当初に上がっておる額でございま

すけれども、これは結論を申し上げますと、こ

のサービスの中央処理装置、これが東京の築地

にございまして、これの負担金でございます。

。事業費ではございませんで負担金でございます

ちょっと細かく申し上げますと、この中央処理

装置の年間の経費が10億ぐらいかかるというこ

とでございます 各県から申請者がインターネッ。

トで申請しますと、必ずこの東京の中央処理装

置を介して各県にそのデータが行くという仕組

みになっておるということで、10億のうち約５

億を国が負担すると。残り５億、２億5,000万と

２億5,000万を、県税事務所の関係で都道府県が

２億5,000万、それから車庫証明の関係で残り２

億5,000万を都道府県警察が負担する。あとは、

均等割とそれから台数割、均等割はこの２

億5,000万の３分の１を均等割しまして、残り３

分の２を自動車の保有台数による台数割で計算

した額がこの356万5,000円という負担金でござ

います。これは平成17年度からこの負担金だけ

は出しておるということでございます。以上で
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ございます。

それと、一つ先ほど聞き漏らした○十屋委員

ところがあったんですけど、483ページの改善さ

れた事業として地域の安全を守る街頭活動で、

平成19年度、増員が５名で相談員が18名で、あ

と47という数字をちょっと聞き漏らしたんです

けど、これは県下全域の数字なのか。先ほど

ちょっと出た６月の肉付けにお願いするという

部分でスクールサポーターのお話との関係はど

うなるのか、そのあたりを御説明いただけます

か。

増員５名というのは、交番相○田畑警務部長

談員でございまして、これは現在42名が措置さ

れているところでございまして、19年度当初予

算で５名の増員が認められましたので 合計で47、

名、これは 県下全警察署のそれぞれの交番に交※

。番相談員として配置しておるものでございます

一方で、警察安全相談員につきましては、これ

、 。は18名 現状維持のままで増員はございません

これはそれぞれの警察署の生活安全課の方に配

置して、いろんなＤＶだとかその他の相談が来

ますので、それへの対応をしておるものでござ

います。一方で、スクールサポーターというの

は、現在の学校等のいろんな犯罪、学校内、そ

れから外でもありますけど、少年非行の問題と

か、そういったものをあわせて、これは新しく

地財で措置されて、今度から新たに設けようと

、 、いうことで 政策的な部分があるということで

今回の骨格では見送られて肉付けの方で検討し

。ようということになっておるものでございます

６月に審議しなきゃいけないんで○十屋委員

しょうけど、今言われる事業の中での関係、交

番相談員だったり警察安全相談員だったり、そ

の関係はどうなるのかと、連携をされるのは当

然でしょうけど パトロールしながらそのサポー、

ターの方と連携されるのか そのあたりがちょっ、

と知りたいんですけど。まだ説明できなければ

結構です。先走りまして済みません。

交番相談員と警察安全相談○吉田警察本部長

員は継続事業でございまして、スクールサポー

ターの事業につきましては、これは今警務部長

から説明申し上げましたとおり、国でその制度

導入を決めまして、地財計画に乗せられたもの

を今次実現化しようと、これは６月にまた御説

明する話になりますけれども、基本的なコンセ

プトは、もちろん交番相談員との連携というこ

とも考えられなくはないんですけれども、やは

り学校の先生ですとか、そういった学校関係者

と警察をある意味つなぐというか、そういう役

割も期待されると思います。警察のＯＢであり

ますので、既にたしか私の記憶では埼玉県等で

導入されておると思いますけれども、荒れた学

校とかそういったところに行きますと、先生で

手に負えないところを警察のＯＢがスクールサ

ポーターとして配置されますと、かなりにらみ

がきくといいますか、そういった部分もあるよ

うでございまして、本県の学校がそんな荒れた

ところがあるとは私は承知いたしておりません

けれども、そういったことで警察のＯＢが学校

に入りましてスクールサポーターとしていろん

な指導を行っていくというような意味合いもあ

る、そういった制度でございます。

条例についてちょっとお尋ねした○十屋委員

いんですが、先ほど新しく法律の改正の中で留

置施設視察委員会条例（案）というのが出され

たんですけれども、これは最終的には留置施設

を視察して適正に行われていなければ署長の方

に意見具申ができるというようなお話だと思う

んですが、このできた背景といいますか、委員

※63ページに訂正発言あり
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会をつくらなければいけない背景、そういう事

例があったのか。そういうものに対する透明性

を高めていくという言葉があると、透明性がな

かったのかなと逆に考えたりもするんですが、

そこはどんな背景でこういう委員会をつくった

のか。

ずっとさかのぼらないといけな○松尾監察官

いんですけれども、平成15年12月に行刑改革会

議というのがつくられたそうです。これは後藤

田正晴さんとか江川紹子さんとか、そういう人

たちがメンバーになりましてつくられた会議だ

と聞いておりますけれども、この会議がつくら

れた背景は、塀の中の声が国民に聞こえにくい

といったような声があったんだそうです。です

から、結局、受刑者とか未決拘禁者とかいろい

ろおりますけれども、そういう人たちの声が要

するに外部に出てこないといったようなことが

、 、あって その当時運用されておりました監獄法

こういったものを改正していくべきじゃないの

かというようなことが出たんだそうです。非常

に私もわかりにくくて、いろいろ見たんですけ

れども、委員御承知のとおり、罪を犯した人た

ち、これはいろいろ呼び名が違いまして、受刑

者とか未決拘禁者とか被留置者とか呼ばれてお

るんです。これもいろいろ収容先がまた違って

おりまして 例えば刑務所とか拘置所とか 我々、 、

が管理運営しております警察留置場、こういう

。 、ところにそれぞれ入っておるわけです それで

受刑者はわかりやすいかと思います。刑を受け

た者、罪が殺人とか窃盗とかいろいろあります

けれども こういう犯罪を犯して裁判官から あ、 「

なたは懲役何年ですよ」といったようなことを

言い渡しされた人、これは受刑者です。ところ

が、拘置所等に入っております、警察の留置場

、 、にも入っていますが まだ刑が確定していない

こういう人たちもおります。未決拘禁者とか勾

留者とか呼ばれておりますけれども、それと、

捜査が始まったばかりで、警察が窃盗罪とか傷

害罪とかいうことで逮捕してきて、まだ留置場

に入ったばかりとか、これは被留置者とかいう

ふうに呼んでおりますけれども、こういう人た

ちがおります。この人たちの要するに処遇、管

理運営というものが、従来は監獄法、明治41年

にできたんですけれども、この監獄法という法

律と、被疑者留置規則、これは国家公安委員会

の規則であります。こういうもので運営されて

おりました。ところが、先ほど申し上げました

とおり、被留置者、被収容者の適正な処遇等を

図るために、こういうものを改正した方がいい

ということで、昨年５月23日に監獄法が廃止に

なりまして、受刑者、要するに刑の言い渡しを

受けた人の処遇に関する法律としまして、刑事

施設及び受刑者の処遇等に関する法律、これは

、受刑者処遇法と略称で呼んでおりますけれども

これと、刑事施設における刑事被告人の収容等

に関する法律、これは刑事被告人収容法と呼ん

でおります。これと、もう一つ、被疑者留置規

則、これ三本で現在、今、運営されておると。

これを今度は統合しまして、昨年６月８日に公

布されました「刑事収容施設及び被収容者等の

処遇に関する法律 、これに一本化するというこ」

とになりました。そして、ことしの６月７日ま

でに施行されるというふうな流れできておりま

す。大体背景的なものと法の体系は以上でござ

います。

先生の御質問に端的にお答○吉田警察本部長

えいたしたいと思うんですけれども、極めて単

純に申しますと、今までの議論というのは、今

回の法律を作成するに当たりまして、警察の留

置場というのは、あくまでも代用の監獄であっ
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て、本来は警察が逮捕した場合には48時間しか

身柄は持てませんから、その後はすべて拘置所

に持っていくべきであると、要するに捜査をす

る機関が同じ建物の中の留置場に被疑者を勾留

しておりますと、不当な捜査が行われるのでは

ないかと、こういう議論がずっと従前からござ

いまして、日弁連はこの代用監獄である警察の

留置場はすべて廃止すべきだという議論をずっ

としてきました。で、この法律ができるに当た

りまして、今度は留置場を留置施設という形で

法律上明確に位置づけるということにしたわけ

でございまして、やはり日弁連は反対したわけ

でございます。ただ、こういう形で法律ができ

ましたので、法律ができた以上は、日弁連が危

惧するような不当な人権抑圧等が行われてはな

らないという、そういう考え方を担保する組織

として、こういった視察委員会、外部の目を入

れて、その留置施設の内部で不当な行為が行わ

れないように透明性を確保しようと、こういう

議論の中でこの制度が設けられたというふうに

承知いたしております。若干正確でない部分も

あるかもしれませんけれども、大まかな流れと

してはそういう状況でございます。

わかりました。ありがとうござい○十屋委員

ます。

それから、昨日からといいますか、昨年から

日向駅前交番のリース方式とか延岡の職員のＰ

ＦＩの待機官舎が建設されて実際使われるよう

になったんですけれども、今年度予算の中では

そのお金を払っていくというところは、どこに

どういうふうな形に出てくるんですか、ちょっ

と教えていただきたい。

お答えいたします。○中原会計課長

交番、駐在所新築経費ということで、説明資

、 、料の481ページ 警察施設費の中の番号１で交番

駐在所の新築経費は計上しております……。

少し資料を調べますので、ちょっと時間をい

ただきたいと思います。

延岡の緑ヶ丘の宿舎は、これ○田畑警務部長

は全額業者が管理してやるものでございますの

で、県費の方のこの施設維持管理では一切出て

おるものはございません。

ということは、職員さんからいた○十屋委員

だいた家賃でそれをすべて賄う。その前には、

今ありましたように、住居手当の中から出てい

。 。 。くと わかりました ありがとうございました

それと、今調べてもらっていますので別な質

問をさせてもらいますが、先ほどの探偵業の県

内の数はどのくらいいらっしゃるのか。もしこ

の手続等をしなかった場合は、どういう罰則な

り出てくるのか。

探偵業につきましては、○柄本生活安全部長

現在、警察で把握している探偵業につきまして

は、宮崎北警察署管内に５業者、それから南管

内に１業者、都城１業者、日向に２業者、そし

て延岡に２業者と、10業者把握いたしておりま

す。日向と延岡は１つダブりになっております

ので、正確には９業者という形になろうかと思

います。それから、この届出に対する罰則につ

きましては、無届け営業をやった場合は６カ月

以下の懲役または30万円以下の罰金ということ

になっております。以上であります。

届出をしなくて無許可営業をされ○十屋委員

る方はいらっしゃらないとは思うんですが、あ

と、個々の手数料の関係でいうと、届出又は変

更届出があったことを証する書面の交付、これ

は一定期間があるんでしょうけど、それはどの

くらいの期間、新規届出したときから届出の期

間、ずっとなのか、一度届出したらそれで終わ

りなのか、期間がある程度年数が限られている
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のか。

探偵業の届出につきまし○柄本生活安全部長

ては、営業所ごとの届出になります。これは公

安委員会が違えば、その都度、県をまたがって

の公安委員会とか、そういうふうに届出を出す

必要があります。あと、届出の変更につきまし

ては、廃業するとき、それから内容の、いわゆ

るこの探偵業の中に調べるというか、そういう

ところもありますので、そういうものの変更が

あったときに届け出るという形になります。な

お、この探偵業につきましては、許可制ではあ

りませんで、公安委員会に届け出れば、公安委

、員会の方からその届出に対する証明書を出して

それを営業所内に掲示して示すという形になっ

ております。以上であります。

例えば私がいろんなことで探偵に○十屋委員

頼んで、もしそことのトラブルがあったとき、

こっちが意図した、しないものを探偵さんにお

願いして、例えば探偵料が幾らかわかりません

、 、けれども 法外なものを吹っかけられたりとか

そうした場合には、例えば警察に相談に行きま

すよね。警察に相談に行って、そこで警察とし

ての動きは何か出てくるんですか。それとも、

裁判を起こしてやった段階で、いろんなものが

あった段階で動くのか。届出を一応公安委員会

が受けた段階で、その業者さんはちゃんとやろ

うとしていらっしゃるわけですよね。その中で

依頼者とのトラブルがあった場合は。

一応トラブルがあった場○柄本生活安全部長

合には、それは内容が刑法の罪名とかいろんな

犯罪に値する場合は、警察の捜査の対象になる

ことは当然でありますけれども、警察といたし

ましては、契約書だとか交付書面、それを認知

した段階で、必要があればこの法律13条による

報告及び立入検査というのがありまして、ここ

で報告を求め、また立入によりその検査をする

ことができるようになっております。また、先

ほど委員がおっしゃいました内容については、

警察としては、当然恐喝なり脅迫だとか、いろ

んな個人のプライバシーを利用してのそういう

犯罪的な行為があれば、当然警察としては捜査

をするという形になると思います。

補足をさせていただきます○吉田警察本部長

、 、けれども そもそも論で恐縮なんですけれども

なぜこういう法律ができたかといいますと、ま

さに先生が御指摘のように、探偵業務をめぐっ

ていろんなトラブルが起こるということで、こ

れに何らかの法律の網をかけるべきではないか

という議論がございまして、これは議員立法で

成立をいたした法律でございますけれども、そ

の中におきまして、例えば探偵業をする側もこ

ういう形で法律に違反しないようにきちっとや

りますよという書面を交付し、また、依頼する

側もこういうことをやってくださいということ

で書面を交付するという形で、トラブルが起こ

らないようにまずは事前の段階できちっとした

契約をしましょうと、こういうことがまず定め

られまして、それでさらにトラブルが起こった

場合にどうするかということについては、今、

生安部長からも御説明申し上げましたように、

報告、立入は通常の場合ももちろんできますの

で、トラブルが起ころうが起こるまいが、必要

だと考えれば、これは警察の側で報告の徴収で

すとか立入ができると。これは許可の業種であ

ります風俗営業等でも既にあるものでございま

すけれども、そのほか、もし委員御指摘になら

れましたような状況が起こった場合には、例え

ば公安委員会による業務適正化のため必要な措

置をとるべきことを指示するとか、さらに著し

くそういった適正が害されるような場合には、
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営業の停止を公安委員会が命ずるというような

行政的な措置もございますので、まずは、恐ら

くトラブルがあった場合には、警察の方に御相

談をいただいて、警察の方でその探偵業者に対

して事情聴取をし、もしこの法令に該当するよ

うな指示処分ができるような場合であれば、是

正の指示をするということがまずは第一段階と

して考えられるかと思います。

先ほどの十屋委員の原町交番○中原会計課長

とそれから日向市駅前交番のリース料がどこに

、計上してあるのかという御質問でしたけれども

先ほど説明しましたように、481ページの１番の

交番、駐在所庁舎新築費が9,888万措置されてお

りますけど、この中に原町交番、それから日向

市駅前交番、それぞれリース料が入っておりま

す。ちなみに、日向市駅前交番のリース料が年

間180万2,000円、それから原町交番が初年度で

ございますけれども、67万9,000円が入っており

ます。以上でございます。

交番相談員は県下全署にとい○田畑警務部長

う発言をしたかと思いますけれども、全署では

ございませんで、高千穂とえびのは配置してい

ないということで訂正させていただきます。以

上です。

探偵業についてなんですけど、議○蓬原委員

員立法ということですから、国会の議員さんた

ちから出てきたんだろうと思いますが、お墨つ

きを与えるようなことになりますよね。届出が

ある。それには交付、証明書をあげるわけです

から、お墨つきをつけたようなことになるんで

すが、今話してたんですが、一種の守秘義務と

いいますか、非常にこれはある意味危っかしい

証明書じゃないのかなという気がします。だか

ら、探偵業をするのに対する縛りはないわけで

すよね。個人情報に関することをいろんな調査

、 。を受けて調査して 探偵業者はそれを知り得る

、 、それを利用するということは いろんなことが

例えば恐喝にいくこともあるでしょうし、著し

くその人の社会的な地位、名誉を傷つける行為

でそれをばらすとか頒布するとか、いろんなこ

とが考えられるわけですが、それがさっきおっ

しゃったように、トラブルが明らかに警察が取

り扱うようなことになったときには、そこでい

、 、ろいろあるでしょうけれども そうでないもの

あるいは今度は探偵業をやめた後、廃業した後

もその情報というのは握ってるわけですよね。

そこあたりの探偵業に対する守秘義務的な縛り

みたいなものは何かあるんでしょうか。

この探偵業の関係で 第10○柄本生活安全部長 、

条に秘密の保持等という条項もございまして、

内容的には守秘義務は退職後にも及ぶと。この

違反については、在職中を含め直罰の規定はご

ざいません。不正または不当な利用を防止する

ために必要な措置ということをやれるわけです

けれども、探偵業務の実施の原則としまして、

この法律によりまして、他の法令において禁止

又は制限されている行為を行うことができるこ

ととなるものではないことに留意してもらうこ

とになっております。人の生活の平穏を害する

など個人の権利利益を侵害することがないよう

にしなければならないことを明確にこの法律で

打ち出しております。このほか、探偵業務の実

施の適正を確保するために重要事項の説明等の

契約における義務、それから、探偵業務の実施

に関する規則、先ほど言うように秘密の保持、

それについて定めております。先ほどから出て

おりますように、これまではっきりと明示した

、 、法律がなかったことで 探偵業者と依頼者の間

それから調査される側で、いろんなトラブルが

起こってきたことを契機にこの法律が定められ
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たというところであります。以上であります。

委員の皆さんにお諮りしま○外山良治委員長

す。

疲れておられると思いますから、５分程度休

憩していいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩します。○外山良治委員長

午前11時24分休憩

午前11時29分再開

では、再開いたします。○外山良治委員長

質疑はございませんか。

先ほどは総論をちょっとお聞○外山三博委員

きしましたので、483ページの31、その他警察活

動経費等で４億9,000万あります。これは主にど

んな経費なんですか。主なものをちょっと教え

てください。

31番のその他警察活動経費等○田畑警務部長

の（２）その他警察活動経費でございますが、

旅費、それから各種の謝金と申しますか、例え

ば、捜査、警察活動に必要な旅費が２億ぐらい

この中では措置されております。そのほか各種

謝金、協力していただいた方への謝金であると

か、そういったものがこの４億5,836万円という

ことでございます。

、○外山三博委員 これは領収書の添付というか

それは徴収できるんですか。

謝金につきましては、基本的○田畑警務部長

には領収書をいただいて、こういったことに使

用しましたということで、証拠として残しまし

て、会計の監査等で説明する際の資料としてお

るところでございますけれども、一部協力した

方が名前等その記録に残ることは困るというこ

とで拒まれる場合もございますけれども、その

場合はそういった事情を報告書で作成して、こ

ういった事情で領収書等の署名はいただけな

かったといったようなことで承認しております

けれども、基本的には領収の署名押印をいただ

くものでございます。

謝金については、前もほかの○外山三博委員

、 、県であったと思うんですが できるだけ明朗に

監査を受けたときにきちっと説明ができるよう

に、今、警務部長が言われましたように、徴収

ができないときは、それなりの理由を明確に残

しておくということが必要だと思いますので、

そのことは特にお願いをしておきたいと思いま

す。

それから、捜査に関して超過勤務が相当出て

くるケースがあると思うんですよ。これはここ

に入るんですか。それとも、人件費の中に入る

んですか。時間外手当が出てきた場合。

基本的には、人件費の中の諸○中原会計課長

手当でございます。時間外勤務手当でございま

す。この中には入っておりません。

それから、その上の30番、落○外山三博委員

とし物早期返還システム構築事業、私、ちょっ

と聞き漏らしたかもわかりませんが、これは具

体的にはどういうシステムなんですか。

御質問をもう一回繰り返させ○中原会計課長

、 、ていただきますと 今度の落とし物のシステム

これはどういうことかということですね。平た

く申し上げますと、警察が落とし物がありまし

たと届けを受けます。その情報をインターネッ

トに載せまして、ですから、東京の方が宮崎で

何か落とし物をされたといっても、その後、東

京に帰られてから自分のインターネットで見て

いただければ、宮崎の方に拾得物として届けら

れておるということで、早く見つかるというこ

とでございます。今までそういうインターネッ

トの利用がなかったものですから、逐一警察署
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に電話したりとか、そういうことだったもので

すから、非常に落とし主がわかりにくかったと

いう点が改善されたということでございます。

これは全国の警察がこの落と○外山三博委員

し物何とかというネットワークで全部つながる

ということですか。

そのとおりでございます。○中原会計課長

それから、道路交通法の一部○外山三博委員

の改正の中で、中型自動車免許と中型自動車第

二種免許という表現が新たに６月２日から施行

されるということで、具体的にこの免許がどん

な免許なのか御説明をお願いしたいのですが。

新しい新型免許のわかりやす○柄本交通部長

いパンフレットを準備しておりますので、配付

させてもらってよろしゅうございますか。

これをお開きいただきまして 「新しい免許制、

」 。度 という項をごらんいただきたいと思います

御案内のとおり、これまでは普通免許と大型免

許の２種類があったわけですけれども、新制度

は、この普通車と大型車の中間に中型自動車の

免許を設けたと、ちょうど真ん中に書いてござ

います。現行制度では、普通免許は、総重量８

トン未満、それから積載量５トン未満、定員10

人以下まで運転をできておったわけですけれど

も、新しい免許制度では、普通免許は５トン未

満、積載量３トン未満、それから10人以下と、

中型は総重量が５トンから11トン未満までは運

転できますと、最大積載量は３トン以上6.5トン

未満までは運転できますと、乗車定員は11人以

上29人以下と、それ以外は大型免許になります

と、こういう新しい免許制度でございます。そ

、 、 、れで 今現在 普通免許を持っておられる方は

８トン限定中型免許、これが自動的に、別に試

験を受けなくても、最大総重量が８トン未満の

車であれば、10人以下ですけれども、そのまま

。自動的に運転できますという制度でございます

今、説明を聞いたんですが、○外山三博委員

よくわからないというのは、車を見て、この車

はどっちかということじゃないとわからないで

すね 今聞いただけでは ちょっと 11人以上29。 、 。

人以下というと、具体的にそれじゃどういう車

かといったら全然わからないんですよ。いつも

こういう営業車に乗っておる人はわかるかもわ

かりませんけれども、私の知識じゃちょっとわ

からないですね。

中型マイクロとかああいう車○柄本交通部長

を想像していただければよろしいかと思います

けれども、いわゆる中型自動車による事故が非

常に多いということで、新たにちょうど中間に

当たる車の免許が新設されたということでござ

いますけれども、私も余り中型は運転したこと

がないものですから トラックのロングボディー、

の大型車に近いようなトラックがございますよ

ね。ああいうものとか、先ほど申し上げました

中型のマイクロ、29人以下となってますけれど

、 。も ああいうマイクロを想像していただければ

その場合、今、我々持ってお○外山三博委員

る普通運転免許で乗れるのは、さっきちょっと

説明がありましたけど、もうちょっとお願いし

ます。

同じページの右の方をごらん○柄本交通部長

いただきたいと思いますけれども 「どうなる？、

今持っている免許」ということで、普通免許を

持っている方、それで、現行では緑の部分、８

トン未満、それから積載量が５トン未満、10人

以下までは乗れますよということになっておる

わけですけれども、改正後では、その下に８ト

ン限定中型免許ということになりますので、最

大総重量が８トン未満の中型自動車であれば今

までどおり運転できますと、その場合、乗車定
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員は10人以下になりますということでございま

す。

、 。○外山三博委員 今のところ これで結構です

これ以上具体的に聞いてもよくわかりませんの

で、少し研究します。

今の御質問と直接の関連性○吉田警察本部長

があるかどうかちょっとわかりませんけど、そ

もそもなぜこういう改正をしたかということを

御参考までに御説明しておきますと、道路交通

法で普通自動車と大型に分けた時代は、大型自

動車と申しましても、割と大きさが、長さとい

いますか、車体がそれほど大きくなくて、それ

で普通自動車も同じように、普通自動車として

の範囲の中でのマイクロとかトラックとかそう

いったものも、ある程度車幅とか車体の長さが

それほど大きくはなかったものですから、普通

自動車の免許で運転をしてもよろしかろうとい

、うことでずっときたわけでございますけれども

やはり車の性能といいますか、構造的にいろん

な素材等が恐らく改善されたんだろうと思いま

すけれども、同じトン数、総重量でも、かなり

長い車両等がつくられるようになってきたとい

うことに伴って、先ほど交通部長からも御説明

いたしましたように、５トンから８トンぐらい

までの、普通免許で運転できるけれども、大型

に近いようなトラックとかバスとか、そういっ

たものがふえてきて、その事故が目立つように

なったということがございまして、それであれ

ば、そういったほとんど大型と同じような構造

を持つ車両を運転する場合には、普通自動車の

免許だけでは足りない部分があるのではないか

と、講習をやはりきちっと受けてもらって、そ

れなりの技能を持っていただいた上で運転する

必要があるのではないかということで こういっ、

た免許制度を設けようということになったわけ

でございます。他方、現在、普通免許で運転を

しておられる方もいらっしゃいますので、そう

いった方からは、また新たに免許を取り直すと

いうのもかなり不便であるというような声も大

きかったものですから、経過措置といたしまし

て、既に持っておられる方は、今までどおり８

トンまでは運転することができますよという形

で整理させていただいたということでございま

す。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

私の方から２点ほど、例えば私は赤江に住ん

、 。でるんですが 交番と駐在所の設置基準ですね

面積要件、人口要件、これがまず第１点。

第２点目は、昨年の議会で、本部長は17、18

年の死亡事故が多発したと 伸び率でも全国ワー、

スト何位だったと思いますが、ことしも60人台

にとどめようということをおっしゃったという

ふうに記憶してますが、ことしも、例えば昨年

同期は19人だったと思いますが、きのう３名死

亡事故が起きて、トラクターが云々かんぬんと

ありました。それで３名死亡して、昨年同期と

。発生死亡事故というのは同じ程度になってると

そういったことで、交通安全施設整備、これは

肉付けで随分落ちてると。だから、これは人命

にかかわることが肉付けでいいのかなと。やっ

ぱりこういった人命にかかわることは当初に全

部出して対応すべきではないのかなということ

を、素朴な疑問で申しわけありませんが、この

２点について考え方を教えていただきたいと思

います。

交番、駐在所の設置の要○柄本生活安全部長

件ということでよろしいんでしょうか。交番、

駐在所の設置の要件というのは、私もちょっと

承知はしてないんですけれども これまで昭和29、

年７月１日に警察法が改正以来、交番、駐在所
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というのは、派出所、それから駐在所という形

で設置されてきた経緯があります。その間に、

当時の交番、駐在所というのは、交通の便とか

によりまして、山間部だとか市街地でも相当数

あったんですけれども、それが交通の発達等に

よりまして、山間部の過疎化だとかいろんな都

市化や人口の集中によりまして、交番の設置の

数等が変わってきたと聞いております。

幾ら人間がいて、どのくらいの広さだから交

番を設置するとかいうような基準については、

私もちょっと承っておりません。ただ、現在の

交番の数につきましては62、それから駐在所に

つきましては111ございます。合計173を現在設

置しているところであります。この交番につき

ましては、事件、それから事故の発生状況、治

、 、安の状況等において 交番設置が必要なところ

例えば新興住宅とか人口が密集してきたところ

に新たに交番をつくる、それからまた、人口が

減って取り扱い事象も少なくなったところを交

番を縮小して駐在所化、または、そこが本当に

警察事象が非常に少なくなってきた場合に廃止

とかいう形で、交番の統廃合を進めてきており

まして、これからも警察といたしましては、そ

の警察の事象だとか人口、いろんな警察事象の

対象物を見きわめながら、交番、駐在所の適正

配置については進めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

交通安全施設整備事業費を肉○柄本交通部長

付けではなくて当初で上げるべきではないかと

いう委員長の御指摘でございます。私も全く同

感でございますけれども、ただ、財政当局との

いろんな折衝で、これはちょっとまだ、例えば

信号機の新設とか、そういうものは７月以降に

入札等があるものですから、そういうものにつ

いては後の肉付けで上げてもらいたいというこ

ともございます。今、事業費として約３億9,000

万、当初で上げさせてもらっておりますけれど

も、あと肉付けで大体４億近い肉付けを要求さ

せていただきまして、信号機の新設、一応信号

機は19年度はまた新しく26基ほどつけさせてい

ただく予定にしております。そういう予定でご

ざいます。

今、委員長からの御指摘を○吉田警察本部長

賜りましたことにつきましては、私どもも重く

受けとめさせていただいております。県の安全

基本計画によりまして、死者を22年度までに61

名にするという目標がございますけれども、非

常にその目標の達成は厳しい状況にございます

し、現在の死亡事故の状況も、委員長御指摘の

とおり昨年と同数ということで、非常に厳しい

状況でございます。

したがいまして、私ども御指摘ございました

ように、安全施設の整備につきましても、これ

も可能な範囲でできるだけ充実してまいりたい

と考えておりますし、信号機のみならず、いろ

んな道路標示・標識といったものの整備もきめ

細かくやってまいりたいと思っております。あ

わせまして、安全教育でありますとか、あるい

は取り締まりの徹底、これもやはりドライバー

の緊張感の保持ということで非常に重要な施策

でございますので、非常に重く受けとめさせて

いただきまして、今後の交通安全対策に努めて

まいりたいと考えております。

どうもありがとうございま○外山良治委員長

した。

議案に関しての質疑は終了していいでしょう

か。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

、 。○外山良治委員長 その他 何かありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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それでは、以上をもって警○外山良治委員長

察本部を終了いたします。

執行部の皆さん、本当に御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時12分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

委員会に付託されました当初予算関連議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

それでは、企業局の説明をさ○日髙企業局長

せていただきます。

本日は、提出議案関係が３件ございます。

お手元に配付いたしております文教警察企業

常任委員会資料、これの目次をお開きいただき

たいと思います。

今回提出いたしております議案は、３行目の

ところから書いてございますが 議案第15号 平、 「

（ ） 」、成19年度宮崎県公営企業会計 電気事業 予算

議案第16号 平成19年度宮崎県公営企業会計 工「 （

業用水道事業）予算 、議案第17号「平成19年度」

宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算 、」

この３つでございます。

各議案の詳細につきましては、後ほど総務課

長の方から説明させていただきますが、私の方

、 、からは 企業局３事業の平成18年度の経営状況

平成19年度当初予算編成の基本的な考え方、議

案の概要につきまして御説明させていただきた

いと思います。

資料はございませんけれども、まず企業局３

事業の経営状況でございますが、基幹事業でご

ざいます電気事業につきましては、上期に降雨

に恵まれまして、供給電力量が増加いたしまし

たことから、目標の供給電力量を達成できる見

込みでございます。

また、工業用水道事業でございますが、ほぼ

年間目標どおりの給水量となる見込みでござい

まして、累積欠損金もようやく解消できる見込

みでございます。

次に、地域振興事業、ゴルフ場関係でござい

ますが、これにつきましては、今年度から指定

管理者制度を導入いたしましたところでござい

まして、大きな台風被害もなく、好天にも恵ま

れましたことから、目標利用者数を達成する見

込みでございます。

このように、３つの事業とも順調に推移いた

しておりますが、今後とも健全経営が維持でき

ますように、計画的に、かつ徹底したコスト削

減に努めてまいりたいと考えております。

それから次に、平成19年度の当初予算編成の

基本的な考え方でございますが、これにつきま

しては、こういった状況を踏まえつつ 「企業局、

経営ビジョン」に基づきます効率的・計画的な

設備投資、経費の削減、地域貢献の充実等の経

営目標の実現を基本として編成したところでご

ざいます。

また、一般会計の方では、今年度は骨格予算

ということになっておるわけでございますが、

企業局の予算につきましては、年間業務の予定

量を設定いたしまして、これに必要な収益と費

、用を計上しているというものでございますので

例年どおりの予算編成を行っております。

それでは、議案の概要につきまして、委員会

。資料に基づきまして説明をさせていただきます

資料の１ページでございます。

平成19年度公営企業会計当初予算（案）の概

要でございますが、１の当初予算額の（１）電
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気事業でございます。

まず、上段の方に書いてございますが、収益

的収入及び支出でありますが、19年度の欄をご

らんいただきたいと思いますが、事業収益が52

億9,700万円余で、事業費が48億3,500万円余で

ございます。この結果、収支残が４億6,148

万8,000円ということになりまして、前年度に比

べまして１億3,014万円ほど増加いたしておりま

す。

それから、その下の方の資本的収入及び支出

でありますが、資本的収入が３億5,000万円余で

ございまして、資本的支出が14億9,600万円余で

ございます。この結果、収支残が11億4,650

万5,000円の不足ということになっておりまし

て、前年度に比べますと、１億1,140万円余減少

いたしております。

、（ ） 、次は ２ の工業用水道事業でございますが

まず、収益的収入及び支出でありますが、事業

収益が３億6,600万円余で、事業費が３億3,300

万円余でございます。この結果、収支残が3,200

万円余ということになりまして、前年度に比べ

ますと、279万円余増加いたしております。

それから、資本的収入及び支出でございます

が、資本的収入はございません。資本的支出は

１億2,600万円余で、収支残が１億2,602万6,000

円の不足ということになりまして、前年度に比

べまして9,858万円余減少いたしております。

、（ ） 。それから ３ の地域振興事業でございます

まず、収益的収入及び支出でございますが、

、 、事業収益が2,900万円余 事業費が2,819万円余

、 、この結果 収支残が81万円となっておりまして

前年度に比べますと、27万3,000円減少いたして

おります。

、 、それから 資本的収入及び支出でありますが

資本的収入はございません。資本的支出は1,396

万円余で、この結果、収支残が1,396万8,000円

の不足ということになりまして、前年度に比べ

ますと、132万3,000円増加いたしております。

次に、資料の２ページをごらんいただきたい

と思います。

２の主要事業の概要でございます。

（１）緑のダム（県電の森）造成事業でござ

いますが、この事業は、今年度、平成18年度か

ら開始したものでございまして、企業局の発電

に関係するダム上流域の未植栽地等の荒廃林、

荒れた山を買収いたしまして、水源涵養機能の

高い森林として整備することによって、山林の

保水力を高め、そして安定的な電力の供給に資

することを主な目的といたしております。事業

実施期間は、今後20年間で企業局の方で山林を

買収いたしまして造林を行い、その後、40年を

かけまして下刈りや除間伐等を平成78年度まで

実施することといたしております。総事業費は

約23億円を予定しております 平成19年度は 18。 、

年度に植栽した場所の下刈り経費等もございま

すので こういうものも含めまして7,926万5,000、

円を予算計上いたしております。

それから、次の（２）企業局地域振興貸付金

でございます。この貸付金は、電気事業会計か

ら森林整備事業の財源として一般会計へ低利で

貸し出すものでございます。これも18年度から

開始したものでございます。平成19年度予算額

、 、が３億円で 18年度から21年度までの４年間で

毎年度３億円を貸付いたしますので 総額では12、

億円を予定いたしております。

それから （３）一ツ瀬川及び小丸川上流域森、

、 、林保全機構負担金1,500万円は これは一ツ瀬川

小丸川のダム上流域の森林整備事業に対する負

担金でございます。

それから （４）多目的ダム管理事業の企業局、
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負担金５億1,742万2,000円でございますが、こ

れは土木部が実施いたします多目的ダムの改

良・修繕及び管理のための人件費等の経費を企

業局が負担するものでございます。ダム管理費

が総額で10億6,200万円余でございますが、その

うちの約２分の１、正確には48.7％でございま

すが、これを企業局の方で負担するというもの

でございます。

それから （５）その他の①建設改良費であり、

ますが、これは改良事業でございます。電気事

業会計及び工業用水道事業会計の合計で、５

億1,907万6,000円を計上いたしております。19

年度に実施いたします主な改良事業としまして

は、綾第一発電所北機主要変圧器取替事業等を

予定いたしております。

それから、②の企業債償還金でありますが、

、電気事業会計及び工業用水道事業会計の合計で

６億7,890万2,000円を計上いたしております。

（ ） 、６ 知事部局等への支出額でございますが

全体をここにまとめております。先ほど申し上

げました貸付金、負担金のほかに、平成19年度

は新たに工業用水道事業会計における一般会計

借入金償還金4,450万7,000円を加えておりまし

て、知事部局に対しまして11億5,557万7,000円

。 、 、を繰り出します また 市町村に対しましては

固定資産税にかわる市町村交付金２億5,433

、 、万9,000円を交付し 地方消費税を合わせますと

合計全体で14億4,626万7,000円を支出する予定

でございます。

以上で概要の説明を終わりますが、私ども局

といたしましては、今後も引き続き経費節減に

努めまして、職員が一丸となって経営基盤の一

層の強化を図りながら、公共の福祉の増進に努

めてまいりたいと考えております。

私の方からは以上でございますが、詳細につ

きましては、総務課長の方から説明をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、平成19年度当初予○古賀総務課長

算案について御説明いたします。

資料の３ページをごらんください。

、 。初めに 議案第15号 電気事業会計であります

１ 業務の予定量でありますが、これは企業局

の所有する12発電所の目標電力量であります 19。

年度の年間供給電力量は、前年度と同量の５

億2,354万8,000キロワットアワーであります。

次に、２ 収益的収入及び支出であります。

事業収益は52億9,706万円で、そのうち営業収

益の電力料収入は49億4,006万2,000円でありま

す。これは、平成18年３月に締結しました九州

電力株式会社との電力需給契約に基づく契約額

を計上いたしております。前年度に比べまし

て6,197万8,000円増加しておりますが、平成18

年度の予算編成時には九州電力との料金交渉中

であったため、平成16年度に契約更改しました

全国17公営電気事業者の改定率5.7％の減を見込

んでおりましたが、実際の改定率は4.5％の減に

とどまったため、その差が増加額となっている

ものであります。

次に、財務収益は２億6,991万3,000円で、九

州電力などの株式配当金、資金運用による受取

利息であります。定期預金の運用利率の上昇に

より、前年度に比べ949万4,000円増加しており

ます。

次に、営業外収益は4,544万1,000円で、電気

復元株式の配当金などであります。財産貸付料

の減少などにより、前年度に比べ1,050万3,000

円減少しております。

次に、事業費は48億3,557万2,000円でありま

す。

まず、営業費用は41億9,664万1,000円で、主
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な費用は、職員給与費が10億8,504万4,000円、

減価償却費が14億5,362万7,000円、修繕費が５

億7,998万9,000円などであります。

職員給与費が１億5,374万7,000円減少してお

りますのは、人員の減によるものであります。

また、修繕費が１億8,478万7,000円増加してお

りますのは、３つの発電所における水車発電機

の精密点検等を予定しているためであります。

なお、共有設備費分担額２億878万4,000円は、

土木部が行っている多目的ダムの管理に要する

人件費等の経費のうち、企業局の負担分を計上

しております。その他の経費で5,519万1,000円

減少しておりますのは、委託費の減少や資産価

値の減少に伴う市町村交付金の減少等のためで

あります。この結果、営業費用が前年度に比べ

て3,779万3,000円減少しております。

次に、財務費用は３億5,080万3,000円で、そ

のほとんどが企業債利息であり、企業債残高の

減少により、前年度に比べて2,867万9,000円減

少しております。

次に、営業外費用は２億3,812万8,000円で、

消費税及び地方消費税納付額と、その他に計上

しております電気復元株配当金の開発事業特別

資金特別会計への繰出金などであります。営業

外費用が前年度に比べまして289万7,000円減少

しておりますのは、工事費の増に伴い、消費税

納付額が減少することなどによるものでありま

す。

この結果、表の一番下にありますように、収

支残は４億6,148万8,000円で、前年度に比べて

１億3,014万9,000円の増加となります。

次に、４ページの３ 資本的収入及び支出であ

ります。

。資本的収入は３億5,038万3,000円であります

このうち、貸付金返還金の３億5,038万2,000

円は、一般会計に貸し付けている資金の返還金

３億円と工業用水道事業会計及び地域振興事業

会計からの返還金5,038万2,000円であります。

貸付金返還金が前年度に比べて3,396万6,000円

増加しておりますのは、工業用水道事業会計か

らの返還金の増によるものであります。

次に、資本的支出は14億9,688万8,000円であ

ります。

建設改良費は、電気事業施設の改良工事等に

要する費用で、４億9,927万8,000円となってお

ります。前年度に比べ、１億3,549万3,000円の

増となっておりますのは、土木部の多目的ダム

改良事業費の増などによるものであります。

、 、次に 企業債償還金の６億6,759万6,000円は

企業債の元金償還金であり、前年度に比べて990

万3,000円増加しております。これは、元利均等

償還方式のため元金の割合がふえることによる

ものであります。

次の貸付金３億円は、一般会計に対し、企業

局地域振興貸付金として貸し付けるものです。

この結果、表の一番下の収支残にありますよ

うに、11億4,650万5,000円の資金不足となりま

す。これにつきましては、表の欄外にあります

ように、過年度分損益勘定留保資金等を財源と

して補てんする予定であります。

続きまして、議案第16号 工業用水道事業会計

であります。

まず、１ 業務の予定量でありますが、給水事

業所は12社で、年間総給水量は前年度に比べ12

万4,618立方メートル増の4,561万188立方メート

ルを見込んでおります。

次に、２ 収益的収入及び支出についてであり

ます。

事業収益は３億6,606万3,000円で、そのうち

営業収益の給水収益は３億5,519万4,000円であ
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ります。給水収益が前年度に比べ205万4,000円

増加しておりますのは、株式会社日向製錬所な

どの常時使用水量が増加することによるもので

あります。

また、営業外収益は889万6,000円で、そのす

べてが受取利息であります。前年度に比べ135

万8,000円増加しておりますのは、運用利率が上

昇し、受取利息が増加することによるものであ

ります。

次に、事業費は３億3,385万8,000円でありま

す。

そのうち営業費用は３億158万7,000円で、主

な費用は、職員給与費が6,905万8,000円、減価

償却費が8,966万8,000円、委託費が3,309万円、

。修繕費が6,451万7,000円などとなっております

職員給与費が2,455万円減少しておりますの

は、人員の減によるものであります。減価償却

費が443万1,000円増加しておりますのは 平成17、

年の台風14号に伴う災害復旧工事により、固定

資産が増加したためであります。委託費が353

万3,000円増加しておりますのは、浄水場施設健

全度調査等を予定しているためであります。ま

た、修繕費が1,537万円増加しますのは、主要変

圧器等の塗装工事などを予定しているためであ

ります。この結果、営業費用が前年度に比べま

して298万2,000円増加しております。

次に、営業外費用は1,727万1,000円で、企業

債等の支払利息と消費税及び地方消費税納付額

であります。前年度に比べまして256万2,000円

減少しておりますのは、工事費の増加により、

消費税納付額が203万4,000円減少したことなど

によるものであります。

以上の結果、表の一番下にありますように、

収支残は3,220万5,000円となり、前年度に比

べ279万8,000円の増加となります。

次に、６ページの３ 資本的収入及び支出であ

ります。

資本的収入はございません。

資本的支出は、建設改良費、企業債償還金な

ど、１億2,602万6,000円を計上しております。

建設改良費が前年度に比べて1,959万円増加し

ておりますのは、改良工事の増によるものであ

ります。また、企業債償還金52万1,000円増加し

ておりますのは、元利均等償還方式によるもの

であります。

借入金償還金が前年度に比べて7,847万3,000

円増加しておりますのは、平成18年度末で累積

欠損金が解消される見込みであることから、電

気事業会計に4,041万5,000円を償還するととも

に、新たに一般会計に4,450万7,000円の償還を

開始するためであります。この結果、表の一番

下の収支残にありますように １億2,602万6,000、

。 、円の資金不足となります これにつきましては

表の欄外にありますように、過年度分損益勘定

留保資金等を財源として補てんする予定であり

ます。

７ページをごらんください。

議案第17号 地域振興事業会計であります。

地域振興事業会計につきましては、平成18年

。度から指定管理者制度へ移行いたしております

まず、１ 業務の予定量でありますが、ゴルフ

コースの年間施設利用者数は、前年度に比

。べ2,000人増の３万7,000人を予定しております

次に、２ 収益的収入及び支出についてであり

ます。

事業収益は2,900万8,000円であります。

そのうち、営業収益の施設利用料は、平成18

年度と同額の2,625万円を見込んでおります。

営業外収益は107万7,000円で、そのすべてが

受取利息であります。前年度に比べて11万8,000
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円増加しておりますのは、運用利率の上昇によ

るものであります。なお、その他の項目で、前

年度の550万1,000円は退職給与引当金の取崩益

を計上していたものであります。

次に、事業費は2,819万8,000円であります。

そのうち営業費用が2,279万5,000円で、主な

費用は 職員給与費が90万円 減価償却費が1,064、 、

万4,000円、修繕費が700万円などであります。

営業費用が前年度に比べて501万円減少している

のは、減価償却費や修繕費の減少等によるもの

であります。

次に、営業外費用は140万3,000円で、支払利

息や消費税及び地方消費税納付額などでありま

す。

以上の結果、表の一番下にありますように、

収支残は81万円となり、前年度に比べて27

万3,000円の減少となります。

次に、８ページをごらんください。

３ 資本的収入及び支出についてであります。

資本的収入はございません。

資本的支出は1,396万8,000円を計上しており

ます。

この内訳は、電気事業会計からの借入金償還

金996万8,000円などであります。資本的支出が

前年度に比べ132万4,000円減少しておりますの

は、前年度は建設改良費を132万4,000円計上し

ていたことによるものであります。

以上の結果、表の一番下の収支残にあります

、 。ように 1,396万8,000円の資金不足となります

これにつきましては、表の欄外にありますよう

に、過年度分損益勘定留保資金を財源として補

てんする予定であります。以上であります。

執行部の説明が終わりまし○外山良治委員長

た。

まず、議案についての質疑はありませんか。

、○十屋委員 ３ページの電気事業ですけれども

いろいろ物議を醸しておりますが、きのうの補

正でもありましたけれども、その方向で担当部

局も頑張っていただけるということですので、

ぜひ頑張ってください。それで、ここの営業費

の中で人員減というのがあったんですが、これ

はシステム上のことで人員削減ができたという

ふうに理解してよろしいんでしょうか。

18年４月１日で組織を大幅に○古賀総務課長

見直しました。それまで管理部と工務部という

ことで２部体制をとっておりましたけれども、

部制を廃止するとともに、課の統合等も行った

わけでございます。そういうことで、執行体制

の見直しをいたしまして、電気事業会計で申し

上げますと 従前 17年度で申し上げますと 128、 、 、

名おったわけでございますけれども、電気事業

、 。は114名ということで 14名の減としております

、 、さらに 工業用水道事業でございますけれども

同様になりました。同様に17年度は9.9人おった

わけでございますけれども、これにつきまして

は6.9人と、残りの0.1名は、これにつきまして

は地域振興事業ということで、企業局全体で申

し上げれば 138名の人員を121名ということで17、

名の減をやったところでございます。

それは普通に考えて、17名という○十屋委員

と１割以上ですよね。相当な人員削減で効率化

できたというふうに理解するんですけれども、

それはいい方の要因というのは何だったんで

しょうか。組織見直しと部局の仕事のやり方を

変えたり、いろいろ工夫されたというふうには

理解できるんですが、人員の１割というのは、

なかなかそう簡単に削減できるものではないと

思うんですけど。

今回減少しましたのは、主に○古賀総務課長

管理部門を中心に合理化をいたしております。
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ですから、管理の方法を大幅に見直すとか、重

複はしてなかったんですけれども、そういった

業務をできるだけ簡素化していくというような

格好でしております。さらに、運転業務で今ま

で６名おったわけでございますけれども、これ

を２名に減らしております。

組織改編、いつも行革の中に出て○十屋委員

くるのは、そうやっていろんな管理部門も含め

て、見直しを図りながら効率化していくという

ことなんですけど、例えばどういうところをど

う管理部門で平成17年度やってたから18年度は

こうしたというところをひとつお話しいただき

たいのと、それから、運転部門で６人を２人と

いうのは、これはまた大分違う、いい方に解釈

して、努力されてるというふうに見るんですけ

れども、これは仕事には支障はないんですね、

当然今やっていらっしゃるわけだから。

従前から申し上げますと、管○古賀総務課長

理部門では、総務課と経営企画課というのがご

。 、ざいました これを統合いたしたということで

総務担当ということで、経営企画課の管理的な

部門と総務課の管理的な部門、これを統合した

と、それと運転手を合わせて６名にしました。

運転手が減った部分については、職員で対応す

。 、るということで見直しをやっております また

課の統廃合をすることによって、課長のポスト

が減ったり、補佐のポストが減ったりというよ

うなことで人を減らしていったというものでご

ざいます。

減った人の部分というのは、どう○十屋委員

いう、後の形は補充はしなくなるんでしょうけ

ど、それはこっちの県庁の執行側の方に戻られ

たということで理解していいんでしょうか。

その分、交流職員、いわゆる○古賀総務課長

知事部局からの出向職員が減少いたしたという

ことになります。

緑のダムの事業、これはこれ○外山三博委員

からずっとやっていくわけですが、これは別途

会計になるんですか。

電気事業の中でやっておりま○古賀総務課長

す。

そうしますと、電気事業のど○外山三博委員

の項目でこの造成事業の費用が出ておるんです

か。

３ページをごらんいただきた○古賀総務課長

いと思います。３ページのところで、下から半

分に事業費というのがそれぞれ書いております

が、事業費のすぐ下、営業費用がございます。

、そしてずっと下の方まで行っていただきますと

その他ということで、額で申し上げますと６

。 、億7,056万9,000円というのがあります そして

備考欄をごらんいただきますと、市町村交付金

の隣に書いておりますが、ここの中に緑のダム

造成事業ということで、植栽とか管理に要する

経費が書いてあります。さらに、４ページをご

らんいただきたいと思いますけれども、４ペー

、ジの建設改良費というのがございますけれども

この中に山林の買収に要する費用というのが含

まれております。

ということは 来年度以降ずっ○外山三博委員 、

と電気事業の収支の中からこの費用は捻出して

やっていこうということで、別途積立金をこれ

に充当するということではないんですね。

電気事業の中でやっていこう○古賀総務課長

ということでございますが、今、委員、積立金

とおっしゃられたわけでございますけれども、

この事業というのは非常に息の長い事業でござ

います。ですから、これは一たん着手したら途

中でやめるということはできませんので、今年

度から緑のダムに対する積立金を積んでいこう
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ということで今予定しているところでございま

す。

ちょっとお尋ねしますが、今○湯浅副委員長

の外山委員の御質問と多少関連があると思いま

すが、総務課長、ちょっと教えてください。３

ページの、これは判断するときの、これを理解

してないと私は本当の理解にならんと思うから

、 、質問するんですが ２番の収益的収入及び支出

これは普通で言うと損益計算書ですよね ３ペー。

ジの収益的収入及び支出というところ。普通で

いうと損益計算書。もう一つは、バランスシー

トというのはあるんですか。今ちょっと積立金

の話が出たですよね。これはあるんですか。

損益計算書及び貸借対照表、○古賀総務課長

ございます。

損益計算書は単年度の収支の○湯浅副委員長

。 、動きですよね バランスシートになってみると

これは過去の積み立てを含めてと何年かの累積

ですね。我々が知りたいのは、今この電気事業

の問題でも、知事初め皆さん方の攻防も今、き

のうでしたか、山口委員の方からも出ておりま

したが、その判断材料として、むしろ私ども関

心があるのはＢＳの方なんですね。その辺は資

料としては出せないんですか。

平成19年２月定例県議会提出○古賀総務課長

予算事項別明細書（平成19年度当初分）という

のがございます。この中にそれぞれ詳細がござ

いまして、19年度の予定貸借対照表ということ

で、電気事業で申し上げれば581ページから出し

ております。

それは見てからわかっておる○湯浅副委員長

わけですが、データとして、いつもこれだけし

か出ないから、一方この後ろのバランスシート

。は資料として出せないのかと言ってるわけです

説明の要点として、資料の改訂の要求です。

配付資料として、ということ○古賀総務課長

でございますね。それにつきましては、今後、

工夫していきたいと思っております。

それが説明の要点としては非○湯浅副委員長

常にわかりやすくて、我々はＢＳなんかずっと

、見てきてるから割と分かりやすいんだけれども

それが全部ではないと思うんですね。だから、

そこ辺を含めて、議論の対象として資料の提出

を、変更ができればぜひ出してほしいなと、要

望です。よろしくお願いします。以上です。

ほかありませんか。○外山良治委員長

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企○外山良治委員長

業局を終了いたします。

執行部の皆さん、本当に御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後１時53分休憩

午後１時57分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

あすの委員会は、午前10時再開、教育委員会

の当初予算に関する審査を行う予定です。

何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもちまして、本日の○外山良治委員長

委員会を終了いたします。

午後１時57分散会
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平成19年３月２日（金曜日）

午前10時０分開会

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 高 山 耕 吉

石野田 幸 蔵
教 育 次 長
（ 総 括 ）

前 田 博
教 育 次 長
（教育政策担当）

福 島 信 雄
教 育 次 長
（教育振興担当）

総 務 課 長 梅 原 誠 史

政 策 企 画 監 満 丸 洋 一

財 務 福 利 課 長 小 田 正 一

学 校 政 策 課 長 飛 田 洋

学 校 支 援 監 白 川 智

特別支援教育室長 渋 谷 弘 二

教 職 員 課 長 谷 村 學

生 涯 学 習 課 長 豊 島 美 敏

スポーツ振興課長 坂 口 和 隆

文 化 財 課 長 米 良 弘 康

人権同和教育室長 遠目塚 勉

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について、教育長並びに関係課長の説明を求め

ます。

なお、関係課長の説明は、３課ごとに説明と

質疑を行い、すべての課が終了した後に総括質

疑の時間を設けたいと思いますので、御協力を

お願いいたします。

、 。それでは 教育長の概要説明をお願いします

教育委員会でございます。よろ○高山教育長

しくお願いいたします。

それでは、平成19年度当初予算案等につきま

して御説明いたします。

お手元の平成19年２月定例県議会提出議案 平（

成19年度当初分）をお願いいたします。

表紙をめくっていただいて、１ページの目次

をごらんください。

今回御審議をいただく予算関係議案は、議案

第１号「平成19年度宮崎県一般会計予算 、議案」

第14号「平成19年度宮崎県立学校実習事業特別

会計予算 、以上の２件でございます。」

また 特別議案としましては 議案第24号 教、 、 「

育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正

する条例 、２ページをお開きください。議案第28」

号「県立学校職員の特殊勤務手当に関する条例

等の一部を改正する条例 、議案第32号「教育関」

係の公の施設に関する条例の一部を改正する条

例 、以上の３件でございます。」

内容につきましては、後ほど担当課長が説明

をいたしますので、よろしくお願いいたしたい
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と思います。

それでは、予算関係について御説明をいたし

ます。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたしたいと思います。

１ページをお開きください。

「 （ ） （ ）」教育委員会各課 室 所管 当初予算 案

でございます。

平成19年度の当初予算額についてであります

が、表の下の方、太線で３カ所囲んであります

が、最初の合計の欄をごらんください。

一般会計の合計は1,152億785万4,000円、その

下にあります特別会計の合計は１億9,9 8 3

万7,000円、総計で1,154億769万1,000円であり

ます。前年度の当初予算額に対しまして６

億8,625万円の減、対前年比99.4％となっており

ます。

今回の予算編成につきましては、骨格予算の

影響などによる減額はありますものの、早急な

対応を要する経費等につきましては、政策的経

費でありましても所要額を計上するなど、教育

活動に影響が生じないよう措置できたものと考

えております。

私の方からの説明は以上でありますが、詳細

につきましては、引き続き担当課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。

それでは、まず総務課、財○外山良治委員長

務福利課、学校政策課の審査を行いますが、そ

の他の課につきましても各課長にはお残りいた

だきたいと思います。

それでは、議案について、各課長の説明をお

願いいたします。

まず、総務課関係について御○梅原総務課長

説明申し上げます。

総務課は 議案第１号当初予算関係と議案第24、

号特別議案がございます。

、 。まず 歳出予算について御説明申し上げます

お手元の平成19年度歳出予算説明資料、総務

課は419ページをお開きください。

一般会計予算33億8,181万3,000円を計上いた

しております。

以下、主なものにつきまして、事項別に御説

明を申し上げます。

421ページをごらんください。

上から４段目 （目）教育委員会費 （事項）、 、

委員報酬1,161万7,000円、また、その下の段で

すが （事項）運営費265万3,000円であります。、

これは、教育委員の報酬並びに教育委員会の運

営に要する経費でございます。

次に、その下 （目）事務局費 （事項）職員、 、

費16億9,543万8,000円であります。これは、社

会教育・保健体育関係職員を除く教育委員会事

務局職員の人件費であります。

次に （事項）一般運営費7,448万2,000円であ、

ります。これは、事務局本庁及び教育事務所の

運営に要する経費であります。

422ページをごらんください。

中ほど （事項）教育企画費3,857万9,000円で、

あります。

このうち主な事業を御説明申し上げます。

説明欄の（４ 「みやざき子ども教育週間」推）

進事業622万4,000円であります。これは、10月

の家庭の日以降の１週間を「みやざき子ども教

育週間」として位置づけまして、県民みんなで

子供をはぐくもうとする意識の高揚を図ること

を目的に、地域での推進大会など関連行事の開

催や親子ふれあいカレンダーの配布などに要す

る経費でございます。

その下の（７）地域で子どもを育てる「地域
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教育システム創造 実践モデル事業1,397万5,000」

円であります。この事業は、地域において子供

、を育てる枠組みであります地域教育システムを

家庭、学校、地域社会が連携してつくり上げ、

地域の教育機能の向上を図るために、県が推進

役となりまして、県内７市町のモデル地区でさ

まざまな活動を展開するものであります。

次に （事項）教育広報費3,216万4,000円であ、

ります。これは、教育広報誌「宮崎の教育」の

発行やテレビ教育広報番組として「学びのひろ

」 。ば の制作・放送等に要する経費でございます

次に、423ページをごらんください。

（目）教育研修センター費5,456万2,000円で

あります。これは、教職員の資質向上のための

研修や保護者等からの教育相談の実施など、教

。育研修センターの運営に要する経費であります

次に 目 社会教育総務費 事項 職員費12、（ ） 、（ ）

億2,053万円であります。これは、生涯学習課等

の社会教育関係職員の人件費であります。

次に、その下 （目）保健体育総務費ですが、、

（ ） 。事項 職員費２億4,949万4,000円であります

これは、スポーツ振興課等、保健体育関係職員

の人件費であります。予算関係につきましては

以上でございます。

次に、特別議案関係について御説明をいたし

ます。

。常任委員会資料の10ページをごらんください

議案第24号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」についてでござい

ます。

１の改正理由でございますが、地方財政計画

の改定、教育職員免許法の改正等により、所要

の改正を行うものであります。

２の改正の内容でありますが、大きく３点ご

ざいます （１）授業料に関係するもの、それか。

ら（２）入学料及び進級手数料に関するもの、

（３）教員免許状授与等の手数料に関するもの

でございます。

まず （１）の① 高等学校定時制課程の「単、

位制による課程以外の課程」に係る授業料でご

ざいますが、ここにつきましては、定時制課程

の単位制による課程以外の課程に係る授業料を

今回削除するものでございます。これは、学年

制で課程を進めております単位制による課程以

外の課程に在籍する生徒が、現在、宮崎工業、

都城泉ヶ丘及び富島高校の最終学年に在籍する

生徒のみとなっておりまして、これらの生徒の

卒業により、今年度をもってこの単位制による

課程以外の課程がなくなるため、削除するもの

でございます。なお、定時制課程につきまして

は、平成19年度以降はすべて単位制課程による

運営を行う予定であります。

次に、②は、国の地方財政計画の改定等に伴

い、全日制、定時制、通信制、それぞれの授業

料の額の見直しを行うものであります。なお、

額につきましては、平成19年度から段階的に引

き上げる予定であります。

次に （２）高等学校及び通信教育の入学料及、

び中等教育学校後期課程の進級手数料につきま

しては、国の地方財政計画に合わせて額の見直

しを行うものであります。

次に （３）教育職員免許状授与等手数料等に、

つきましては、教育職員免許法の改正に伴い、

普通免許状及び臨時免許状の特別支援教育領域

の追加の定めに関する手数料の新設等を行うも

のであります。

この条例の施行につきましては、平成19年４

月１日を予定しております。

具体的な改正内容につきましては 次の11ペー、

ジから15ページまで新旧対照表をつけておりま
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すので、御参照いただきたいと存じます。

総務課関係は以上であります。

財務福利課関係について○小田財務福利課長

御説明申し上げます。再度、先ほどの歳出予算

説明資料をお願いいたします。

財務福利課関係のインデックスのところ、425

ページをお願いいたします。

財務福利課関係といたしまして、議案第１号

「平成19年度宮崎県一般会計予算」と議案第14

号「平成19年度宮崎県立学校実習事業特別会計

予算」をあわせて御説明いたします。

本課の予算は、79億3,010万7,000円でお願い

しております 内訳としましては 一般会計が77。 、

億3,027万円、特別会計が１億9,983万7,000円で

あります。

次に、427ページをお願いいたします。

以下、主な事業につきまして、事項ごとに御

説明申し上げます。

まず、一般会計についてでありますが、中ほ

どの（事項）維持管理費に６億1,416万8,000円

を計上しております。これは、県立学校の校舎

等の施設設備の修繕、改修や環境整備等を行う

ものでありまして、教育財産の良好な管理保全

を図るための経費でございます。

一番下の段の（事項）県立学校耐震対策事業

、費に８億9,378万2,000円を計上しておりますが

これにつきましては、後ほど委員会資料で説明

させていただきます。

次に、428ページをお開きください。

２段目の 事項 育英事業費に14億735万8,000（ ）

円を計上しております。主なものは、育英資金

貸与事業の14億316万円でありますが、これは日

本学生支援機構からの高等学校奨学金の移管に

伴いまして、前年比で３億円を超える増となっ

ております。

次に、１つ下段になりますが （事項）高等学、

校等育英資金貸与事業基金積立金に10億45万円

を計上しております。これは、日本学生支援機

構から高等学校の奨学金事業が県へ移管された

ことに伴い、奨学金の原資である交付金を県育

英資金貸与事業に充てるための積立金でありま

す。

次に、429ページをお願いいたします。

３段目の 事項 教職員福利厚生費に１億5,282（ ）

万円を計上しております。これは、県立学校の

安全衛生管理体制整備や教職員健康管理事業、

教職員等の保健指導費、教職員のメンタルヘル

ス研修事業、教職員に対する相談事業、宮崎県

教職員互助会への補助金など、教職員の福利厚

生事業に要する経費でございます。

次に、１つ下段になりますが （事項）学力向、

上推進費に２億8,961万1,000円を計上しており

ます。これは、教育のＩＴ化としまして、県立

学校に情報教育用の設備を整備するとともに、

小中県立学校が安全にインターネットを利用す

るための「教育ネットひむか」の活用を推進す

るための経費でございます。

次に、430ページをお開きください。

２段目の 事項 一般運営費 高等学校 に15（ ） （ ）

。 、億7,557万9,000円を計上しております これは

高等学校等の適正かつ円滑な維持管理に要する

経費で、光熱水費や各種業務委託、教材費など

でございます。

続きまして、特別会計について御説明いたし

ます。

２枚おめくりいただきまして、434ページをお

願いいたします。

（ ） 。 、事項 高等学校実習費であります これは

県立学校７校の農業実習事業に要する経費であ

り、１億9,983万7,000円を計上しております。
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次に、別冊の委員会資料の方をお願いいたし

ます。

２ページをお願いいたします。

先ほどの県立学校耐震対策事業についてであ

ります。

まず、１の事業の目的にありますとおり、こ

の事業は耐震基準の改正が行われました昭和56

年以前に建設された建物のうち、解体予定のあ

る建物を除いたすべての建物について耐震診断

を行い、耐震補強が必要な建物については、計

画的に補強工事を行うものでございます。

、 、次に ２の事業の内容についてでありますが

耐震診断につきましては平成18年度までに終了

しておりますので、今後はこの結果をもとに補

。 、強工事を行います 平成19年度につきましては

（１）の耐震補強設計は、都城農業、小林、宮

崎西それぞれ２棟、妻、都城西、延岡養護、日

南工業、日向、本庄の９校12棟について （２）、

、 、の耐震補強工事につきましては 延岡工業２棟

宮崎東、宮崎大宮２棟、小林２棟、富島、延岡

商業、都城商業、延岡青朋、宮崎西、都城農業

の10校13棟について計画しております。

この結果、耐震化率につきましては、19年度

末見込みでございますが、77.4％となる見込み

でございます。

次に、３の事業費でありますが、耐震補強工

事及び耐震補強設計に要する事業経費としまし

て、８億9,378万2,000円を計上しております。

財務福利課関係は以上でございます。よろし

くお願いします。

。○飛田学校政策課長 学校政策課でございます

学校政策課の平成19年度当初予算について御

説明させていただきます。

再度、歳出予算説明資料をお願いいたしたい

と思います。

435ページをお開きください。

学校政策課の当初予算の総額は、20億215

万4,000円をお願いいたしております。

それでは、主なものについて説明させていた

だきます。

437ページをお願いいたします。

まず、中ほどの（事項）県立高等学校再編整

備費12億764万9,000円でございますが、このう

ち説明欄の２ 中高一貫教育校（併設型）設置事

業1,834万9,000円でございます。これまでの新

設県立学校開設準備委員会での検討等を経て、

この４月、県立宮崎西高等学校に県内では初の

附属中学校を開校することにいたしますが、現

在の宮崎西高校内の教室を中学校課程で必要な

技術室への改造や教材等の備品を整備するもの

でございます。

なお、１の西諸県地区総合制専門高校設置事

業、それから４の南那珂地区総合制専門高校設

置事業につきましては、後ほど常任委員会資料

にて説明させていただきます。

次に （事項）学力向上推進費１億9,536万6,0、

00円でございます。

２ 少人数指導推進モデル事業１億3,951

万5,000円は、小学校における個に応じたきめ細

かな指導の充実と学力の向上を図るため、30人

学級編制を小学校１年生から２年生まで拡大し

ているところですが、それに伴いまして、３年

生から６年生の少人数指導の推進のために非常

勤講師を配置するためのものでございます。

次に、５ 改善事業 みやざき小中学校学力向

上推進事業でございますが、これも後ほど常任

委員会資料で説明させていただきます。

438ページをお願いいたします。

上から２番目 事項 指導者養成費２億6,621、（ ）

万9,000円でございます。主な事業といたしまし
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て ４の国際理解教育推進事業１億9,341万6,000、

円は、外国語指導助手を各県立学校、教育事務

所に配置するものでございます。

次に、下から２番目の（事項）生徒健全育成

費１億935万3,000円でございます。このうち１

、の自己指導能力育成充実事業9,493万7,000円は

、 、いじめや不登校 問題行動等の解決を図るため

小学校への子どもと親の相談員の配置や中学校

へのスクールアシスタント、スクールカウンセ

ラーを配置して、教育相談体制を充実するもの

でございます。

次に、439ページをお願いいたします。

上から２番目 （事項）就職支援活動促進費、、

改善事業 志を育む進路指導サポート事業1,402

万円でございます。この事業は、これまで高校

卒業後 就職を希望する生徒に対し 進路指導・、 、

就職支援対策として、インターンシップの実施

や就職支援アドバイザーの配置を行ってまいり

ましたが、今回これらの事業を統合いたしたも

のでございます。内容としましては、県内５つ

の拠点校に企業等の元人事担当者等から成る進

路対策専門員を配置し、就職に関する情報収集

や新規求人の開拓、進路相談を行うとともに、

県立高校においてインターンシップを推進し、

計画的・組織的な進路指導体制の確立と指導内

容の充実を図るものでございます。

次に、440ページをお願いいたします。

中ほどの 事項 芸術文化活動費2,307万2,000（ ）

円でございます。２の改善事業 全国高等学校総

合文化祭開催準備事業1,131万7,000円は 平成22、

年に本県で開催が内定しております全国高等学

校総合文化祭開催に向け、本県参加部門の育成

強化、さらには開催に向けた準備を行うもので

ございます。

次に、一番下の（事項）学校安全推進費１

億5,500万8,000円でございます。

次の441ページをお願いいたします。

２ 日本スポーツ振興センター共済事業１

億5,098万1,000円は、県立学校に通学する児童

生徒の学校管理下でのけがや疾病及び登下校中

のけがの医療費を保障するため、独立行政法人

日本スポーツ振興センター共済掛金と給付金で

あります。

歳出予算説明資料につきましての説明は以上

でございます。

恐縮ですが、常任委員会の資料の方をお願い

いたします。

３ページをお願いいたします。

西諸県地区総合制専門高校設置事業について

でございます。

１の事業の目的でありますが、西諸県地区の

専門高校、小林工業高校、小林商業高校、高原

高校は、平成19年度までは各学校１学年３学級

編制を維持できると考えておりますが、さらに

その後の生徒数の減少により 平成20年度から24、

年度の間に逐次１学年２学級程度となることが

見込まれており、各学校の運営が極めて困難と

なることが予測されます。そこで、県立高等学

校再編整備計画に基づき、平成20年度に小林工

業高校と小林商業高校を新設の総合制専門高校

として小林工業高校の用地に再編成し、23年度

、 、 、 、には高原高校も組み入れて 農業 工業 商業

福祉の、大きな学科で言うとそういう学科を併

置した総合制専門高校とするものであります。

２の事業の内容でありますが （１）の開設準、

備につきましては、当該高校と教育委員会で開

設準備委員会を組織し、平成20年度、来年度の

、 、開校に向け 教育課程の編成や校名の決定など

具体的準備を進めてまいります。

（２）の校舎整備につきましては、校舎の本
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体建設工事、仮設校舎リース、備品移設等を実

施いたします。

なお、３の事業費につきましては、11億6,432

万9,000円でございます。

次に、４ページをお願いいたします。

南那珂地区総合制専門高校設置事業について

であります。

１の事業の目的でありますが、南那珂地区の

専門高校３校、日南農林高校、日南工業高校、

日南振徳商業高校でございますが、この３校に

つきましては、平成20年度までは各学校１学年

３学級編制を維持できると考えておりますが、

その後の生徒数減少により、21年度には１学年

２学級となることが見込まれております。その

ため、西諸県地区と同じく、県立高等学校再編

整備計画に基づき、21年度に３校を日南工業高

校の用地に、農業、工業、商業、福祉を併置し

た新設の総合制専門高校として再編成するもの

であります。

２の事業内容でありますが （１）の開設準備、

につきましては、18年度に引き続き、開設準備

委員会におきまして、21年度の開校に向け諸準

備を進めるものでございます。

（２）の校舎整備につきましては、農業用の

校舎、農業棟、商業棟、福祉棟など、新築設計

や改修設計、解体工事設計を予定いたしており

ます。

また、以上のほか （３）や（４）に示してお、

ります農地借用調査や備品移設も計画している

ところでございます。

なお、３の事業費につきましては、2,331

万5,000円でございます。

次に、５ページをお願いいたします。

改善事業 みやざき小中学校学力向上推進事業

についてであります。

１の事業の目的でありますが、学力向上のた

めには、学力等の状況を総合的かつきめ細かに

把握・分析し、的確な学力向上対策に生かすこ

とが重要であり、本県におきましては、17年度

から全国規模の学力調査を実施させていただい

ておるところでありまして、全国における本県

の学力の状況を把握し、必要な学力向上対策を

実施してきたところであります。このような

中、19年度からは文部科学省が新たな調査を実

施することとなりましたが、そのことを受け、

これまでの学力調査を廃止し、改めて小中学校

各学校段階で、小学校は小学校、中学校は中学

校段階で補充等の学力向上対策の指導が可能な

小学校５年生、中学校２年生を対象とした本県

独自の学力調査を実施することにより、的確な

学力向上対策の推進に資するものであります。

２の事業内容でありますが （１）にあります、

ように、県教育委員会で作成した調査問題によ

り学力調査と意識調査を実施し、本県の小中学

生の学力実態を把握・分析し、その結果を「全

」 、国学力・学習状況調査 の分析結果とあわせて

各学校、市町村教育委員会、県教育委員会にお

ける学力向上対策等の立案・実施に活用してい

きたいと考えております。

実施時期は、平成19年４月24日火曜、４月25

日水曜を予定しておりまして、これは文部科学

。省が調査をする日と日にちを合わせております

実施教科につきましては、文部科学省は小学

校６年生、中学校３年生で２教科という実施で

ございますが、小学校５年生、中学校２年生を

対象に、小学校は４教科、中学校は５教科で行

うこととしております。

また （２）にありますように、各学校におい、

て改善計画を策定し、その改善に向けた取り組

みを実践することにしております。
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（３）につきましては、各教育事務所を単位

として、学力調査の分析、結果を受け、課題が

明らかになった教科等について、教員の指導力

を高める授業研究会を実施し、教員の指導力の

向上を図ってまいりたいと考えております。

なお、３の事業費につきましては、1,045

万6,000円でございます。

学校政策課関係は以上でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

３課議案説明が終わりまし○外山良治委員長

た。質疑はございませんか。

総務課の24号、改正の内容、高等○中村委員

、学校定時制課程の単位制による課程以外の課程

これをもう一回説明していただけませんか。

それでは、特別議案第24号に○梅原総務課長

ついて御説明申し上げます 委員会資料の10ペー。

ジでございますけれども、ここのまず（１）の

授業料につきまして、①の中で高等学校の定時

制課程で単位制による課程以外の課程、いわゆ

る学年制でございますが、この学年制の課程に

属する生徒さんが今年度ですべて卒業すること

になりますので、この課程に関する授業料の規

定を削除するものでございます。以上でありま

す。

わかりました。学年は関係ない、○中村委員

単位をとっていけばいいということですか。

今後はすべて単位制というこ○梅原総務課長

とになります。

二、三お尋ねをしますが、ま○外山三博委員

ず、423ページの中ほどの教育研修センターの管

理運営に関して、教員として不適格な教員にこ

こに来てもらって、１年ぐらいのめどで研修を

して、そういうことをやってこられましたね。

。 、 、昨年の実態はどうなんですか そして ことし

来年度はどういう計画、同じようなことをやら

れるのかどうかお尋ねします。

ただいまの御質問は、不適格○梅原総務課長

教員に対する特別研修ということでございます

が、これは個別の事業ということで構成をして

おりまして、教職員課の方で所管いたしており

ます。

それでは教職員課の方でここ○外山三博委員

に関する説明が後ほどありますか。あれば、そ

のときお聞きします。

。○谷村教職員課長 では後ほど説明いたします

次、437ページの学力向上の事○外山三博委員

業に要する経費ということで少人数指導推進モ

、 、デル事業１億3,900万 これは30人学級を考えて

その人件費という費用だろうと思うんですが、

我々のころは大体50人学級ですよね。50人学級

でやってきて、みんな立派な社会人になってお

るわけなんですよ。それが40人になり、35人に

、 。なり 今30人学級ということできておりますね

何人ぐらいの規模が一番、経費は別にして、少

なくなればいいと私は思わないんですよ。何人

ぐらいの規模の一つのクラス構成がいいのかど

うか、そこ辺を検証したというか、研究したと

いうか、日本で、これは世界的にも同じかもわ

かりませんが、そこ辺のところを踏まえてこう

いう計画をしていかないと 大方30人学級になっ、

たら、今度はまた父兄なんかが25人学級にせん

といかんと、どんどんどんどんなっていくわけ

ですよね。ですから、宮崎の教育委員会として

は、このぐらいが一番いいんじゃないかという

ものをベースに持っておかないといけないだろ

うと私は思うんですよ。そこ辺のところは今ど

ういうふうなお考えなんですか。

県教育委員会としましては、一○高山教育長

応30人学級を目途として国の方にも要望等をい

。 、たしております 平成17年４月の時点でしたか
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これまで１年と２年生で30人学級を実施したわ

、 。けでございますけど その検証をしております

その検証結果としましては、子供たちがよく発

表するようになったとか、意見がたくさん出る

ようになった、あるいはまた、生徒同士が仲よ

くなりまして非常に和気あいあいとなったと、

そういった検証も出ておりますし、さらに休む

、人が少なくなったという結果も出ておりますし

一応国の方とも十分協議しながら、30人学級を

県教育委員会としましては推奨しようというこ

とで、30人学級を目指して努力をしているとこ

ろでございます。以上です。

この問題に対する国の方の考○外山三博委員

え、国はどういう考えを持ってるんですか。

一応国の方としましても、30人○高山教育長

学級を中教審等でも提案しておりますし、30人

学級が一番ベターだろうということで、今のと

ころはそういった方向で国の方もお話をしてい

るところでございます。

これは県の方は聞いたことが○外山三博委員

あるんですが、国の方で何人が一番いいか、そ

ういう実証というか研究というか、モデルをつ

くって何年かかけて、40人学級、30人、20人と

か、そういうようなことをやってきたというこ

とはあるんでしょうか。

そこまでは把握いたしておりま○高山教育長

、 、 、せんけど 30人学級の目的は 御案内のとおり

落ち着きのある教育環境の中で基本的な生活習

慣とか教育活動を充実させようということで30

人学級を国の方も進めてきておりますし、そう

いった中で、今の段階では、中教審等の議論等

もありますけど、30人学級が一番最善じゃない

かということで国の方も提案をしている状況で

ございます。

この30人学級が一番いいだろ○外山三博委員

うというのは何となくなんですか。それとも、

何かきちんとしたものが、それじゃ、費用は別

ですよ、20人学級の方がいいよという考えもあ

るかもわかりませんが、何で30人学級かという

。 、根拠ですよ 非常に難しいかもわかりませんが

将来に向けて、そこ辺のものを持っておく必要

があると思うんですが、そこのところはどうな

んですか。

各学校の校長の方に少人○飛田学校政策課長

数指導した結果についていろんなアンケートを

とっておりますが、その中で30人から35人をさ

らに２学級にすると、17～18人とか20人ぐらい

になるんですが、それはどうだろうかと。実は

本県では既に１クラスぐらいの小学校というの

が、小学校数の割合に対して６割ぐらいが１ク

ラスの学校でございます。そういう状況を考え

たとき、適正規模として30人学級ぐらいではか

なりいいというような報告は、データ的な数字

ではありませんけど、校長等にとったアンケー

トではいいという報告をいただいております。

宮崎大学の附属小学校・中学○外山三博委員

校ありますよね。これは、こういう研究をする

ために私はあると思うんです。私はこの附属中

学校のとき、こういう経験をしました。男の子

だけ、男子クラスと女子クラス、それと混合ク

ラスをつくって、モルモットになったわけです

よ。その結果、学力、それからいろんな面を含

めて、混合クラスがいいということになったの

かどうか、私も子供だったからその研究成果は

聞いてませんが、宮崎大学の教育学部の附属小

学校・中学校あたりは、そういう試験をやって

おるということは聞かれたことはないですか、

どのくらいの学級編制がいいというような。

定員が国の決められたものでやっ○福島次長

ていますので、少人数の実験とか、そういうの
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は聞いたことがございません。

ですから、その経費の予算の○外山三博委員

管理を前提にすれば、教員の数ということにな

るわけですよね。しかし、教育上どのぐらいの

クラスがいいかというのは、予算、費用は別に

置いて検証していく必要が私はあると思います

から、今すぐということじゃなくて、宮大の附

属小中学校あたりとも相談されて、そういうこ

とができるものなら取り組んでもらえれば、県

の学校じゃなかなか難しいと思うんですよ。ひ

とつそういうことを今後のテーマとして、ずっ

と将来ついてくると思うんですよ。間違いなく

今度は20人学級にしろと父兄からの要望が出て

きますから、科学的なある程度の検証というの

は必要じゃないかと思います。これはちょっと

関連しますけど、今、小中学校は特別なことが

ない限り、男女混合なんですか、それとも男子

クラス、女子クラスというのはあるんですか。

男女一緒でございます。○福島次長

これは男女一緒の方がいいん○外山三博委員

ですか、どうなんですか。何か理由があるんで

すか。別々にした方がいいという考えはないん

ですか。

別々にといいますと、昔のように○福島次長

分けるという形だと思うんですけれども、新し

い教育になりまして、世の中が男女一緒に過ご

していますので、男女共学ということで、私学

もだんだん男女別の学校もなくなりつつありま

、 、 、すけど 高等学校でも やはりそういうふうに

世の中と同じように学校も男女一緒に協力し合

いながら大人になっていくといいますか、そう

いうことで男女共学ということになっているか

と思います。

今聞きますと、やっぱり何と○外山三博委員

なく、きちっとした根拠があってじゃないと思

うんですね ですから 私は自分の経験をちょっ。 、

。 、と言いました 宮崎大学が多分そういう目的で

男子クラス、女子クラス、混合もやって、３年

ぐらいやったのかな、そういうものが多分ある

はずですから、一度宮崎大学教育学部の方にそ

、 、のときの成果というか それがきちっとあれば

こういう実験をやった結果こういうものがある

ということがわかりますから。私が中学のとき

だから、大分前の話ですよね。資料があるのか

どうか、これは大事な資料だと思うんですよ。

一回調べてみてもらって 私はモルモットになっ、

たわけですから、私も結果を知りたいし、ぜひ

調べてみてください。

次に、別冊のみやざき小中学校学力向上推進

事業の中で、ちょっと表現がよく意味がわから

なかったので、再度説明をお願いしたいんです

が、事業の目的の後段の方に 「改めて小・中学、

校各学校段階で補充等の学力向上対策指導の対

応が可能な小学校５年生と中学校２年生」と書

、 。いてありますが これはどんな意味なんですか

ちょっとわからないんですがね。

今までは本県が全国と比○飛田学校政策課長

較できるような学力調査を実施させていただい

たんですが、今度は国が実施いたします。国も

本県の学力調査も実態把握という点では共通し

てるんですが、国の方は、小学校の教育課程が

全部終わった６年の最後、それから中学校は中

学校３年の最後で、それまでの国の施策とかい

ろいろやってきたことが正しいかどうかという

ことを評価するという形になっております。結

果が返ってくるのが９月ぐらいかなという発表

をされてるんですが、９月末あるいは10月の頭

となったときは、それからその子供たちに向け

て、ここが弱いとかうちの指導法がどうのこう

のといっても、もう改善するようなことはでき
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ません。本県としては、本県のやってる施策だ

とか各学校での指導法とか、そういうことを改

善して、今おる子供たちにもぜひ補充したい。

ということは、小学校で補充できるぎりぎりで

一番後というのは５年生だというふうに考えて

おります。５年生で学校の指導法あるいはその

学級の子供たちの状況の弱点というようなもの

をつかみ、５年生、６年生にかけて補充して、

できる限りのことをして卒業させたい、そうい

う意味でございます。

そうしますと、対応が不可能○外山三博委員

な学校というのもあるんですか。ここに可能な

学校と書いてあるということは、不可能な学校

があるということでしょう。

学年というふうにお考え○飛田学校政策課長

いただくとありがたいと思うんですけど、学校

段階というのは、小学校段階、中学校段階とい

うことで、少し書き不足だったかもしれません

が 小学校６年生になるとなかなか後のフォロー、

。が難しいという意味で書かせていただきました

よろしくお願いします。

揚げ足を取るわけじゃないんだけ○中村委員

ど、今さっきの外山委員の質問で、30人学級で

生徒と先生が仲よくなった部分があるとおっ

しゃいましたが、生徒と先生が仲よくなること

は、失礼なことかもしれんけど、必要以上に仲

よくなることはいいことでしょうか。今、我々

も教育を受けた時点で、先生と生徒というのは

一線があって、じゃれ合って仲よくしている先

生が今多いですよね。いろいろ小学校等を見て

みて、目に余る。私は、仲よくなることはある

意味ではいいことだけど、一線を引かなくちゃ

教育現場というのは成り立たないと思うんです

けど、揚げ足を取るわけじゃないけど、今、教

育長、どういう意味で仲よくなったというふう

におっしゃったのか。

仲よくなったというのは、節度○高山教育長

あることが必要だろうと思いますけれども、30

人学級につきましては、先ほどもお話をしまし

たけど、落ち着きとゆとりのある環境の中で基

本的な生活習慣とか教育活動を充実させようと

いうことで、50人、40人、30人というふうに文

、科省の方も各県を指導したわけでございますが

余りこれが少なくなりますと、子供たちの中で

切磋琢磨する機会がなくなって、社会性とか人

間性が育たないという状況の中で 今の段階で30、

人学級かなということで、そういった中で、教

師が子供たちに節度あるといいますか、今、委

員おっしゃったとおり、そのような状況はいけ

ないと思いますけれども、子供たちが先生に接

して、先生たちが子供たちによく接して子供た

ちの状況をよく見るとか、そういった中での意

味でございます。

各小学校、きょう遠足なんでしょ○中村委員

うかね。リュック担いで、ずっと私、門のとこ

。 、ろに出てましたけど ちょうど車で来よったら

大淀川の橋を渡ってる、手をつないで先生が連

れていってましたが、５～６年生だからそこま

でせんでもいいのかなと思いながら、先生と生

徒が今仲よくし過ぎるんじゃないかと、小学校

を見てみて非常に必要以上にべたべたしてるん

じゃないかという気がしましたので申し上げた

ところでした。

話はまた違いますが、428ページ、育英事業費

ですが、今、学校給食費を払わないとか余裕が

あっても払わないというような問題がよく出て

ますよね。この育英資金もそうなんですが、平

、成18年度の収入未済額はどのくらいあったのか

わかれば教えてほしいと思います。

これは18年度、年度途中○小田財務福利課長
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でございますので、17年度の実績で申し上げま

すと、いわゆる未済額というのが17年度8,100万

ほどございました。そのうち過年度の返還率と

いいますか、どうしてもこちらの方は落ちます

が、過年度が26.8、現年分で申しますと90.38と

いうことで、全体では69.1％の徴収率となって

おります。69.1％が全体の17年度の徴収率です

ね。調定に対しまして実際その年に入りました

奨学金の返還金は、今申しました率ということ

になります。

430ページ、これは説明がなかった○中村委員

んですが、県立学校の内容設備整備に要する経

費というのがありますね。新教育機器設備です

。 。ね これはどういうことに使われるものですか

今回計上しておりま○小田財務福利課長

す1,055万3,000円につきましては、今回は新教

育機器設備だけということで、商業系で文書処

理システムというのがございまして それのリー、

ス代ということになりますが、通常内容設備と

申しますと、視聴覚設備とか理科教育設備等に

なるんですが、こちらの方は６月の補正で計上

したいと今のところ考えております。以上でご

ざいます。

それで、ほかで、434ページ、県立○中村委員

学校実習事業特別会計で、この金額は農業高校

の何かに使うとおっしゃいましたね。これはど

ういうことですか。

農業系の７校のものでご○小田財務福利課長

ざいます。

。○中村委員 どういうものに使われるんですか

これにつきましては、特○小田財務福利課長

別会計ということでございますので、農業高校

７校の実習、実験でできました成果品、これを

販売した収益、これで一応この会計は成り立っ

ているということでございます。

なぜこういうことを聞くかといい○中村委員

ますと、実はきのう工業高校に行っていただい

。 。たんでしたね どっちの方に行かれたんですか

都城工業の方に行かれた。あっちの方に行って

いただいてね。この前、機械科、それから建築

システム科、あそこをずっと見せてもらいまし

た。旋盤とかあるいは機械科で使ってるものが

非常に古くなってる。今、卒業して機械なり行

くのに、最先端の機械が各就職しているところ

にはあるんですよね。ところが、昭和何年ぐら

いの機械を基礎的なことで使うのはいいとして

、 。 、も 使い物にならないんですよね というのは

私は測量ですから、私の事務所、小さな事務所

です。土地家屋調査士と行政書士をやってるわ

けですから小さな事務所、その事務所でさえ、

今トランシットはＧＰＳがついたトランシット

なんです。これは500万ばかりしますが、そうい

、 。うトランシットを使って 衛星が７個飛んでる

そこのところに測量に行って、この地点の座標

がわかると、そのような機械なんですね。この

前、行ってみた。私みたいなところでさえこう

いう機械があるのに、建築システム科あたりに

行ってみると、もう10年前に行きました。トラ

ンシットがおくれてるじゃないか、それでかえ

てもらいました。また行ってみた。日進月歩で

毎年進んでるんですよ。ところが、先生に聞く

と「これは20秒読みなんですよね」と、20秒読

み、これはそんなのないんですよ。63度15分24

秒とか出てるんです。そういう機械を使ったっ

て、卒業して就職してきたら使い物にならない

んですよ。だから、学校が一番最先端の機械を

そろえておかなくちゃならない。それで、就職

したときにそれが活用できる。古い機械を使っ

ておって最先端の機械を使えないんですよ。だ

から、工業高校の機械とか電気とか、すべての
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工業系の実習の機材を再度点検してほしい。そ

れで、おくれているものは、やりかえなくちゃ

ならないと思いますよ。でないと、就職してき

たって使い物になりません。今、ポール持って

測量なんかする人いないんですから、すべてこ

ういう小さいピンポール持ってやってるわけで

すから、使い物にならないんですよ。だから、

そういった現場を見てほしいと思います。その

。ようなことをこの前行ってつくづく思いました

これは別な問題になるのかな、この議案ですか

ら。中高一貫の問題があったんですが、これは

予算の関係ですから、別問題になりますからい

いです。それだけです。

中村委員の御指摘の件で○小田財務福利課長

ございますが、先ほどの内容設備の下の方に産

業教育設備費というのがございます。こちらに

つきましては、先端技術関係の機器を導入する

という予算でございますが、先ほど言われたこ

とも、十分古くなってるというのは認識してお

りますし、工業系等の佐土原高校とかいろんな

ＣＡＤシステムとかＮＣの旋盤、こういう新し

いものを今後取り入れたいと。何しろ価格がか

なり高価なものばかりですので、国の補助等も

にらみながら また今後要求していきたいと思っ、

てます。以上です。

ぜひ宮崎県内の各工業あるいは農○中村委員

業もそうですが、農業はトラクターとかそんな

ものでしょうから、限られておりますが、工業

系のやつは日進月歩で進んでますので、新しい

技術を教えてやらないと、何回も繰り返すよう

ですが、就職しても使い物にならないと。ぜひ

点検をお願いします。

予算的に99.4％でしたか、最初説○十屋委員

明があったんですが、理解の仕方として、今、

課長答弁された産業教育設備費が平成18年

度4,600万が2,600万ということで落ちてたり、

いろんなところでハード整備といいますか、そ

ういう物を買ったりする部分がまだ肉付けされ

てないというふうに理解していいのか、その点

はどうなんでしょうか、総体的な予算として。

委員おっしゃるとおり、○小田財務福利課長

６月の方で今検討しております。

そしたら、幾つか聞かせていただ○十屋委員

きたいと思います。まず、421ページのこれは私

の思い違いかと思いますが、教育委員の報酬は

前年度と全く一緒というのは、５％は前々年度

ぐらいからずっとしてる金額と19年度の金額は

一緒ということで理解していいんですね。私の

勘違いだったかな。

教育委員の報酬につきまして○梅原総務課長

は、平成18年10月１日付で改定を行っておりま

して、前年同額ということでございます。

それから、422ページの県立学校評○十屋委員

議員配置329万なんですが、これはいろいろな意

見を聞くことがあって、年度決算のときに聞か

なきゃいけないんでしょうけど、学校評議員に

なっている方に聞くと、意見が出しにくいよう

な状況があったりとかするんですけど、掛け算

すれば出てくるんでしょうけど、県内に何人ぐ

らいいらっしゃって、どういう状況なのか、

。ちょっとわかれば教えていただきたいんですが

学校評議員についてでござい○梅原総務課長

ます。現在、県立学校57校に280名の評議員を委

嘱いたしております。これは、基本的に各学校

５名以内ということで、５名を配置している学

校が52校、４名配置が５校となっております。

以上です。

いろいろ敷居が高いと言ったらお○十屋委員

かしいんですけど、なかなか意見が出しにくい

ような雰囲気だそうですので、また聞いておい
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てください。

それと、先ほど西諸と南那珂の再編なんです

が、延岡で起きてるように、実際そういうふう

な計画が進んでいって、結果、跡地の学校をど

ういうふうに利用するのかというのは、今の段

階からそれぞれいろんな形で計画したり、地域

の方の意見を聞いたりすることが必要だと思う

んですよね。そうしないと、ずっとおくれてき

たりして、いろんな意見が出て、まとまりがつ

かなくなることも予想されますので、そのあた

りの取り組みはどんなふうにされているのかと

いうのが一つと、例えば３校を１校にした場合

の経費的な効果と言っていいのか、削減された

額は、おおよそで構いませんけど、どうなるの

かちょっと教えてください。

跡地の利用につきまして○飛田学校政策課長

が１点目だったと思うんですけど、実は延岡に

つきましても庁内にプロジェクトチームをつく

りましたし、地元自治体等ともいろんな協議を

持ってきました。それで、まず第１番目に大事

なことは、学校ですから、学校施設をまず基本

的に利用できるかどうかということを考えなが

ら、地元ともいろんな意見を聞いてきました。

それで、今後の再編をやっていく学校につきま

しても、同じようなスタンスで、プロジェクト

チームをつくるということと、地元の自治体と

協議をしながら、意見を聞きながら、まず教育

施設であればそのまま有効利用できますが、そ

れ以外はその次の段階となりますけど、まず教

育施設として利用できないか、今のままで利用

できないかというようなことも考えながら検討

。 、 、していきたいと思います なお 延岡の場合に

一番我々が気にしたことは、実は延岡西高校最

終学年の３年生だけことし残ったんですが、子

供たちが人数が少なくてもきちんとした教育が

受けられるようにということで、例えば大学入

試等を考えたときには、すべての教科の職員を

定数措置では配置できません。そういうことを

どうするかということをまず一生懸命やって、

子供たちをそういう思いにはさせまいというこ

。 、とをまず第一にしながらきました 結果的には

今の段階では結論に至らなかったということで

ございます。

それから、２点目のことにつきましては、実

は現在、きちんとしたデータを持っておりませ

んが、例えばこういう効果がありますというこ

とを申し上げたいと思いますが、１校１校でや

りますと、光熱費、水道費、それから普通教科

の職員の人数とかいうことで、相当の経費がか

かります。それが１校で済むということ。それ

から、職員についても、非常に普通教科等効率

よく使えるということで、かなり予算的な面で

も効率化が図れるということはあると考えてお

。 。ります 数字的にはちょっと持っておりません

申しわけございません。

私は逆に教育にお金をかけろとい○十屋委員

う方なので、言ってることと矛盾するかもしれ

ませんが、要は計画する段階でそういうところ

もある程度概算、多分はじいていらっしゃると

思うんですけど、それをデータとしてまとめら

れていないんだろうと思うんですけど、またわ

かれば教えてください。わかった段階で構いま

せん。

それから、学校政策課の自己指導能力育成充

実事業ということで、子どもと親の相談員、中

学校にスクールアシスタント及びスクールカウ

ンセラーを配置すると、いい取り組みをされる

んだなというふうに思ってますが、人材的にス

クールカウンセラーの県内での状況、足りてい

るのかどうなのかというのが非常に心配なとこ
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ろがありまして、そのあたりは9,400万という大

きな金ですので、どうなんだろうかなと。１人

の人が幾つもかけ持ちするのか、例えば日向市

内なら地域に何人ぐらいとか、学校の生徒数で

割るのか、いろんな問題行動や悩みが多いとこ

ろに重点的に配備されるのか、そのあたりを

ちょっと考え方を。

スクールカウンセラーの○飛田学校政策課長

人材につきましては、御指摘のとおり、非常に

苦慮している部分がございます。実は私どもが

手元に持ってる数字では スクールカウンセラー、

というのは臨床心理士の資格を基本的に持って

る方ということで考えておるんですが、あるい

は資格は持っていらっしゃらないけど、それと

同じような実務ができる方ということで考えて

おるんですが、臨床心理士の資格をお持ちの方

は、我々がつかんでる数字は55人というのが県

内の数字でございます。ただ、その中でも、特

定の仕事でフルタイムほとんど勤務していらっ

しゃる方もおられます。ですから、今度国が補

正で幾らかふやすことはできないかということ

を２月から対応させていただいて、前回報告さ

せていただいたんですが、そのときでもやっと

その方をやりくりしていった状況です。それは

それとして現状で考えていかざるを得ないんで

すが、例えば各学校でカウンセラーの経験をさ

れた方とか教育相談の経験をされた方なんてい

うのが、リタイアされた方もおられます。それ

を県単の措置としてスクールアシスタントとい

、 、うような形でお願いしたり 国費になりますが

子どもと親の相談員でお願いしたり、そういう

ことで、できるだけのサポートをしていきたい

と考えているところです。以上でございます。

ということは、その臨床心理士の○十屋委員

資格を持っていらっしゃる方が55名と非常に少

ないので、なかなかこっちのカウンセラーとい

うよりも、どちらかというとアシスタントの方

に力を入れられるということで理解させていた

だきたいと思います。

次に、地域で子どもを育てる「地域教育シス

テム創造」ということなんですけれども、正直

言って事業内容をよく理解していないんだと思

うんですが、ここに書いてあるように、家庭、

学校 地域が連携して地域の教育機能の向上云々、

かんぬんとありまして、地域教育のシステムづ

くりを行うということなんですが、今やってる

事業で、これをどういうふうに取り組みを、今

やってることプラス何か特別なことをされるの

か、そのあたりをちょっと教えてください。

地域教育システム事業につ○満丸政策企画監

きましては、いわゆる学校、家庭、地域を一体

的にコーディネートしていくようなプロジェク

ト会議というものを設けまして、そこの中でい

ろんな関係団体や関係機関の方々にお集まりを

いただいて、地域の子供をどうやって育ててい

くか、その子育ての目標を設定しまして、その

ためにそれぞれの事業を検討しながら進めてい

ただいております。例えば、具体的には、都城

でありますと、志和池地区におきましては、プ

ロジェクト会議の中に具体的に実行を進めるた

めの実行委員会組織をつくりまして、そこで検

、 、討して 例えば地域の見守り隊でありますとか

あるいは学校への読み聞かせの支援であります

とか、そういった活動で具体的に取り組んでい

ただいているところであります。いずれにしま

しても、これまではどちらかというと、学校、

家庭、地域それぞれが独立してやっておりまし

たが、そういったものを一体的に関連づけて、

総合的にあるいは横断的に進めていこうという

システムづくりでございます。推進体制といい



- 91 -

ますか、そういったものがようやくきちっと固

まってきておりまして、今後これをさらに工夫

しながら充実していこうという状況にございま

。 、 、す なお 推進大会が都城では３月４日ですか

地域のそういった取り組みを公表していただく

という催しも計画しております。以上です。

最後に、全国高等学校総合文化祭○十屋委員

の準備に入るということなんですが、大体規模

的な人数とか、いろんなこの大会の概要だけで

幾つか教えていただけますか。人数とか日にち

はなかったですよね、そのあたりを。

今までの全国大会の状況○飛田学校政策課長

では、高校生の参加がおよそ１万8,000人、その

うち県外から１万5,000人ぐらいの方が参加いた

だいております。現在まだ準備中ですが、県内

いろいろな会場を設定して、市町村とも連携を

とりながら、いろんなことを準備を進めていっ

て対応していきたいと考えております 開催は18。

部門ございます。例えば合唱とかそういうのだ

けじゃなくて、郷土芸能みたいなものまでたく

さんの部門がありますので、そういう準備をし

ていきたいと考えております。以上でございま

す。

ということは、かなり大きな人数○十屋委員

というか大規模な、先生たちも合わせたり、保

護者もついてきたり、ＰＴＡもついてきたり、

いろいろされるので、相当な数が来られるとい

。 。うことですね 時期的には大体いつなんですか

例年、夏季休業期間中に○飛田学校政策課長

全国実施しておりますので、恐らくそういう形

で実施することで計画していくことになると思

います。以上でございます。

西諸地区と南那珂地区の総合制専○蓬原委員

門高校ですが、高原等いわゆる学校がなくなる

ところ、何校か反対運動といいますか、動かし

てもらっちゃ困るというのがかなりあったと思

いますが、政治的に考えれば非常に大事なこと

かなと思います。ここが納得いただかないと、

今後の運営等いろいろ支障もあると思いますの

で、その後、沈静化されたんでしょうか。納得

されたんでしょうか。

子供たち、生徒数が減少○飛田学校政策課長

していく中で、いかにいい環境を提供していく

かということで、いろいろ御説明申し上げまし

た。それで、そのことについては十分な御理解

を賜った。ただ、自分の町の学校という今まで

バックアップいただいた経緯もありますので、

そういう部分は本当にいろんな複雑な思いをさ

、 、れておりますが 一応御理解をいただくときに

そういうことにつきまして、子供たちのために

やりますということで丁寧な説明をさせていた

だきました。それで、十分な御理解を賜ったも

のと考えておりますが、実は最近のこととしま

しては、例えば南郷町の直接子供たちが対象に

、 、なります小学校 中学校のＰＴＡの皆さんから

詳しく子供たちがどう動くか説明してくれとい

うようなことで説明会に求められて、うちの職

員が行って、スライドを見せて意見交換をして

ということもさせていただいております。でき

るだけ、そういうお求めがあったりしたら、公

聴会等も通じながら、丁寧な対応を今後もして

。 。いきたいと思っております 以上でございます

例えば、それに対する見返り措置○蓬原委員

なんていうのは。

まだそういうことについ○飛田学校政策課長

て、例えば市町村では今後、先ほどほかの委員

からも御質問がありましたが、跡地をどう利用

していくかというようなことを十分協議してい

くことになると思います。

それで、あと１点だけですが、工○蓬原委員



- 92 -

業、商業、農業、そして福祉ができるわけです

が、この場合の例えば工業を例にとりますと、

カリキュラムというか、総合制専門高校になっ

たことで、習う授業といいますか、そこに何か

変化があるんですか。今までの工業は工業その

まま、農業は農業そのままなのか、そこに何か

一緒くたになるような共通のカリキュラムとい

うような、そういうのは出てくるんですか。

再編成をして、それぞれ○飛田学校政策課長

の専門が一緒になるメリットをぜひ生かしてい

きたいと思ってます。ただ、専門高校は名前が

専門高校ということで、それぞれの専門性はき

ちっとやりたい。産業界の求める動向もいろい

ろございます。例えば、農業機械メーカーに就

職をしたいという子供さんにとってみれば、機

械の勉強もきちっとする。一方では、ある程度

農業の実習等も体験しておくというようなこと

もありますので、基本的な考え方としては、そ

れぞれの工業は工業の専門をきちっと勉強させ

る。ただ、ある部分については、その学科を越

えて共通に履修できるようにいたしまして、一

つは今みたいに境界領域というところを受講で

きるようなメリットをつくる。それから、先ほ

、どの十屋委員の質問と非常に関係するんですが

普通教科等の職員については多く配置ができま

す。ですから、今、専門高校から進学したいと

いう子供さんもたくさんいらっしゃいます。そ

ういう部分の子供たちが、特に３年生になりま

すが、３年生とか２年生の後半あたりで、そう

いう専門をずっと深く勉強したい、あるいは進

学対応の勉強もしたい、あるいは境界領域もし

たい、限られた資源を有効に活用して、そうい

う対応ができるような工夫を、今、学校と教育

委員会とで詰めておるところでございます。以

上でございます。

というのは、産業教育にも絡むこ○蓬原委員

とだと思うんですが、最近よく言われることの

中に、農業と工業、例えば林業と工業、その境

目がなくなっていると言われるわけです。だか

ら、農業は農業、工業は工業だという世界では

ない。農業の工業化であり、林業の工業化であ

り、あるいは商業ともうまくリンクして工業化

ともつながる。だから、必ずしも専門だけじゃ

なくて、メリットという言葉をお使いになりま

したから、そこを質問しようかなと思ったら、

さっきの答えになりましたので、そういういい

意味でのメリットを だからそういう産業になっ、

てますから、必ずしもこれだけじゃなくて、う

まくリンクさせていくことがこれからのいい産

業をつくることになるんだなというふうに思っ

ておりますので、お願いしたいと思います。そ

れで、437ページなんですが、産業教育審議会費

というのがあります。余り大した金額じゃない

んですが、それと439ページに産業教育振興に要

する経費というのがあるんですが、これは大体

どういうことをやっているのかということと、

同じく437ページに学力向上推進費の中の科学夢

ロマン事業というのがあります。いわゆる理科

離れが進んで、なかなか日本、資源のない国ど

うするんだというようなことが議論されてきて

いるわけですが、そのあたりとリンクさせて、

どういうことをやろうとされているのかお知ら

せください。

まず、産業教育審議会、○飛田学校政策課長

専門委員会等ですが、法律等に基づきまして産

業教育審議会というのを設置することになって

おりますが、実は外山委員長にも委員をお願い

しておるところですが、現在、これからの産業

教育はどうあるべきかということで審議を続け

ていただいております。まとまりました段階で
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は報告をいただくということで準備をしており

ますが、そういうこと。それから、産業教育に

おきましては、地域の産業、いわゆる産業界の

方とタイアップしながら教育を進めていくこと

。 、が必要です 助言をいただくことも必要ですし

インターンシップ等で現場で対応させる。そう

いうことをこういう事業を通してやらせていた

だいているところでございます。

それから、科学夢ロマンにつきましては、ま

さに今御指摘のあったとおり、理科、いわゆる

科学技術創造立国として日本がどうやっていく

かというようなことを考えたり、全国的な傾向

としては理科離れということもありますが、本

県の実態として、学力調査の中では、少し例え

ばいろんなことを体系的に考えたりするという

のは意識調査の中では若干厳しい部分もありま

した。そういうことを踏まえながら、今４つの

事業に取り組んでおります。１つは実験・観察

教室、これはほとんど小学生が対象ですが、県

内８地区で小学生、一部中学生も参加してくれ

ますが、高等学校等を会場にして実験教室とか

観察教室を、毎年大体1,000名を超える小学生、

中学生に参加いただいております。それから、

地区によっては保護者も一緒に入っていただく

ということがあります。それから、実はいろん

な奨励をしたい、啓発をしたいということで、

サイエンスコンクールということで、子供たち

の研究作品を募集しております。非常にうれし

いと、私は担当がそんなことを言ってどうかわ

かりませんが、１万点を超える応募が現在ある

ようになりました。ありがたいと思っておりま

す。それから、サイエンスキャンプというのを

、 。やってますが せっかく地元にいい大学がある

宮崎大学の各学部とタイアップしまして、そこ

へ子供たちを研究室に送り込んで、最先端の研

究室の中で、いわゆる将来の科学者を目指すよ

うな夢を育てたい。これは例えばＤＮＡの鑑定

なんかよく今話題になりますが、そういうこと

を実際中学生、高校生に体験させるということ

を取り組んでます。それから、小学校、中学校

の先生方にそういう研究所を見ていただくとい

うことで、指導者にもそういう体験講座をやっ

ております。そういう取り組みをいたしており

ます。以上でございます。

わかりました。○蓬原委員

今、学校の統合はずっとなされま○中村委員

すよね。私が心配しているのは、都城で、私た

ちのころは都島高校、それから泉ヶ丘高校、そ

れから分かれていって商業高校ができ、西校が

でき、工業ができてきたんですね。この前、聞

いてみますと、工業から宮大に９名と言ったか

な、国立に何名かで、13名ぐらい国立に入って

るんですよね。今、蓬原委員がおっしゃったよ

うに、工業と農業の境目、商業との境目がわか

らなくなってきた。工業に入ったり農業に入っ

たり商業に入ったりした人たちも大学に行く時

代になってきた。やっぱり総合的なそういった

。学校はいいのかなという気がしてるんですよね

、 、 、それが一つと それから いずれは都城地区も

都島高校と泉ヶ丘しかなかったものが 普通コー、

スあるいは工業、農業ができてきた。少子化は

進んでいく。これは余計なことですけど、いつ

かの時点で、また都城も農業、商業、工業、合

併をしなくちゃならない、そういう時代が来る

でしょうね。それは見通しはどうですか、視野

に置かれてるんですか。

まず、１点目の総合的な○飛田学校政策課長

教育をすることがいいのか。これは今、産業教

育審議会の中でも、新しい産業構造とか地元の

そういう状況等も踏まえながら、教育を踏まえ
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ることがいいということを言われてますが、実

は一方で、深い専門の大きい学校では職員をた

くさん配置できますので、専門をきわめるとい

うことができます。御指摘の大学進学について

は、学校規模がある程度あれば、普通教科の教

員もかなり配置ができます。それで、専門をき

わめるということと子供たちのニーズにこたえ

るということが、ある質を保ちながらできると

思っております。ところが、小さい学校になり

、 。ました場合には それは厳しい状況になります

したがいまして、再編成をするに当たっては、

その持てる材料、資源の中で最良のことをやれ

るようしていきたいと考えております。

それから、もう１点の今後の再編をどうする

かということにつきましては、24年度までに動

かそうということについては、今のところ既に

発表させていただいております。状況が今後変

化することもあり得ると思いますが、今考えて

いるのは既に発表させていただいている分で、

、 、今後 子供の数が減るということもそうですが

学校をどうしていくかということは常に検討し

ていく課題だと思ってます。ただ、今の段階で

どこをどうするということは、まだ計画を持っ

てませんが、25年以降をにらみながら今後研究

していきたいと考えているところです。以上で

ございます。

24年というと、小学校６年生が高○蓬原委員

校に入るときかなと思うんですが、今さら６年

がふえるわけないので、大体見込みは子供の数

からして将来予測というのはあるんじゃないか

なと思うんですよね。そうなったときに、だか

ら今３学級か２学級しか置いてないから、それ

がそのときに今の割合でいったときに、果たし

て３学級が保てるかという、それはどうするか

じゃなくて、ちゃんと予測としては数字として

あると思うんですが、それはどうなのかという

ことをお尋ねしたかったんじゃないかと思いま

す。かわりに尋ねてしまいました。

現在のところ、例えば24○飛田学校政策課長

年までは恐らくどの学校も何とか３学級で維持

できるんではないかという見込みを持って計画

を発表させていただいているんですが、いろん

な状況がありますので、それは全体ということ

ではございませんが、それから、24年以降も出

生数までずっとデータを追いかけております。

ですが、それを具体的にまだどうこうするとい

うところまで至っておりません。以上でござい

ます。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

ないようですから、３課の議案審査が終了い

たしました。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午前11時28分再開

それでは、委員会を再開し○外山良治委員長

ます。

特別支援教育室長、教職員課長、生涯学習課

長に説明をお願いいたします。

それでは、特別支援○渋谷特別支援教育室長

教育室の平成19年度当初予算について御説明い

たします。

歳出予算説明資料の443ページをお開きくださ

い。

予算額は、一般会計２億2,631万5,000円であ

ります。

それでは、主なものにつき事項別に御説明い

たします。

１ページめくっていただきまして445ページを

ごらんください。
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まず、上から５段目の（事項）特別支援教育

推進費の1,370万2,000円と次の（事項）県立盲

聾養護学校再編整備事業の１億4,354万3,000円

につきましては、後ほど委員会資料で説明させ

ていただきます。

一番下の（事項）特別支援教育振興費の6,907

万円であります。

主なものといたしましては、説明欄２の養護

学校等医療的ケア実施事業の5,196万6,000円で

ありますが、この事業は、既に医療的ケアを必

要とする児童生徒の学校生活に必要な体制を整

備するため、このような児童生徒が在籍する特

。別支援学校に看護師を派遣するものであります

次に、４の知的障害者就労支援モデル事業

の1,088万7,000円でありますが、知的障害者の

雇用促進を図るため、宮崎養護学校がビル清掃

事業所から清掃業務に関する技術指導を受け、

高等部でビルメンテナンスの作業学習を実施す

るとともに、この事業所が高等部卒業生に対し

ましてビルメンテナンスの訓練実習を行うもの

であります。

歳出予算説明資料につきましては以上でござ

います。

次に、常任委員会資料をお願いします。

６ページでございます。

新規事業 特別支援学校環境整備事業でござい

ます。

１の事業の目的ですが、学校教育法の改正に

伴う、盲・聾・養護学校の特別支援学校への転

換及び児童生徒の増加に伴う教室不足を解消す

るための施設整備など、教育環境の充実を図る

ものであります。

事業の内容といたしましては、まず（１）で

ありますが、学校教育法改正に伴いまして、現

行の盲・聾・養護学校の校名を変更するために

必要な諸整備を行うものであります。具体的に

は、①から④に上げていますように、学校正門

、の校名プレートとか校章等を変えるための工事

校歌、校旗の作成などであります。なお、校名

、 、変更につきましては 平成19年度に検討を行い

平成20年４月から新たな校名を使用することと

しております。

次に （２）でありますが、児童生徒数が増加、

しております宮崎南養護学校の教室不足を解消

するためプレハブ校舎を設置し、３教室を確保

するものであります。

事業費は1,370万2,000円となっております。

右側の７ページをごらんください。

西臼杵地区養護学校設置事業についてであり

ます。

１の事業の目的ですが、西臼杵地区の障がい

のある児童生徒の教育を充実させ、児童生徒が

、地域で自立と社会参加を図ることができるよう

、高千穂高等学校の余裕教室を活用いたしまして

延岡養護学校の高等部を設置するものでありま

す。

２の事業計画にありますが、平成18年度は、

西臼杵地区養護学校設置検討委員会を開催し、

西臼杵地区における養護学校のあり方などにつ

いて検討するとともに、余裕教室の改修に関す

る設計を終えたところであります。平成19年度

は 設計に基づいた改修工事等を実施し 平成20、 、

年４月の開校を目指すこととしております。

３の事業内容といたしましては、19年度は延

岡養護学校内に開設準備委員会を設置し、教育

課程の編成や教材備品の整備など、開校に向け

た具体的な諸準備を行います。また、そのほか

（２）の校舎改築工事であるとか（３）の備品

の整備を行うこととしております。

事業費は１億4,354万3,000円となっておりま



- 96 -

す。

次に、債務負担行為の追加についてでありま

す。

定例県議会提出議案の11ページです。

下から２段目になりますが、特別支援学校環

境整備事業であります。先ほど御説明いたしま

したとおり、宮崎南養護学校のプレハブ校舎設

置について、リース契約期間が年度を越えるた

め、債務負担行為を設定するものであります。

予算につきましては、以上でございます。

引き続きまして、特別議案について説明いた

します。

説明につきましては、委員会資料により行わ

せていただきます。

16ページをお開きください。

議案第28号「県立学校職員の特殊勤務手当に

関する条例等の一部を改正する条例」について

であります。

まず、１の改正理由についてでありますが、

学校教育法の改正により 「盲学校、聾学校及び、

養護学校」が「特別支援学校」に名称変更とな

りますことから、該当する条例について所要の

改正を行うものであります。

改正の内容でございますが、まず、県立学校

職員の特殊勤務手当に関する条例、義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する条例等、そ

こにお示ししております５つの条例につきまし

て、盲学校、聾学校、養護学校についての表記

を特別支援学校に改めるものであります。

施行予定日は、平成19年４月１日としており

ます。

なお、新旧対照表につきましては、右側の17

ページから20ページまででございますので、御

参照いただきたいと存じます。

資料の21ページをお開きください。

議案第32号「教育関係の公の施設に関する条

」 。例の一部を改正する条例について であります

まず、１の改正の理由につきましては、先ほ

どの議案第28号と同様、学校教育法の改正によ

るもので、所要の改正を行うものであります。

、 、次に ２の改正の内容についてでありますが

まず （１）にお示ししておりますように、第１、

条において、今回の学校教育法の改正に伴い、

特別支援学校の位置づけを条例上明確にする必

要が生じましたので、そこの説明文の３行目の

後ろの方から４行目にかけて記載しているとお

り 「学校教育法」を規定に加えるとともに、、

（２）にお示ししておりますように、別表第１

の「名称」欄を「区分及び名称」に改め、学校

の内訳として、中学校、高等学校、中等教育学

校、特別支援学校を位置づけ、当該区分ごとに

学校名を記載することとしたものであります。

（３）につきましては、第１条の改正で学校

、 「 」教育法を加えたことに伴い 別表第３の 備考

欄から同法の法律番号を削るものであります。

施行予定日は、平成19年４月１日としており

ます。

なお、新旧対照表につきましては、22ページ

以降となっておりますので、御参照いただけれ

ばと存じます。

以上です。よろしくお願いいたします。

それでは、教職員課関係の○谷村教職員課長

予算について御説明いたします。

まず 歳出予算説明資料の教職員課のインデッ、

クスのところ、447ページでございます。

教職員課の一般会計予算でございますが、989

億3,667万1,000円を計上しております。

以下、主なものについて事項別に御説明いた

します。

449ページをお開きください。
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上か５段目の 事項 教職員人事費に９億3,264（ ）

万8,000円を計上しております。

その内訳といたしまして、説明欄の１の教職

員人事管理に要する経費として1,747万9,000円

を計上しております。

次に、２の学校非常勤職員、賃金職員、学校

医等の配置に要する経費として、９億1,516

万9,000円を計上しております。

次に、450ページをお開きください。

一番上の段の（事項）退職手当費に66億4,409

万5,000円を計上しております。

次に、教職員の人件費等でございますが、学

校種ごとに説明いたします。

下から４段目になりますが、小学校費につき

ましては （事項）職員費に384億5,536万5,000、

円 （事項）旅費に２億4,829万3,000円を計上し、

ております。

同様に、次のページになりますが、上から３

段目、中学校費の（事項）職員費に243億2,017

万円 （事項）旅費に２億90万円、続きまして下、

から４段目、高等学校費の（事項）職員費に199

億6,316万1,000円 （事項）旅費に２億3,544、

万1,000円、次の452ページになりますが、３段

目、盲ろう学校費の（事項）職員費に12億6,853

万7,000円 （事項）旅費に1,224万4,000円、最、

後に下から４段目、養護学校費の（事項）職員

費に66億159万6,000円 （事項）旅費に4,748、

万3,000円を計上しております。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

生涯学習課関係について○豊島生涯学習課長

御説明をいたします。

同じく歳出予算説明資料の生涯学習課のイン

デックスのところ、453ページをお開きいただき

たいと思います。

一般会計で５億7,719万9,000円を計上してお

ります。

次の455ページをお開きください。

上から４段目の（目）社会教育総務費から事

項別に主なものにつきまして御説明をいたしま

す。

次の５段目にあります（事項）社会教育振興

費に1,702万5,000円を計上しております。これ

は、１の社会教育主事等研修などを通して、社

会教育の振興を図る経費であります。

次に、ページ中ほどになりますが （事項）成、

人青少年教育費に4,820万6,000円を計上してお

ります。

その主なものとしまして、１の新規事業 放課

後子ども教室推進事業に1,836万9,000円を計上

しておりますが、これにつきましては後ほど委

員会資料で御説明いたします。

次に、その３つ下の４ 豊かな心を育む子ども

の体験活動支援事業であります。これは、子供

たちの体験不足がさまざまな問題行動の一つの

要因と考えられる現状を踏まえまして、地域の

特性を生かした体験活動に全市町村で取り組む

ものであります。

次に （事項）家庭教育振興費に1,130万2,000、

円を計上しております。これは、１のふれあい

子育て支援推進事業で、地域で家庭教育の支援

を行う事業や親子でつくる絵本コンクールを実

施することなどによりまして、家庭の教育力の

向上を図るものであります。

次に、一番下になりますけれども （事項）生、

涯学習基盤整備事業費に2,120万7,000円を計上

しております。

その主なものとしましては、次の256ページを

ごらんいただきたいと思います。

一番上の説明欄の２の生涯学習情報提供・相
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談体制の整備としまして、インターネットを活

用した各地の生涯学習情報の提供や、次の３に

あります生涯学習環境の整備において、県立学

校の教育機能を活用して県民の学習活動支援を

行う県立学校開放講座などがございます。

次に、中ほどになりますけれども （目）図書、

館費の（事項）図書館費に7,665万5,000円を計

上しております。主なものは、１の一般運営費

で図書館の維持管理に要する経費であります。

次の（事項）奉仕活動推進費には１億1,652

万7,000円を計上しております。これは、１の資

料整備費の図書購入や２の奉仕活動費のコン

ピューターシステムなどに要する経費でありま

す。

続きまして、457ページをごらんいただきたい

と思います。

中ほどにあります（目）美術館費の（事項）

美術館費に２億395万4,000円を計上しておりま

す。主なものは、２の管理運営費で美術館の維

持管理などに要する経費であります。

次の（事項）美術館普及活動事業費に7,447

万2,000円を計上しております。主なものは、２

の特別展費で、アルフォンス・ミュシャ展など

。４つの特別展を開催するための経費であります

当初予算の説明は以上であります。

次に、新規事業について御説明を申し上げま

す。

委員会資料の８ページをお開きいただきたい

と思います。

放課後子ども教室推進事業について御説明い

たします。

１の事業の目的ですけれども、２段目になり

、 、ますが 放課後に小学校の余裕教室を活用して

地域社会全体で子供を育てる取り組みを推進す

るものであります。

なお、この事業は、国の補助事業でありまし

て、国が進めます「放課後子どもプラン」の一

環として、厚生労働省の「放課後児童健全育成

事業」 通称「放課後児童クラブ」と呼んで

おりますけれども との連携を図りながら実

施するものであります。

２の事業の内容でありますけれども （１）放、

課後子ども教室の設置につきましては、市町村

への補助事業として実施するものであります。

①にありますように、小学校などに「放課後

子ども教室」を開設し、地域の方々にコーディ

ネーターや安全管理員等として御協力をいただ

き、学習活動やスポーツ・文化活動を実施する

ものであります。

また、②にありますように、市町村に運営委

員会を設置し、放課後対策や円滑な教室運営の

あり方などについて検討いたします。

次に （２）放課後子ども教室の支援でありま、

す。これは、県の取り組みとして実施するもの

でありますが、放課後対策を検討する推進委員

会や指導者研修会を開催するものであります。

３の事業費としましては、1,836万9,000円お

願いしております。

以上です。よろしくお願いいたします。

３課の議案説明が終わりま○外山良治委員長

したが、先ほど外山委員の方から教職員課に対

する質疑がございました。まず、よろしくお願

いします。

18年度の指導力不足教員の○谷村教職員課長

関係でございますが、小学校の教諭が２名、そ

れから中学校の教諭が１名、合わせて３名が研

修センターで受講しておるということでござい

ます。以上でございます。

研修センターの予算は総務課○外山三博委員

にありますよね。今、答弁は教職員課で、研修
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センターの事務分掌というのはどういうふうに

なっておるんですか。

教育研修センターの予算につ○梅原総務課長

いてでございますが、18年度予算までこれは学

校政策課予算として計上いたしておりました。

、 、しかしながら 18年度の組織改正によりまして

教職員の資質向上を支援し、質の高い人材を全

庁的に育成するという観点で、予算につきまし

ては総務課が所管することによって全庁的な予

算の流動性といいますか、機動性を高めるとい

うことから、今回予算計上については、19年度

予算で総務課で計上させていただくことにして

おります。しかしながら、個別の事業内容につ

きましては、予算とは別に各課でそれぞれ指導

といいますか、そういった事業の推進に当たっ

ているところでございます。以上です。

、○外山三博委員 ちょっとやりにくいというか

わかりにくいというか、予算があって初めて責

任持って事業ができるわけで、教職員課は現実

にはあそこの運営に関しては予算を持ってない

ですね。その都度、総務課と合い議して、研修

でこういうことをやっていくが、いいだろうか

という協議をすることになるわけですか。

教育研修センターで行う研修○梅原総務課長

につきましては、現在、抜本的な見直しという

ことで研修のあり方を検討しておりますけれど

も、そういったさまざまな研修の個々について

事業費として計上しておるわけではございませ

んので、そういう一体の枠の中で研修事業に取

り組んでいただく、ただし、先ほどありました

指導力不足教諭については、従前、個別事業と

して予算計上させていただいた経緯があります

ので、その分についてのみは従来から個別事業

の予算という形でとっておりましたけれども、

今後は全体の研修予算の中で必要な研修を行っ

。ていくという形をとっていくと考えております

ということは、事業主体は総○外山三博委員

務課になるということですか。

事業主体は、研修事業につき○梅原総務課長

ましては、あくまでも教育研修センターであり

ます。しかしながら、それぞれの関係課が事業

として関係する分について指導・指揮・監督を

行いますけれども、総務課はその枠組みであり

ます予算的なもの、特に運営費とか、そういっ

。たものを所管することになると考えております

責任持って研修センターがや○外山三博委員

るんでしょうが、しかし、例えば研修センター

のことについて、委員としていろいろ調べたり

聞きたいときには、どっちに聞けばいいんです

か。総務課、それとも教職員課ですか。

お尋ねの内容が事業に関する○梅原総務課長

ことでしたら、まず研修センターになります。

箱物の運営ですとか、ああいった事務費的なこ

とであれば総務課になります。

来年度、そういうことで総合○外山三博委員

的に総務課に予算を集中させて各課でやってい

くということのようだけど、責任の所在を明確

にしていくためには、もう少しどこかにきちっ

と事業、予算を含めて集約をした方が私はいい

かなという気がしますから、次年度に向けて、

ことしはこういうことでやられるようですが、

少し研究もしてほしいなと思います。今、率直

に受けた感じで、以上です。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午前11時53分再開

再開いたします。○外山良治委員長

もう時間も来ていますから、一応３課の議案
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の審議については、午後に回すということにい

たしたいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時11分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

。３課の議案説明に対する質疑はありませんか

１～２点、お尋ねしたいと思いま○十屋委員

す。445ページの知的障害者就労支援モデル事業

で、先ほどビルメンテナンス等の就労の作業を

学習するということでしたけれども、この1,000

万何がしの予算は、受けてくださるビルメンテ

ナンス会社への支援というふうに考えてよろし

いんでしょうか。

この予算の中の一部○渋谷特別支援教育室長

には、高等部卒業生３人の人件費も含めて、事

業者に対する委託料でございます。

今３人とおっしゃって、ありがと○十屋委員

うございました。人件費と委託料でこれは全額

ですね。ちなみに、人件費という部分は３人で

どのくらいになるんですか。

ちょっとお待ちくだ○渋谷特別支援教育室長

さい。

生涯学習課の放課後子ども教室推○十屋委員

進事業で、放課後児童クラブと連携してという

ことなんですが、こちらの放課後の場合は、学

校施設等を使ってということで、拠点としなが

らということなんですが、地域住民の協力を得

ながらということで、どういう方々が指導に当

たられるのか。学校施設を使う場合に、学校管

理者としての先生なり責任者はどういうふうな

かかわり合い方をしていくのか。もし地域住民

という方で民生児童委員とか地域の方とかお願

、 、いする場合に 例えばほかの事業と重複したり

いろんなものとこうなってくると、また負担感

だけ増して、なかなか実効性のあるものになら

ないんじゃないかなと思うんですね。この中に

ありますように、学習活動やスポーツ・文化活

動、当然塾に行ったり少年団に行ったり、ほか

のクラブとか趣味の分野で行く子たちもいると

思うんですが、そういうところとのすみ分けは

どういうふうにされるのか。当然スポーツとか

になってくれば、同じ学校施設を使ったりとか

した場合に、既にある少年団とかクラブ活動と

、の関係はどういうふうに整理していかれるのか

そのあたりをちょっと。

まず、学校施設の関係な○豊島生涯学習課長

んですけれども、あくまでもこの放課後子ども

プランは学校教育外ということですので、教育

が終わった後の施設を使わせていただくという

ことで、あくまでも社会教育の一環と考えてお

りますので、全く学校の責任といいますか、学

校の管理下には置かれない子ども教室というこ

とになろうかと思います。もちろん子ども教室

に来られる子供さんには、これは自費になりま

、 、すけれども 保険等には入っていただきまして

万が一事故が起こった場合は補償等は行うんで

すけれども、基本的に最終的な責任は市町村の

教育委員会にお願いするということになろうか

と思っております。

それから、今回どういう連携をとるかという

ことなんですけれども、一番難しいところだと

思っております。放課後児童クラブの方は保育

の方ですし、放課後子ども教室は教育の分野に

なります それで 今回新しくコーディネーター。 、

という役職の方を１校区に１人置く形をとって

おります。この方が放課後児童クラブと放課後

子ども教室の連携をとっていただくことになる

わけですが、その中で当然校庭でスポーツ活動
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もやるんですけれども、そういうときには市町

村で運営委員会をつくっていただいて、その中

にコーディネーターも入っていただく中に、ス

ポーツ少年団とのかかわりとか、そういった調

整はコーディネーターの方にお任せするという

ことになっていこうかと思っております。以上

です。

いわゆる厚労省と文科省の縦割り○十屋委員

行政の、認定こども園も全く一緒で、同じよう

に並列してあって、同じようなことをするのに

また一緒のようなやり方なのかなと正直思って

いるところがあります。その辺のところで、例

えば児童クラブをしているときに、施設として

中央公民館とそこに併設する場合に、ドア１枚

で厚労省と文科省の垣根があるわけです。ドア

１枚、実際に。やってる中身は全く一緒なんで

すけどね。何か建物をつくるときもそういうも

のがあったりして、なかなか使いづらい。制度

上縦割り行政の中のまさに難しいところじゃな

いかなと思うんですよ、児童クラブの連携と言

いながら。今度は社会教育でしょう。すると少

年団とかぶるわけでしょう そしたら コーディ。 、

ネーターといっても、どっちつかずになってし

まうんじゃないかなというところがあって、最

終的に施設を借りる場合は施設管理者に許可を

、 、出さなきゃいけないし そのもとは学校ですし

その辺のところがもう少し放課後児童クラブと

うまく機能させることはできないんだろうかな

と 正直同じことで二本立てでいっても ちょっ。 、

と首をかしげたくなるような、国の方の気持ち

は十分わかるんですよ。だから、その辺うまく

、 、使い分けというか融合させて 連携をもう少し

連携というよりか、もうかぶせて同時に並行し

てやれないんだろうかという思いがあるんです

けどね。

今回国の方で少子化対策○豊島生涯学習課長

という大きなくくりの中で、厚労省の児童クラ

ブと文科省の子ども教室が一緒に論じられてき

たということがあります。その関係で両省との

打ち合わせ時間も結構かかりまして、先月２月

７日まで各県の事務担当者を集めた会議が開か

れるというふうな状況で、正直言いまして、連

携して一体化してという表現にはなっています

、 、けれども 具体的にどういう連携ができるのか

どう一体化していくのかというのは、４月以降

動き出しながら、コーディネーターを含めて考

えながらというところが正直今私の思っている

ところではあります。ただ、どちらかといいま

すと、対象児童数が違いますので、児童クラブ

の方はあくまでも小学１年から３年まで、放課

後子ども教室につきましては１年から６年ある

いは幼児を含め中学生でも可だということです

ので、コーディネーターの力量になってこよう

かと思いますけれども、どちらかといえば、児

童クラブに子ども教室の活動に加わっていただ

く。いわゆる１年から３年までの狭い範囲では

なくて、もう少し幅広い年齢差のあるところの

活動の中で、その中でも子供の社会性を養って

いただくというふうな取り組みは可能かなと

思っておりますので、今後コーディネーターを

含めて私どもが県の立場で研修をしていくこと

になるんですけれども、そこあたりを含めて研

修等は行っていきたいと思っております。

しつこいようなんですが、ここの○十屋委員

丸のところ 「地域住民をコーディネーター、安、

全管理員、学習アドバイザー等として活用し 、」

正直なところ可能なのかなという コーディネー、

ターという方がどういう位置づけの方なのか、

どういう方がなられるのか、非常に苦しいなと

正直思っているところなんですね。国から来て
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いることでやらなきゃいけないんでしょうけれ

ども、その辺のところは県の方で市町村の方に

おろしていかれるときに、現場サイドで意見を

もっと集約していただきたいというのと、児童

クラブの方の意見もあわせて聞いていただきた

いなと思うんですよ。今おっしゃったように、

幼児から中学生までという縦社会の中で勉強す

るということは非常にいいことだと思うんです

けれども 実際子供たちの１日の生活の中になっ、

てくると、時間帯のずれとか全然活動範囲が違

うので、その辺のところの難しさもあるんじゃ

。 、ないかなと逆に思ってます 新しい制度なので

なかなか課題も今から出てくるかと思うんです

が、そのあたりは県の方でしっかりと、指導し

ていただくという言葉は余り好きじゃないんで

すが、見守っていただきながら、うまい方向に

進めていただきたいなと思います。

県レベルで子ども教室、○豊島生涯学習課長

子どもプランを推進するに当たって、推進委員

会というものをつくります。その中には当然児

、童クラブの関係の方にも入っていただきますし

行政側も教育委員会、そして福祉部局、両方が

入る推進委員会をつくりますので、そうした中

で、今、委員御指摘のような、そうした疑問点

も含めて十分検討させていただきたいと思って

おります。

十屋委員の先ほどの○渋谷特別支援教育室長

御質問でございます。知的障害者就労支援モデ

ル事業、予算1,088万7,000円ですが、このうち

事業所への委託料といたしまして820万5,000円

を組んでおります。この中のうち研修生賃金と

して、先ほど高等部卒業生３人のと申し上げま

したが、この賃金といたしまして420万円程度を

予算化しているところでございます。以上でご

ざいます。

それから、もう一つ、生涯学習課○十屋委員

のみどりの図書館づくり推進事業というのは、

文章でいただいている説明の中で、自然環境に

関する資料を特別収集テーマにかかげ、県民の

環境学習への取り組みを支援するということな

んですが、もう少し具体的にどういうことをさ

れるのか教えていただけませんか。

みどりの図書館づくり推○豊島生涯学習課長

進事業ですけれども これは図書館の方で平成13、

年度からになります。いわゆる自然と環境に関

する資料を特別収集ということで、特別に通常

の一般書籍とは別に収集しております。13年度

から昨年度末までということで大体１万7,000

冊 図書館の閲覧室の中にもみどりの図書館コー、

ナーというコーナーをつくりまして、自然、環

境に関する書籍はそこに並べておるというとこ

ろであります。また、環境教育とか環境学習の

支援ということで、それぞれ環境緑化推進協力

の学校等をモデル指定しまして、そこに最大100

冊貸し出しとか、そういったことも提供してお

ります。

今のはわかりました。ありがとう○十屋委員

ございました。

それと、456ページの図書館費で、この中で一

般運営費というのが7,600万あるんですけど、こ

の中身を教えていただけますか。

主なものは委託料という○豊島生涯学習課長

ことになりまして、例えば清掃委託であります

とか警備委託あるいは冷暖房の空調設備の運転

関係の人的な委託で3,700万ということです。ほ

かに電気設備の保守とか下水道管理等々の設備

関係の委託費が1,500万となっております。

というと、今の説明で5,200万がい○十屋委員

ろんな委託料ということで、これは運営費とし

て上がってくるですが、費目のやり方がちょっ



- 103 -

とわからないんですけど、今言われると、人件

費も含めて冷暖房や光熱水費やそういう設備の

、ハード的な部分の委託料ということなんですが

それは費目上運営費でいいんですか、ちょっと

わからないんですけど。

図書館費の場合には、一○豊島生涯学習課長

応一般運営費の中で施設管理の維持費はすべて

この中に含めておりまして、私、人件費的委託

と申しましたけれども、これは人が入るという

意味で人件費委託ということでして、すべてが

設備関係の維持管理費と理解いただければよろ

しいかなと思います。

というと、今言われた3,700万○十屋委員

と1,500万、5,200万以外はどういうことになる

んですか。

さっきちょっと言い漏れ○豊島生涯学習課長

、 、ましたけれども 基本的な運営費ということで

光熱費とか修繕費、あとは旅費とかの人件費、

。 、 、事務費等々が約2,000万あります そして 電気

水道、電話の基本料金等で600万ということで、

図書館を運営するに当たって必要な基本的な経

費はすべてこの中に一応おさめておるという形

になります。

わかりました。一般運営費という○十屋委員

、ところで委託料が入ってきたりとなってくると

この場合は随契でずっといくわけですよね。契

約というか委託のあり方としては。

大体 15ほどの委託業務を○豊島生涯学習課長 ※

持っておりますけれども、予算の関係で随契に

なるものもあれば、基本的には入札ということ

で、指名入札ですけれども、やらせていただい

ております。ただ、特殊な事例がある場合には

随契ということもありますけど、基本的な姿勢

。としては指名入札ということで行っております

15種類の中で随契が幾つで指名競○十屋委員

争入札は幾つですか。

ちょっと調べまして後ほ○豊島生涯学習課長

どお返事させていただきます。

さっき十屋委員が質問されまし○中村委員

た445ページ、４番の知的障害者就労支援モデル

事業、さっきの答弁で業者に820万5,000円、賃

金として420万円ということでしたよね。そこは

間違いありませんか。というのは、なぜここで

聞くかというと 私 知的障がい者の件でハロー、 、

ワークに行ったことあるんですよね。求人広告

が出ておって、そして就労する人がおる。その

中で、ハローワークじゃないんだけど、厚労省

かどこからか賃金が補てんされるんですね。半

年だったと思います。補てんされるんですよ。

そういう制度があるんですよね。これとの整合

性はどうなるのかなと。ここで820万円お支払い

、 、 。し 賃金も420万円 ３人に対して支払っている

ところが、そういう厚労省あたりからの施策が

あるんですよね。それとの整合性はどうなるん

ですか。

高等部の卒業生につ○渋谷特別支援教育室長

きましては、事業所に出かけていって、そこで

研修を受けるということでございまして、研修

をそこで訓練を受けるわけですが、一定の例え

ば本庁の本館で清掃業務をするわけですね。そ

の清掃業務をする対価というんですか そういっ、

た意味で子供に対して賃金を払うと、１人当た

りおおむね12万円程度の予算措置をしていると

いうことでございます。以上でございます。

。○中村委員 これは在学中にという意味ですか

卒業生ということで○渋谷特別支援教育室長

ございます。

卒業生でしょう。だから、卒業生○中村委員

だったら、そういう厚労省からの賃金の補助金

※109ページに訂正発言あり
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が出て、手続をちゃんとすればですよ、出るの

にかかわらず、こういった施策がなされるとい

うことは、当然厚労省から賃金の補てんが半年

ぐらいあるのにかかわらず、こういう制度があ

るということは、その制度を活用していないと

いうこと、そうでしょう。これでやって、これ

で予算措置されるといいんだけど、厚労省から

賃金をもらえる分があるんですよ。その分はも

、 、らわないで この事業でやってしまうとなれば

予算のむだ遣いになるんじゃないかということ

なんです。

雇用という形で考え○渋谷特別支援教育室長

たときには、あくまで研修生、訓練をお願いし

ているということでございますから、私どもの

認識としては、事業所に雇用されている者では

ないというふうに理解しております。したがっ

て、その分についての人件費は予算化させてい

ただいているということでございます。以上で

ございます。

だから、その辺をむだなく活用す○中村委員

れば安くで済むじゃないですか。その事業に対

、 、 、 、して 研修ですから させてください しかし

そういう手続をとりましょうよと、それについ

て県から若干の補助金は出しますということに

なれば、これだけの金は要らないんじゃないか

ということも考えられますよね。だから、工夫

の仕方があるんじゃないかという気が、今３人

とおっしゃったから、それだったらそういう厚

労省からの手続があるなと思ったんですが、そ

れはちょっと研究された方がいいのかなと思っ

たところです。

御指摘の件について○渋谷特別支援教育室長

は、ちょっと調べさせていただいて、予算の執

行の段階で、可能であれば、その辺をまた考慮

した形でやりたいと考えております。以上であ

ります。

それから、団塊の世代がどんどん○中村委員

退職される時期で、退職手当費66億4,409万、こ

れは何人ぐらいの方が定年をお迎えになるんで

しょうか。

19年度では、定年は現在の○谷村教職員課長

ところの積算基礎で182名を予定しております。

例年 今までは平均何人ぐらいだっ○中村委員 、

たんでしょうか。

大体今年見込みぐらいです○谷村教職員課長

が、今まで、この前もちょっと補正のときに申

し上げましたように、若干前倒しでやめられる

人がいらっしゃるものですから、それがちょっ

。 。と減っていくということになります 以上です

182名で割り算すればわかるんです○中村委員

が、大体１人ぐらいどのくらいでしょうか。こ

れは割ればわかるんですが、大体どのくらいで

すか。

定年でおよそ１人当た○谷村教職員課長

り2,800万程度でございます。

ちなみに、先生方の給与は小中高○中村委員

、 。違うでしょうが 平均年俸で幾らぐらいですか

平均は私たち800万程度と見○谷村教職員課長

込んでおります。

県議で手取り私が47～48万ですか○中村委員

、 。 、ら いいですね 10％カットでございますから

まだ知事が20％カットとしてますから、そうす

ると県会議員も大したことないですね。余残な

ことでした。済みません。

２点ほど、さっきの図書館、○外山三博委員

これは生涯学習課ですよね。本の購入費という

のは、この456ページの資料整備費4,000万、こ

の中に入っておるんですか。

456ページの下の方の奉仕○豊島生涯学習課長

活動推進費の中の説明１の資料整備費4,074万
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円、これが一般図書の購入費ということになり

ます。

この金額が多いのか少ないの○外山三博委員

か私は全然わかりませんが、非常に財政難で、

こういうところにしわ寄せが来ておる可能性が

あるんですね 過去 開館当時は別として ずっ。 、 、

とここのところ、この図書購入費の予算の推移

というのはどうなんですか。横ばいなのか、ふ

えておるか、減っておるか。

先ほど御説明いたしまし○豊島生涯学習課長

た4,074万円といいますのは、一般的な図書の購

入費が4,074万円ということで、それプラス、先

ほど御説明いたしました、みどりの図書館づく

りのための図書費あるいは移動図書館の「やま

びこ」に載せます巡回に要する図書費を加えま

すと、大体来年度予算が4,900万ということにな

ろうかと思います。ここ何カ年かの図書費の推

移ですけれども、平成17年が4,970万、今年度

が5,220万、来年度が4,900万ということになり

まして、特に減少傾向をたどっているというこ

とではなくて、図書館にとりまして、新しい図

書を購入するというのは命にかかわることです

ので、それについては財政当局の御理解もいた

だきながら、こういう数字で推移しているとこ

ろであります。

この予算で購入される本は、○外山三博委員

分厚いのも薄いのもあるでしょうが、大体何冊

ぐらいなんですか。ざっとでいいです。

大体、年間１万7,000○豊島生涯学習課長

～8,000冊というふうに聞いております。

１万7,000～8,000冊というの○外山三博委員

はすごいボリュームだと思うんですが、これは

毎年買っていくと、その置く場所、これはどん

なふうにして、ずっとあそこの書庫に置いてお

るんですか、それともどこか倉庫を別個に持っ

てやっておられるんですか。

平成17年度末で図書館の○豊島生涯学習課長

蔵書数が62万冊となっております。書庫の方は

一応80万冊の収容能力は持っておりますので、

それと書庫に入らなくて閲覧室に置いてある本

が、12～13万冊は閲覧室に出ておりますので、

まだまだ書庫の方としましては収容能力はある

という状況にはございます。

この宮崎の図書館の蔵書のレ○外山三博委員

ベル、ほかの県の県立、市立いろいろあると思

、 、うんですが 蔵書の中身にもよるんでしょうが

どうなんですか。ほかの同じような図書館と比

、 。べて そのレベルはどういうレベルなんですか

図書館側の話でしかあり○豊島生涯学習課長

ませんけれども、県立図書館としましては、九

州各県横並びに見ても、レベル的に遜色はない

というふうに聞いておりますし、県内の市町村

立図書館に比べますと、専門書的なものは当然

予算の関係もあって県立図書館の方が豊富に

持っておるという状況にはあります。

もう１点、図書館でいろんな○外山三博委員

。 、本をそろえていかれますよね そろえるときに

この宮崎県立図書館としての特徴というか、こ

ういうものに関しては全国一のレベルを目指す

というような、そういう理念というか考え方と

いうか、何かそういうものがあるべきだと思う

んですが、そこのところはどうなんですか。

先ほど申し上げましたみ○豊島生涯学習課長

どりの図書館づくりということで、平成13年度

から、県立図書館としての、宮崎としての特色

を出そうということで、自然と環境に関する本

は特別収集をやっております。ただ、ほかの本

に関しましては、当然一般の方が利用されると

いうこともありますので、特にどこにこだわっ

たということじゃなくて、図書館にあります資
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料収集方針に基づいた形で現在は収集作業を進

めておるというところであります。

宮崎は日本発祥の地と言われ○外山三博委員

る神話があるんですが、そういう歴史的なもの

を掘り下げた図書を特別収集しておるというこ

とはないんですか。

本の割合としては歴史物○豊島生涯学習課長

が一番多いわけですけれども、その次が社会科

学の本と聞いておりますが、特に歴史物を集中

的に意図的にということでは今のところは聞い

ておりません。

次に、美術館についてちょっ○外山三博委員

とお尋ねしたいんですが、美術品の収集費はど

こに計上してあるんですか。

美術品の収集につきまし○豊島生涯学習課長

ては、あそこは収集の基金を持っておりますの

、 。で 特にこの予算の中では計上しておりません

その基金はどのくらいの基金○外山三博委員

なんですか。

今現在、７億円という基○豊島生涯学習課長

金になっております。

これは７億円から毎年それを○外山三博委員

使って購入するということなんですか。

７億円を使って購入しま○豊島生涯学習課長

して、翌年度一般会計の方で買い戻すというこ

とで基金は運用しておりますけれども、15年度

以降につきましては、非常に財政状況も厳しい

ということで、今現在、基金は凍結している状

況にはあります。

ということは、一般会計から○外山三博委員

も繰り入れないし、基金を使って美術品の購入

もしていないということですか。

現状そのとおりです。○豊島生涯学習課長

財政状況を考えたら、一番こ○外山三博委員

ういうところにしわ寄せが来るというのは理解

できんこともないんですが、次にもう１点、昨

年か一昨年、書道関係の方がお見えになって、

あそこの美術館には書が置いてないということ

で、何とかあそこに置くべきじゃないかという

ことで私も話を聞いて、教育委員会の方にも話

をした経緯があるんですが、その後、書につい

てはどんなふうになっておるんですか。

書につきましては、実は○豊島生涯学習課長

今回の県美展におきましても、1,400点ほどの応

募があった中で、写真、絵画に次いで書が多い

ということで、非常に書の場合は底辺が広いと

思っておりますし、書につきましては昨年も議

会で質問もいただきましたので、ことし１月の

企画展の中で、博物館、図書館が所有しており

ました書を扱った展覧をしております。

展覧は展覧として、あそこに○外山三博委員

収納して常時置いておく考えはないかというこ

とはどうなんですか。

、○豊島生涯学習課長 現在の収集方針の中には

残念ながら書というものは入っておりませんの

で、その収集方針の見直しを含めて今検討して

いるところであります。

ということは、書は美術品扱○外山三博委員

いしてなかったということなんですか。

現状では、美術館の方で○豊島生涯学習課長

書は１点も所有しておりません。

そういうことであるなら、日○外山三博委員

本古来の非常にすぐれた書もいっぱいあるわけ

ですよね。今、課長が今までは所有してないと

いうことですから、ひとつ前向きにこれを中に

置いておくということで検討いただきたいと思

いますが、これは教育長にちょっとその辺の見

解を。

今、課長が答弁したとおりでご○高山教育長

ざいますけれども、議会でも再三この書の収集
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についての御質問がございましたし、そういっ

た方向で検討するということで内部的には検討

いたしておりますので、御理解いただきたいと

思います。

まず、関連してですが、この図書○蓬原委員

館ですけれども、我々は一極集中はいかんとい

うことをいつも言ってきております。それで、

宮崎は市の図書館もあるわけですね。市町村に

おいては図書館のないところもあるということ

でございますが、県の図書館が目指すその存在

意義は何だと、聞けというこちらのそういう意

見もあるんですが、県立ですから、そこあたり

のそういう恩恵に浴さない地域の皆さんに対し

てはどう配慮するんだという、ちょっとそのあ

たりのことを何か配慮されている事業でもある

のかどうか。巡回図書館なのかもしれん。ある

いは市とのリンクですよね。例えば同じ本がそ

こも並んでるんじゃないかとか、データベース

化してそこがリンクするようになってるのか、

そこあたりはあるのかどうか、ちょっとお聞か

せいただきたいと思います。

いわゆる遠方の方への図○豊島生涯学習課長

書館サービスですけれども、一つとしては、先

ほど申しました移動図書館の やまびこ を使っ「 」

たサービスが一つございます。一つには、各地

区の市町村の図書館とか公民館の図書室に年３

回ですけれども 一応巡回しまして 昨年度 17、 、 、

年度実績で２万7,000本の配本をいたしておりま

す。また、僻地の小中学校を対象にした子ども

図書館という事業もやっておりまして、これも

昨年度、年３回県内を巡回しているわけですけ

、 、れども １万4,000冊の配本を行っておりますし

また、ＰＴＡ団体等で団体で読書をしたいとい

う方々に対しましては、同じく「やまびこ号」

を使うんですけれども、ＰＴＡ文庫ということ

で平成17年度11団体に約7,000冊という配本を

行っておるところです。それから、もう一つの

サービスとしましては、マイラインサービスと

いうことで、遠方の方が近くの図書室、図書館

に本がない場合には、検索をしていただきまし

て、その検索の本が例えば県立図書館にあると

なれば、それを週１回の宅急便でありますとか

月１回のマイライン専用車を使って、最寄りの

図書館、図書室に配本すると、そこで受け取っ

ていただくというサービスは行っているところ

です。

図書館の意義ですけれども、やはり県立です

ので、市町村立の図書館あるいは公民館の図書

室と公共図書館連絡協議会を組んでおりますの

で、その中で資質向上を含めた研修事業も行っ

ておりますし、今、図書館の方で県政の発信事

業ということでギャラリーを使った展示等も

行っておりますが、これも図書館だけではなく

て、県内の各市町村立図書館あるいは公民館の

図書館でもそういったギャラリー展示をしてい

ただくというふうなことを来年度に向けて検討

しているところであります。

意義については明確でなかったん○蓬原委員

ですが、その利用状態 「やまびこ」だとかＰＴ、

Ａ団体に僻地に市町村にというのがあるんです

が、実際に利用者として見たときに、県都にい

る人と地区外にいる人の利用者の割合、どうい

う形で借りたにしても、宮崎市に住んでる人と

市外にいる人たち、地域ごとの利用者の割合と

いうのは出しておられると思うんですよね。今

なければ後ほどいただきたいんですけれども、

今わかれば概略を教えてください。

平成17年度の資料になり○豊島生涯学習課長

ますけれども、貸し出し状況を見ますと、宮崎

市内が約８割という数字は上がっております。
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例えば、私どももこれだけ宮崎に○蓬原委員

来ますけど、県立図書館で本を借りたことはな

いんです。我々からすれば、やっぱり遠いんで

す。だから、県立図書館なのに、いわゆる一極

集中はいかんという我々が議論していることと

つながるわけですけれども、８割というのはほ

とんど宮崎の人しか使ってないということです

から、今いろいろやっておられるという話は聞

きますが、我々県の広報とかいうようなものも

見ますけれども、ＰＴＡ文庫、マイラインサー

ビスがどうとかありましたけど、はっきり言っ

て知らないです。ということは、その周辺、宮

崎市以外の人たちには非常に使いづらい図書館

であると言っても過言じゃないと僕は思います

ので、だから県立図書館である以上は、そのあ

たりをちゃんとこれから、今までがそうであれ

ば、もうできてるわけですから、これをいかに

県民にひとしく広く利用していただける施設に

するかということをぜひ考えていただきたいと

いうことをお願いしておきたいと思います。

そして、451ページですが、財源について、こ

れは確認です。素朴な質問で申しわけありませ

ん。451ページの高等学校費、特定財源というの

が25億あるわけですが、ほとんどが先生方の給

与だと思うんですけれども、特定財源というの

は授業料のことでしょうか。

そのとおり、授業料が主で○谷村教職員課長

ございます。以上です。

そうなったときに、小学校費の特○蓬原委員

定財源というのが504万8,000円ありますが、こ

れは何かということをまず一つお尋ねしたい。

この財源に充てております○谷村教職員課長

のは、教育職員の免許手数料とかあるいは青年

海外協力隊あたりに行っておりまして、その補

てんがございます。そういうものを財源として

充てている。以上でございます。

下の教職員数4,590名というところ○蓬原委員

の中に、国が10／10というのがあります。これ

は義務教育だから全部国じゃないかなと思って

見ましたら こういうことになってます 10／10、 。

はわかるんですが、国１／３、県２／３という

のがありますね。それと県単というのがあるん

ですが、金額の割合は違うのもしれませんが、

この国１／３、県２／３と県単というのは、教

職員の方々の給与のどの部分に充てているのか

なということを。

この国の10／10といいます○谷村教職員課長

のは、先ほど言いました国から全額補てんの分

というのがあります。それから、国１／３とい

うのは、基本的には給与費総額で、いわゆる義

務教育費国庫負担１／３という部分がございま

。 。す それは県が２／３ということになりますね

それと、県単というのは、この職員の中には県

単定数がございます。その分が入っております

ので、そういうもので賄っているというような

ことでございます。

要するに、県でプラスアルファ的○蓬原委員

に頼んでおられる講師の方とか、そういう方が

県単になるということと理解していいですか。

講師に限らずですが、例え○谷村教職員課長

ば本県では県単定数を持っているのが養護教諭

とか、養護教諭等につきましては、法定数とい

うのがございまして、国の基準の定数がござい

ます。それは定数上、小規模学校には完全に行

くようにはなってないんですね。その分につい

て、本県は過疎県ということで、以前、小中学

校は小っちゃな田舎というか過疎地域にもござ

いました。そういうときに県単独で、いわゆる

地域、無医村というんですか、お医者さんのい

らっしゃらないような市町村もございまして、
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政策的にそういうところに養護教諭を配置しよ

うというようなことがございまして、昭和30年

代ですかね、そういう歴史的なことがございま

、 。して 県単で措置したということはございます

それが今も生きている部分がございます。以上

です。

さっき退職手当の話が出ました 66○蓬原委員 。

億4,409万5,000円、182名で割ると数字がわかり

ますよということで、暇でしたから割ってみた

んですが 3,650万6,000円になるようです 3,650、 。

万6,000円という数字が出ます。さっき2,800万

とおっしゃいましたが、訂正はありますか。

先ほど定年者の数を申し上○谷村教職員課長

げましたので、これ以外に勧奨だとか普通退職

、 、とか そういう人たちもいらっしゃいますので

そんなのを加味して約66億ということで試算し

ているところでございます。以上です。

先ほど十屋委員から御質○豊島生涯学習課長

問ありました図書館の中の業務委託の関係です

けれども、私、先ほど15件と申しましたが、実

際は14件の業務委託を行っておりまして、内訳

は入札が３件、残り11件は随契になっておりま

すけれども、これはいずれも予算が100万円未満

ということで随契取り扱いにさせていただいて

おります。以上です。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですから、３課の○外山良治委員長

審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時56分休憩

午後２時２分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

スポーツ振興課長、文化財課長、人権同和教

育室長に説明を求めます。

スポーツ振興課関係○坂口スポーツ振興課長

について御説明を申し上げます。

歳出予算説明資料のスポーツ振興課のイン

デックスのところ、ページで申し上げますと459

ページをお開きいただきたいと思います。

一般会計で11億515万円をお願いしておりま

す。

以下、主なものにつきまして事項別に御説明

を申し上げます。

461ページをお開きいただきたいと思います。

上から５段目の 事項 学校体育指導費に1,877（ ）

万6,000円を計上しております。これは学校体育

の指導に要する経費でございますが、主に２の

子ども体力育成事業で、児童生徒の体力テスト

や運動部活動の外部指導者派遣に要する経費で

ございます。

次の（事項）社会体育指導費に637万4,000円

を計上しております。これは、指導者養成や生

涯スポーツ表彰などを実施します１の社会体育

指導費や、３の県立学校体育施設開放事業によ

り県立学校の体育館やグラウンドを県民に開放

し、生涯スポーツの振興を図るものでございま

す。

次に、一番下の（事項）スポーツ施設管理費

に４億155万3,000円を計上しております。主な

ものは、県体育館や総合運動公園の有料公園施

設などの指定管理者に対する管理委託費でござ

います。

462ページをお開きいただきたいと思います。

（事項）健康教育指導費に1,484万9,000円を

計上しております。これは、１や２にあります

健康教育に関する研修事業や、４にあります学

校を中心とした食育を推進する事業を主な内容

としております。
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また、５のこころと体の健康教育推進事業

に351万4,000円を計上しておりますが、これは

本年度まで実施しております、いのち健やか性

教育推進事業を改善して、学校と保健所などの

地域保健との連携の強化や校長等管理職への研

修などの内容を加えた取り組みを行うものでご

ざいます。

次の（事項）保健管理指導費に4,058万5,000

円を計上しております。これは、主に県立学校

の児童生徒を対象とした尿検査などの各種健康

診断や心臓検診に係る手数料でございます。

（事項）体育大会費に１億5,347万6,000円を

計上しております。１の国民体育大会経費は、

大分県で開催されます九州ブロック大会と秋田

県で開催されます本大会への本県選手団の派遣

等に要する経費でございます。

また、２にみやざき県民総合スポーツ祭開催

事業に1,012万4,000円を計上しておりますが、

内容につきましては、後ほど常任委員会資料で

御説明を申し上げます。

次の（事項）体育振興助成費に8,970万円を計

上しております 主なものとしましては 次の463。 、

ページにあります（３）の財団法人宮崎県体育

協会などの各種団体や各種大会開催の助成に要

する経費でございます。

次の（事項）競技力向上推進事業に１億6,531

万6,000円を計上しております。内容は （１）、

選手強化対策事業により、県内外への遠征や強

化合宿などの経費を支援するとともに、本県競

技力の中心となる少年競技力強化のため （２）、

みやざきトップアスリート育成事業により、競

技力強化推進校などへの支援や中高校生の優秀

な選手の一貫指導体制による強化を行うもので

ございます。

次の（事項）県立学校体育施設整備費に１

。 、億9,627万7,000円を計上しております これは

高千穂高校に西臼杵地区養護学校が設置されま

すことから、養護学校生が利用する体育館を設

置し、高校生も武道場として活用できる施設を

整備するものでございます。

引き続きまして、主な新規重点事項について

御説明いたします。

お手元の常任委員会資料をお願い申し上げた

いと思います。９ページをお開きいただきたい

と思います。

みやざき県民総合スポーツ祭開催事業でござ

います。

、 、この事業は １の事業目的にありますように

障がいの有無や年齢にとらわれず、広く県民に

スポーツを普及し、健康の増進、体力の向上な

どに役立てていただくために、これまで実施し

てまいりました県民体育大会と見るスポーツな

どの交流を目的としたさわやかスポーツ大会を

整理統合し、種目等を拡大して開催するもので

ございます。

２の事業内容でございますが （１）の開催時、

期は６月を予定しております。

内容につきましては （２）の開催規模にあり、

ますように、これまでの県民体育大会等で行っ

ておりました市郡対抗の部及び高齢者や障がい

のある方も参加できる交流の部から成る県民体

育大会の部に加えまして、だれでも参加できる

スポーツ・レクリエーションの部を新設し、幅

広い構成内容にしたいと考えております。

また、伝統ある第61回県民体育大会という名

称は引き続き使用してまいります。参加者は約

２万人を見込んでおります。

３の事業費につきましては、1,012万4,000円

を計上しております。

以上でございます。よろしくお願い申し上げ
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ます。

文化財課でございます。○米良文化財課長

歳出予算説明資料、文化財課のインデックス

のところ、465ページをお願いいたします。

当課所管の平成19年度当初予算は、一般会計

の12億3,995万9,000円を計上しております。

以下、主なものにつきまして事項別に御説明

いたします。

次の467ページをお願いいたします。

まず、上から５段目の（事項）文化財保護顕

彰費に6,197万8,000円を計上しております。

主なものといたしましては、中ほどの４でご

ざいますが、特別史跡西都原古墳群保存整備事

業に1,532万7,000円を計上しております。これ

は、西都原古墳群の除草費や覆屋の維持管理費

等であります。

同じく、７の西都原古墳群歴史ロマン再生空

間形成事業2,787万4,000円につきましては、特

別史跡西都原古墳群の整備を進めるものであり

ますが、19年度は111号墳の墳丘復元等を行うも

のであります。

同じく、９の民俗文化財等後継者育成事業140

万円につきましては、保存団体や文化財愛護少

年団を対象として、衣装や道具の更新等に要す

る経費の一部を支援したり、文化財愛護少年団

の構成員を対象に、他地区の伝統芸能や文化財

を視察し、地区住民との交流を通じて文化財を

守り育てる意識を醸成するものであります。

同じく、10の西都原古墳群及び周辺地域の史

跡整備連携事業386万4,000円につきましては、

西都原古墳群で進めています現行の整備事業が

平成19年度までで終了するため、平成20年度以

。降の新たな整備計画を立案するものであります

次に 一番下の 事項 文化財保護対策費に611、 （ ）

万円を計上しております。

このうち １の文化財保護管理指導299万2,000、

円については 県下全域に文化財保護指導員を15、

人委嘱しまして、国・県指定の文化財の巡視あ

るいは文化財愛護思想の普及啓発を行うなど、

。文化財の保存活用対策を進めるものであります

468ページをお願いいたします。

一番上の（事項）埋蔵文化財保護対策費に８

億324万6,000円を計上しております。

主なものといたしましては、中ほどでござい

ますが、３の国道発掘調査に１億4,234万5,000

円、４の東九州自動車道発掘調査に６億161

万2,000円を計上しております。これらの調査費

用はいずれも事業者の全額負担でありまして、

国道及び東九州自動車道の新直轄につきまして

は国土交通省から、新直轄以外の東九州自動車

道につきましては、西日本高速道路株式会社か

ら委託を受けて実施するものであります。

、東九州自動車道道の発掘調査につきましては

用地取得の状況によりますけれども、国土交通

、省が施工します清武―日南間及び北川―県境間

西日本高速道路株式会社が施工する西都―都農

間、門川―日向間、日向―都農間の発掘調査及

び整理作業を予定しているところであります。

次に （事項）埋蔵文化財センター費に3,358、

万1,000円、次の博物館費に１億3,568万9,000円

を計上しておりますが、いずれも光熱水費等の

管理運営費であります。

一番下の欄の博物館教育普及費につきまして

は、次の469ページの特別展費に2,101万8,000円

を計上しておりますが、これは吉村作治の早大

エジプト発掘40年展など５つの特別展等の実施

に要する費用であります。

次の（事項）博物館資料整備費306万1,000円

の２の民家園ふるさと文化再生事業の70万9,000

円につきましては、４月当初からの部材保管の
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ためのプレハブ倉庫賃借料のみを計上している

ものであります。組み立てに要する経費につき

ましては、現在設計を行っているところでござ

います。

２つ目の（事項）考古博物館費に１億4,050

万3,000円を計上しておりますが、光熱水費等の

管理運営に要する経費であります。

次の（事項）考古博物館教育普及費に2,081

万9,000円を計上しております。これは、特別展

「巨大古墳の時代展」や日韓交流展「王者の装

い展」などの実施に要する経費であります。

最後の（事項）考古博物館資料整備費の２の

県内出土古墳時代鉄製品集成事業276万6,000円

につきましては、我が国でも有数のものであり

ます県内の古墳等から出土した約5,000点の武器

や武具等の鉄製品を分析・記録し集成を図ると

ともに、後世に継承するため、保存処理技術の

研究を行うものであります。

次に、債務負担行為について御説明をいたし

ます。

別冊の資料、平成19年２月定例県議会提出議

（ ） 。案 平成19年度当初分 という方でございます

これの11ページをお開きいただきたいと思い

ます。

一番下の段になりますが 埋蔵文化財センター、

（ ）調査研究室臨時増設事業 東九州自動車道関連

であります。

これは、東九州自動車道関連の発掘調査に伴

う調査研究室として、平成13年度から平成18年

度まで債務負担行為を行い、プレハブ建築物を

借用して埋蔵文化財センターに設置していると

ころでありますが、さらに継続して発掘調査を

行う必要があるため、平成19年度から３年間の

債務負担行為を行うものであります。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

人権同和教育室に○遠目塚人権同和教育室長

ついて御説明を申し上げますが、また先ほどの

分厚い歳出予算説明資料をお願いいたします。

平成19年度歳出予算説明資料の人権同和教育

室のインデックスのところ、ページで申します

と471ページをお開きください。

一般会計で832万3,000円をお願いいたしてお

ります。

以下、事項別に御説明を申し上げます。

ページをめくっていただきまして、473ページ

をお開きください。

（事項）人権教育総合企画費に418万6,000円

を計上しております。

その下の説明欄、１の人権教育総合企画の推

進318万3,000円についてでございますが、これ

は平成18年度から実施しております、共に生き

る力を育む人権教育推進事業に要する経費であ

ります。この事業は、県内３カ所の中学校区を

モデル校区といたしまして、校区内の幼保小中

、 、 、高 盲・聾・養護学校と地域 家庭が連携して

。人権教育の実践研究に取り組むものであります

そのほか、２から４は、旅費や需用費など年

度当初から業務の執行に必要となる経費を計上

しております。

次に、下の（事項）人権教育連絡調整費413

万7,000円を計上しております。これは、市町村

教育委員会や人権教育関係団体との連絡調整、

。人権教育の調査指導に要する経費でございます

そのうち、２の人権教育関係団体との連絡調

整346万4,000円についてでありますが、８月に

本県におきまして九州地区人権・同和教育夏季

講座が開催されることになっており、その開催

支援のための経費299万円が主な内容でございま

す。この夏季講座は九州各県持ち回りで開催さ
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れるものでありまして、九州各県から教職員を

中心に約4,000名が参加するものであります。こ

の開催を支援することによりまして、本県の人

権教育の推進、教職員の資質向上に寄与するも

のと考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。

３課の議案説明が終了しま○外山良治委員長

した。質疑はありませんか。

知事がこの前答弁の中で、国民体○中村委員

育大会を廃止すればいいじゃないかという話が

ありましたね。あれなんかはスポーツ振興課、

教育委員会と何かすり合わせでレクチャーされ

たんですか。

国体を廃止すればい○坂口スポーツ振興課長

いというようなことを私たちは言っておりませ

ん。

違うんです。知事が言いましたよ○中村委員

ね。国民体育大会はこれだけの予算がかかるの

、 。であれば なくすのも一つの方法じゃないかと

というのは、教育委員会に何かそういう知事か

ら投げかけがあったり、何かあったんですか。

、○坂口スポーツ振興課長 レクチャーの中では

そういったことを私たちは聞いておりません。

知事から投げかけは後であったのかもしれませ

んけど、レクチャーのときには聞いておりませ

ん。

じゃ一方的に思いつきを言っただ○中村委員

けということなんですね。わかりました。

スポーツ振興課に１点お尋ね○外山三博委員

をしたいんですが、この中に予算計上したのか

よくわかりませんが、今の文科省が打ち出して

おる事業で、総合型スポーツクラブの設置とい

うことで 今県内でも幾つか設立 ついせんだっ、 、

ても、１週間ぐらい前かな、私の地区、住吉も

設立総会を開いたんですが、これに関してどこ

か予算措置がしてあるんですか。

設立に向けての支援○坂口スポーツ振興課長

は、国の体育協会あたりからも来ております。

本県としては、それに対するアドバイザーを派

遣する経費とか、設立に向けてのアドバイスを

するためのアドバイザーの派遣費とか、そうい

うものを組んでおります。

そうしますと、県の役割、こ○外山三博委員

れに対してはどういう役割になるんですか。

、○坂口スポーツ振興課長 県といたしましては

市町村にそれぞれ総合型のスポーツクラブをつ

くっていただいて、そして、それぞれの市町村

で、市町村のそれぞれの地域の中で、だれでも

が、高齢者から幼い子供たちまでがいろんな種

目が自分で選べて活動できるような、そういっ

、た総合型を開こうということでございますので

要は市町村がそういったことに取り組んでいた

だく、そのために県としては設立に向けていろ

んなアドバイスをしているという役割でござい

ます。

今、県内の各市町村の認識と○外山三博委員

いうか取り組みというか熱意というか、そこ辺

はどんなふうになってますか。

いろいろな温度差は○坂口スポーツ振興課長

ございますけれども、一生懸命やっていただく

ところと、私たちも一生懸命市町村に行ってお

願いはするわけですけれども、なかなか温度差

があって一概にはいかないわけですけれども、

今４つ各市町村にできて、６つが本年度じゅう

にやります。来年度、７つから10ぐらいが設立

に向けて今準備を進めておりますので、少しず

つでありますけれども、各市町村に御理解をい

ただきながら総合型スポーツクラブを立ち上げ

ていただいているという現状でございます。
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私は一番最初に宮崎市の東大○外山三博委員

。宮地区というところができたと思うんですよね

、それから準備がいろいろ始まっておるんですが

中身を聞いてみると、２年か３年は宮崎市の場

合は幾らかの補助をすると、そして後は独立と

いうか自助で会費でやってもらいたいという、

それはわかるんですが、ただ、私の地区の設立

当時の状況を見ておっても、既存のいろんなス

ポーツ団体がありますよね。ママさんバレーと

かソフトチームとか そういう既存のものがあっ、

て、また新たないろんなスポーツをする人を網

羅した組織をつくってその会費で運営していく

と。補助がある間は、２年ぐらいはいけても、

会員が500人超えないと運営は難しいんじゃない

かというような話を聞いております。だから、

文科省、国がそういう方針を出したにしても、

これは私の所感、考えですけれども、もう少し

既存のスポーツクラブとの整合性というか関係

をどうするか。それから、いろんなスポーツを

、 、取り入れてやってほしいといっても その場所

運動場、それから体育館と、特にニュースポー

ツというのか、これは屋内の体育館を使う競技

が多いんですね。ですから、そういう設備の状

況はどうかとか、そういうところを少し総合的

に先行する部分があって設立にいかないと、何

か国が言ったからやらんとしようがないという

、ような形で設立を急いでおるような感じがして

ちょっと時期尚早というか、そんな感じがして

ならないんですが、県として今私が言ったよう

な感じはお持ちじゃありませんか。

確かにそれぞれの地○坂口スポーツ振興課長

域には、競技スポーツ、競技を競うということ

でそういったクラブもございますけれども、そ

れ以外の方々で気楽にスポーツをやりたい、例

えばストレス解消とか運動不足を解消したいと

か、そういう目的の方もいらっしゃいます。そ

ういう方々を対象にして、みずから自分たちで

財源を出して自主的に運営をしようということ

で、この総合型スポーツクラブがあるわけでご

ざいますけれども、委員御指摘のように、施設

の問題等々もございますので、そういったこと

も総合的に私たちも考えていきながら、各市町

村とまた相談をしながら、また指導もしながら

やっていかなければいけないのかなと、でない

と、この日本の中ではなかなか育ちにくい面も

あるのかなとは思っております。以上でござい

ます。

日本独自の地域社会というの○外山三博委員

があるんですよね。ただ、ヨーロッパでこうい

うものが先行してあったかなということはある

のかもわかりませんけれども ぜひ今課長がおっ、

しゃったように、やみくもに市町村の尻たたい

、 、 、て はよやれ はよやれということじゃなくて

そこ辺の既存のスポーツ団体との関係、それか

ら施設はどうか、そういうことも勘案しながら

県の関与というか、この前も県のスポーツ指導

センターの所長がわざわざおいでになっており

ました。だから、そういうことで一生懸命考え

てもらっておることはありがたいのですが、確

かに生涯スポーツをみんなでやって健康維持に

取り組んでいくと、それからもう一つ、この総

合型スポーツのいいところは、スポーツを通じ

たコミュニケーションを図っていくという意味

、 。で 非常に今までにない組織ではあるんですよ

コミュニティーづくり、ほかの自治会とか、い

ろんなコミュニティー、組織があるんですが、

スポーツを通じたコミュニティーづくりという

のは、新しい時代の日本の社会の一つの生き方

を考える上で非常におもしろいなという意識は

持っておりますから、ただ、やみくもにつくれ
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ばいいということでつくって空中分解してしま

うと、せっかくいい理念がどっか吹っ飛んでし

まうような気がするもんですから、一言申し上

げました。

委員が今御指摘のよ○坂口スポーツ振興課長

うに、地域のだれもが、いつでも、どこでも、

いつまでも 息の長いクラブであるように じっ、 、

くり各市町村検討していただいて、そういった

方向で私たちも指導していきたいと思っている

ところです。

次は文化財課、この事業予算○外山三博委員

の中で、男狭穂、女狭穂に関する事業というの

はどこかにあるんですか。

現時点では骨格予算という○米良文化財課長

ことで、特に計上しておりません。

ということは、肉付けをする○外山三博委員

６月の補正には何らかの予算を要求していきた

いと、事業をつくっていきたいというお考えで

すか。

肉付けにつきましてはなか○米良文化財課長

なか、作業の段階ということがございますが、

そういうつもりで作業は進めております。

今、課長がそういうつもりで○外山三博委員

作業を進めておるということですから、教育長

はしっかりそのことを頭に置いていただきたい

と思いますが、私はせっかくここまで探査して

、 、 、もらって 男狭穂が全く違う形態と ですから

その報告書はことしの予算でできるんでしょう

が、今度はこれをもとに、国、宮内庁あたりに

要請していく予算はどうしても必要だろうし、

最終的には木を切ってこっちから見たときにあ

の形がきちっと出てくる、それを最終目標に私

は置くべきだろうと思うんですよ。そういうこ

ともぜひ頭に置いていただいて、全面的に賛成

しますから、肉付け予算の編成をお願いいたし

ます。以上です。

委員がお考えの中身と若干○米良文化財課長

違うかもしれませんけど、伐採ということにつ

きましては、現時点ではいわゆる法律の壁があ

りまして、すぐすぐ予算をということにはなら

ないと思っております。ただ、最終的にそれを

目標にしてという気持ちについては、一生懸命

頑張ってまいりたいと思っております。

今、法律の壁と言われたんで○外山三博委員

すけど、どんな壁があるんですか。

法律名で申しますと、地方○米良文化財課長

財政再建促進特別措置法ということで、そうい

う国有財産について県が支出してやるというこ

とについてはできないということで、そのこと

については、宮内庁の方からもそういうことだ

ということで現在言われている状況でございま

す。

それは県ができないんだった○外山三博委員

ら宮内庁が予算計上して、宮内庁の予算でやれ

ばいいだけのことで、だから、県がそういう考

、 。え方をきちっと持って それを突っ込んでいく

特に、その予算をつくった段階で知事にそのこ

とを上げていって、知事を先頭に宮内庁に行こ

うと行ったら知事は絶対行きますよ。そうする

と、カメラがついてくるから、また違った展開

ができてくる可能性がありますから、新しい知

事だから私はチャンスがあると思いますので、

よろしくお願いをしておきます。以上です。

スポーツ振興課にちょっとお尋ね○十屋委員

したいんですが、端的にことしの国体の目標は

何番目でしょうか。

本年度30位台を一応○坂口スポーツ振興課長

目標にしております。九州ブロック40種別を突

破ということで今競技団体にお願いをし、今鋭

意努力をしておりますので、30位台に乗るよう
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に一生懸命頑張っていきたいと思いますし、バ

スケットあたりが一生懸命頑張ってくれると一

番我々としてはうれしい限りでございますけれ

ども、また議員の方からもよろしくお願いを申

し上げたいと思います。

今まさに言われたんですが、私も○十屋委員

県協会の副会長という立場でハッパをかけたい

と思うんですけれども、なかなか30位で、先ほ

、 、どの議会で 知事が１等賞目指せということを

すべてのいろんなものはそういう方向に、トッ

プを目指してやりなさいというような話を議場

でされましたよね。県は今までずっと国民体育

大会で一生懸命頑張ったけど、なかなか上がら

なくて、今年度、結果が出せたわけでしょうか

ら、あとの予算的なもので、いつも言うんです

、 、けれども ここで予算は足りているかと聞くと

頑張りますという言葉が返ってくると思うんで

すが、その辺は、国体は特に、前回も一回お話

、 、ししたと思うんですが 今の社会情勢からして

会社を休んだりして行くというのが非常に厳し

いんですね。だから、公文書を出していただい

ても、今の民間の会社では、国体の意義という

か、そのあたりの理解がなかなか得にくい。そ

して、そういうことを会社に言いづらいような

経済社会情勢になってますので、大手を振って

県民の代表として行けるような何らかの効果的

な取り組みがないのか、そのあたりをちょっと

お願いしたいなと思うんですよ。文書を企業向

けに出されて、公印が押されて事業主あてに来

るんですけれども、それでもなかなかいい顔を

して応援しながら出してくださる企業というの

はそうたくさんはないと思うので、その中でみ

んな競技団体の選手は一生懸命頑張っていって

ると思うんですよ。そのあたりの後押しも、お

金だけではない部分だと思いますので ぜひやっ、

ていただきたいなと思います。

それともう一つ、トップアスリートですが、

これは小中高でずっと連携して、一昨年あたり

からかなり力を入れていただいていると思うん

、 、 、ですが 結果 その指導者の研修といいますか

いい指導者のところが縦につながるとうまくい

くと思うんですけど、そのあたりが横にちょっ

と、中学、高校のところの連携がうまくいかな

かったりとかしますので、そのあたりの十分な

配慮も、これは教職員の異動とも関係してくる

と思うんですよ。ですから、もし競技力を本当

に伸ばそうと思うのであれば、固定化してはい

けないと思いますけど、反面、ある程度長期間

にやっていかないと人材は育ちませんので、そ

の辺のところも含めて、教職の専門性もいろい

、ろ加味すると非常に難しいかとは思うんですが

そのあたりも十分取り組んでいただきたいなと

思います。これは要望で構いません。終わりま

す。

ほかにありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で３課の審査を終わり○外山良治委員長

ます。

、 。総括質疑の準備のため 暫時休憩いたします

午後２時38分休憩

午後２時42分再開

委員会を再開します。○外山良治委員長

議案説明がすべて終了いたしましたが、教育

委員会の議案全般につきまして何か質疑はござ

いませんか。

ことし西校に中高一貫教育校が併○中村委員

設されるわけですけれども、教育長、次、中高

一貫教育をどこにとか、そういう考え方はござ

いますか。教育長はことしで終わりですか。あ
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と１年あるんですか。あと１年のうちに目鼻を

つけてほしいなと思ってるんですが。というこ

とは、都城にということで考えてお話をしてい

ただければいいと思います。

昨年、学校教育改革推進協議会○高山教育長

を立ち上げまして、今後の学校教育のあり方に

ついて検討していただきまして、その中で中高

一貫についても、11月ですか、御提言がござい

ました。今後、そこにつきまして、どういった

方向で進めていくか十分検討して、前向きに検

討していきたいと思います。

この前、知事は、検討ということ○中村委員

はしないと言ったっけ、検討ということは行政

用語だと。前向きに取り組むということでござ

いますね。よろしくお願いします。

それと、この前、都城からは泉ヶ丘高校が学

校ができてから106年ぶりに、普通高校で春の選

抜野球大会に行けるようになりました。それに

引き続いて、せんだって春高バレーに都城商業

高校が行くようになりまして、都商の場合は宮

ノ下先生 あの方が一生懸命頑張っていらっしゃ、

いますね。赴任されてから、そろそろ10年にな

るんですよね。だから、強化指定校であるなら

ば、本当は10年かかるんですよね。赴任してか

ら８年ぐらいからそういった全国大会レベルに

行けるようになる。それぐらいかかるんですよ

ね。都工が10年たって今、鍋倉先生という方に

バレー部はかわりました。10年ぐらいから転勤

になるんじゃなかろうかということで、新しい

部員を勧誘しないんですよね。私にばっと来て

も責任を持てないと。ですから声をかけない。

もう来てくれる人だけでいいと。こういうこと

になってしまうんです。だから、指定校の場合

には 言うわけにはいかないんだろうけど 内々、 、

、で15年ぐらいは監督をそこにちゃんとおらせる

その間にちゃんと指定校の後を継げるような先

生を赴任させるというふうにしないと、僕は強

くならないと思うんですね。この宮ノ下先生を

。 、見ておってつくづく思います 赴任されて10年

やっとこの前、延岡学園とやって勝ちましたけ

ど、接戦でしたよね。だから、こういう学校を

ちゃんと育てていかないかんというのは、県立

高校が春高に行く、県立高校が甲子園に行くと

いうためには、そのぐらいしないとだめですも

んね。だから、そういったことは、教職員課と

スポーツ振興課、もう何回も繰り返し言うんだ

けど、密接な関係を持って、どういうふうにす

ればいいかということをちゃんと、いい先生が

次は何年になるなというぐらいの把握をちゃん

としておいておかなければいけないといつも思

うんですが、再度聞きますが、何回も聞いたこ

とですが、教職員課とスポーツ振興課としょっ

ちゅうコミュニケーションをやって、そういっ

た指定校なり、いい先生がおるところについて

は話し合いがされているのかどうか、教職員課

長とスポーツ振興課長にお聞きしたい。

県内にはいろんな種○坂口スポーツ振興課長

目がありまして、いろんな指導者がたくさんお

ります。立派な指導者がたくさんおります。私

たちは指導者マップというのも県の高体連がつ

くっております。バレーボールであれば、小学

、 、校にはこんな先生が 中学校にはこんな先生が

高等学校にはこんな先生が、この学校で何年目

ですというようなマップもちゃんとつくってお

りますので、いろんな実態があると思いますの

で、そういうことも総合的に踏まえまして、ま

た教職員課と緊密に連携しながら、そういった

ことについて相談をしていきたいと考えており

ます。以上でございます。

その件につきましては、日○谷村教職員課長
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ごろからスポーツ振興課と協議しながら進めて

おります。ただ、実態的に今採用が非常に厳し

、 、くなって 採用枠が少なくなっておりますから

例えばバレー専門が入ってくるというのは、な

かなか困難な状況というのもございます。です

から、一般の指導者で普通の教科、保健体育以

外とか、そういう教科でバレーのできる先生を

どう養成していくかということもひとつ大きな

課題だろうと思いますので、そのあたりも今後

また詰めながら、やはり指導者、先生たちも底

辺を広げていく、スポーツにかかわる先生たち

を広げていくということも一つの施策でやって

いかないと、いわゆるじり貧状態ですので、児

童生徒数が少なくなれば先生をたくさん採用で

きる状態じゃなくなってくるということでござ

いますので、そのあたりも今後検討してまいり

たいと思っております。以上でございます。

課長がそういうことをおっしゃる○中村委員

と、ちょっと言いたくなるんだけど、例えば中

学校レベルで同じ競技種目のところ、Ａ校なら

Ａ校に同じ競技ができる人を何人も配置してみ

たり、そういうことはあるんですよ、県民から

見ると。だから、バランスよく配置してないわ

けですよ。今は少なくなるとおっしゃるけれど

も、例えばＡという中学校に同じ種目の先生が

３人ぐらいダブって、おれがやりたい、おれが

やりたいというのもいるんですよ。それをうま

くバランスよくやっていけばいいはずなのに、

中学校ではそういうことが起こっているという

のも事実なんです。

まず申し上げますけど、教○谷村教職員課長

職員の人事異動というのは、部活を中心的に考

えて異動は原則的にしておりません。いわゆる

教科、数学の先生であれば数学を教える先生た

ち、300人なら300人、子供たちがおれば、その

授業をどうするかということがまず先決になり

ます。そして、かつ部活ですぐれた先生をどう

、配置していくかということになってきますので

例えば同じ保健体育の先生が剣道と剣道が重な

るということはほぼないと思いますけど、例え

ば数学の先生が剣道が得意で、たまたま保健体

育の先生も剣道が得意だったということは、中

には今まであったかもしれませんけど、極力そ

ういうものをスポーツ振興課と協議しながら、

そういうことでダブりがないように、しかし、

かつ、やはり授業というか教科というのが中心

になりますから そこは御理解を賜りたいと思っ、

ています。以上です。

もちろん私はスポーツ優先にしな○中村委員

さいとは言ってません。もちろん学生は勉強す

るのが大事ですから。今、課長がおっしゃった

ように、学科編成のいろんなことでやっていか

れる。しかし、同じ、例えば保健体育なら保健

体育の先生でダブっているのもいるんですよ。

それは現実にあるんですよね。だから、その辺

の配慮はちゃんとしていかないかんというよう

なことを言ってるんでございます。

それから、先ほど一極集中が出ました。私ど

も都城あたりに住んでる者は、さっきの美術館

にしろ県立芸術劇場にしろ図書館にしろスポー

ツ施設にしろ、県都だからやむを得ないと言え

ばそれまでなんだけど、もっと軸足を第２、第

３の都市に移していいんじゃないか。例えば都

城とか延岡とか、そういった第２、第３の都市

に軸足を移していかないかん。今そんなことは

ないですが、昔、野球の全国大会なんかに行く

と、Ａという県に行くと、県都じゃないところ

で試合ができるんですね、どこの県も。そうい

う施設が第２、第３の都市につくってある。我

が県はそういうことがなかなかない。これで考
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えると、都城を考えると、陸上競技場も全天候

型トラックじゃありません。これは都城はそう

いう施策だったんだと言えばそれまでなんだけ

ど、今、宮崎、延岡、西都、串間ぐらいかな、

全天候型トラックがありますよね。都城にはな

い。それを今つくろうじゃないかという話もし

ている。今、やるでしょう。もう一つは、31市

町村の中で、50メートルの公認プールがないの

も都城だけなんですね。これも市がちゃんとす

。べきじゃないかとおっしゃればそれまでのこと

だけど、県土の均衡ある発展と言いながら、そ

ういう施策がとられていない。半年ぐらい前、

市長と飯を食いながら話してたんですけど、１

市４町が合併した。その４町にそれぞれ陸上競

技場と例えばグラウンドぐらいあるんですね。

だから、総合運動公園をつくることは予算上で

きないから、例えば旧都城市の山田町なら、こ

こを陸上競技場、陸上専門にしましょうよと、

高崎を例えばラグビーとかサッカーのそういう

施設にしましょうよと そうした方がいいんじゃ、

ないのという話をしたんです 今それにのっとっ。

て整備計画をやってるんですね。進めようとし

ている。各陸上競技協会、野球とか、いろいろ

アンケートをとってやってるんだけど そういっ、

たときに非常に予算がかかるわけだけれども、

そういった都城市が進めようとしているものに

ついて、例えば延岡が今から進めるかもしれな

いが、そういったものについて支援策はあるの

かないのか。こういう情勢だから、ないと言わ

れるのはわかっているけど、その辺はどうなん

でしょうか。

現在、本課で生涯ス○坂口スポーツ振興課長

ポーツの施設ということで補助をしております

ので、9,500万ぐらいありますので、来年度どう

ということは申し上げられませんけれども、そ

ういったことで それぞれの市町村にはここずっ、

と補助をしてきておりますので、そういったも

のもまた活用していただければと思っておると

ころです。

じゃ１市町村に9,500万はできる○中村委員

と。

基本的にはできると○坂口スポーツ振興課長

思いますけれども、いろんなところから要望が

ございますので、そういった意味からは、１市

町村にすべてというわけにはいかないと思いま

す。以上でございます。

こういう全国レベルの大会に行く○中村委員

と、今、泉ヶ丘高校が選抜高校野球、都商が春

高バレー、都城では今、寄附もらいが大変なん

ですよね。やっぱりあれなんですよ。そういっ

た全国レベルの高校生が行く大会に、県の補助

はありましたか。どのくらいありましたか。

今のは全国大会とい○坂口スポーツ振興課長

うことでしょうか。インターハイ等には補助を

しております。全国高校総体等々には県も補助

しております。

春高バレーというと、いわゆる高○中村委員

校生のバレーボールの選手にとっては甲子園で

すよね。それで、泉ヶ丘が今度は甲子園に行く

わけですよね。これは本当に私立高校でなくて

県立高校、しかも泉ヶ丘は進学高校です。本当

に意義のあることだと思うんですね。そういう

ところに全然補助がないというのは、根本的に

改めないかんのじゃないかと思うんですよね。

野球、バレー、ラグビー、サッカー、バスケッ

ト、あるんだけど、ちょっと種目が多いからそ

りゃ大変だろうけど、せめて高校野球ぐらいは

補助金が欲しいなと思うんです。今、泉ヶ丘高

校では、名門ですから大体１億円ぐらい集まる

んじゃないかというようなことを言ってます。
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そのあおりで、都商は集まらないんじゃないか

という気がするんですね。何かそういう手だて

が欲しいなと思うんですが、課長、どう思われ

ますか。

いろんな大会、全国○坂口スポーツ振興課長

大会にすべて補助ということは、なかなか難し

いと思います。それで、高体連を通じて、高体

連の大会ということで、全国高校総体等々には

補助をしております。高野連につきましては、

高野連はお金をたくさん持っておりますので、

入場料も取ったりしております。高等学校体育

連盟は、会費等も少なくて、県の補助がない

と、31競技ありますので、なかなか大変でござ

いますので、そういった面で、春高バレー等々

に、選抜大会等にも補助をしたいんですけれど

も、なかなかそこまではいっていないというこ

とが現状でございます。

最後ですけど、重点校、指定校を○中村委員

つくるときに、２校つくろうじゃないかという

ことだったですね。例えばバレーなら都工と宮

崎工業、そのように２校を競い合わすというの

が重点校でしたよね。ところが、駅伝に関して

は小林高校１校だけでしょう。これはどういう

わけですか。

私たちが考えている○坂口スポーツ振興課長

のは、ある程度の全国で通用するぐらいの、全

国ベスト８ぐらいの、せめてそれぐらいの力が

あってほしいなということで、バレーボールに

ついては都工と宮工とさせていただいておりま

す。それと、女子の場合は、延岡学園と都城商

業というような形で指定をさせていただいてま

す。本来ならば、そういう形で２校なり３校な

りを指定して競わせていくというのが一番本来

の姿だろうと思いますけれども、要は幅広

く……。済みません。先ほどの宮工はございま

せん。都城工業と日向学院、宮工は外れました

ので、今、都工が指定校ということで、女子は

都城商業と延岡学園ということになっておりま

すけれども、そういうことで、２校、３校指定

できればいいわけですけれども、そういうふう

に育ってくれて張り合うようなチームがたくさ

ん出てくることを私たちは願っております。そ

うすることが全国で勝ち、また国体で上位にい

ける、そういう大きな力になるんだろうと、そ

ういうふうに考えております。以上でございま

す。

なぜこういうことを言うかという○中村委員

と、小林高校が駅伝では常連校ですよね。毎年

行ってる。圧倒的な強さを誇る。ところが、あ

そこに、新聞を見られるとわかるように、ほか

の高校は太刀打ちできなんです。Ａチーム、Ｂ

チーム、Ｃチーム、並んでくるわけです。そし

て、ほかの高校が次に来るわけです。取り過ぎ

なんです。投げ網で取ってる。そしたら、結局

都大路を走るのは７名でしょう。あとはくさっ

ていくんですよ。だから、こういう取り方はい

。 、 、けない やっぱりＡ校 Ｂ校としておかないと

投げ網で取ってくるから。７名しか都大路走ら

れないのが１周目競った。ちょっと足をくじい

たからだめだ 脱落していく ほかの高校にとっ、 。

たらエース級だった連中がくさるんです。だか

ら、指定校は２校つくるべきだと前から言って

るんです。ぜひ課長、そういうふうに、何で小

林高校１校だけ、駅伝部をあそこだけ置いてお

かなくちゃいけないのか。やっぱり全国レベル

で勝とうと思えば、もう１校どこかつくらない

とだめだと思うんです。それを一つ要望してお

きたいと思います。２校ずつ競わせていくと、

子供をくさらせない、こっちに出したらエース

になれる人がいっぱいいるんですよ。それを要
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望しておきたい。

総括ですので、２点だけお伺いし○十屋委員

たいと思います。知事の所信証明の中で「すべ

ての大人はすべての子供の教師たれ」という言

葉を教育のところで使われたんですね。その前

に、本県発展のかぎでありという、ずっといろ

いろありまして、そのあたりをこうして一応来

年度予算のいろんな施策が示されたわけですけ

れども、急に知事がかわられて、それをいきな

り教育行政の中でどういうふうに生かすかとい

うのは非常に難しいと思うんですが、基本的な

考え方として、教育長、どういうふうに考えら

れるのか、もしくは、レクチャーなんかしたと

きに、教育行政に対してのいろんな意見交換が

あったと思うんですね。そのあたりをちょっと

お聞かせいただけますか。

知事とそういった具体的にマニ○高山教育長

フェスト関係について議論というのは機会が少

ないんですけれども、我々としましては、子供

たちが心豊かにたくましく育っていくために、

平成19年度予算につきましても、従来の予算に

つきましてプラスアルファしながらやっており

ますので、そういった趣旨で予算を計上してい

。るということで御理解いただきたいと思います

６月議会に肉付けするときに、教○十屋委員

育行政の中でいろいろ、それこそ委員会制度で

執行機関と教育委員会というのは独立してそれ

ぞれの権利を持ってるわけですが、そのあたり

でいろんな意見が出てきたときには、お互いに

協議をされると思うんですね。先ほど言われま

したスポーツに関してもそうでしょうし、学力

に関してもそうでしょうし、そういうときは知

事としての意見は尊重しなきゃいけないと思う

んですけれども、一方、教育行政のプロとして

の考え方もあると思うんですよ。そのあたりは

どういうふうにすり合わせていくかというか、

子供たちのために宮崎県の教育行政を担ってい

らっしゃる方々が、どういうふうな考えのもと

で知事と話をされるのかというスタンスはどう

なんですか。

今 平成17年度から はばたけ！○高山教育長 、 「

宮崎の子どもたち」という大きなスローガンを

掲げまして、知・徳・体、調和のとれた健やか

な子供たちの育成という観点で、いろんな施策

を17、18、19というふうに動いております。そ

ういったことを踏まえて、知事の方には理解を

求めていきたいと考えてます。

あと１点、これは先ほど19年度施○十屋委員

策の中で西臼杵地区の養護学校の高等部設置が

ようやく日の目を見るようになったんですけれ

ども、以前からずっと、いろんな県の行政とし

ても、障がい、特別支援教育に関しては理解し

ていただいて、かなりの部分で光が当たってき

たと思うんですね。私がお聞きしたいのは、19

年度以降もずっと厳しい財政の状況が続くのは

間違いないことなんですけれども、日向地区の

皆さんが要望されてます日向養護学校の高等部

の要望に対して、以前から計画をつくって、そ

の中でいろいろ議論、計画しながらということ

だったんですが、本当にこの前も電話を保護者

の方からいただいて、言葉的には私個人的には

理解できるんですけど、それをお伝えしても待

ち切れないといいますか、時間が刻々と過ぎて

いったときに、なかなか待てないなというのが

実感としてあるんですよ。ある一つの方法では

ないんですが、前に光は見えてるんですけど、

薄明かりなものですから、それをもっと明るく

してお示ししてあげると待てるんじゃないかな

と思うんですね。ここぐらいまでだったら、計

画つくって、その中に言葉的にでも入れますよ
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と、そのあたりを示すことができないのかどう

か。

障害者保健福祉圏域○渋谷特別支援教育室長

ごとに養護学校ができる。これは一つの大きな

成果です。その次は、委員おっしゃるように、

高等部が整備されていない養護学校がございま

す。全県的な視点でということで、これまでも

申し上げてきたんですけれども、その計画を策

定するための内部的な検討ということは進めて

いるところです。しかしながら、予算に、今回

骨格ということもございますから、そういった

ものの予算についてどうするかということを含

めて今後ちょっと検討してみたいと。それが実

現していけば、薄明かりがちょっとぼんやりと

いうような感じになってまいりますということ

で御理解いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

雪あんどんだって本当に薄明かり○十屋委員

でもいいんですけど、その可能性として、計画

づくりするための予算化が６月議会の肉付けで

できるのかできないのか、それは教育委員会の

中でいろんな議論があって、それを優先するの

か、別の事業を優先するのか、そのあたりの議

、 、論もあると思うんですけれども 希望とすれば

頑張って予算化していただいて、ぼんやりでも

ローソクでも何でもいいんですけど、とにかく

光が見えてくるようなことをぜひやっていただ

ければなと、これは本当に強く願うところなん

ですよ。ですから、財政が厳しくてなかなか難

しいというのは重々わかった上であえてこの場

、 、で言わせてもらっておりますけれども 教育長

何かありますか。

委員のお気持ちも十分わかりま○高山教育長

すし、我々としましても、そういった方向で今

後検討していきたいということで、明確にして

いきたいと考えております。以上です。

よろしくお願いします。○十屋委員

宮崎県の教育レベル、子供を○外山三博委員

レベルアップするために、一番大事なのは先生

方のレベルだろうと思うんですね。新卒採用し

ますね。そして、新卒を採用して、中には先生

として適格じゃない人もいると思うんですよ。

しかし、今の状況を見ておると、ずっと子供を

教えながら定年までいってしまう。そういう先

生に教わった子供というのは不幸ですよね。で

すから、私はまず、入ってきた先生が本当に先

生として適格かどうか、それは本人の自己反省

も含めて、客観的に見たときにどうかという

チェックをどこかで一度する必要があると思う

んですね。例えば５年ぐらいたったときに再試

験をするとか、そういう制度は今ありませんよ

ね。どうですか。

現在はございません。○谷村教職員課長

私はそういうものを創設し○外山三博委員

て、10年たって不適格だからというと、その人

の次の再就職の道がなかなかないから、５年ぐ

らいたったときに、そういう再試験をするとい

うか、教員として適格か不適格か、そういうこ

。とを考える必要があるような気がするんですよ

ただ、これは最初の試験のときに、５年後に再

試験しますよと、そのときに不適格の場合は教

員をやめてもらいますと、そういうような条件

でよければ受けてくださいという条件をつけれ

ばできると思うんですが、そういう考えという

のはどうなんですか。

先ほど５年とおっしゃいま○谷村教職員課長

したので、５年の制度は今ないということです

ね 今 教育再生会議等でもいろいろ話題になっ。 、

ておりますが、その際、そういう教員に対して

は免許を更新しないとか、そういう問題も出て
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おりますので、今後、国の動き等を見てまいり

、 、 、 、たいと思いますが あるいは 今 普通行政職

我々一般公務員は６カ月が条件つき採用期間と

いうことなんですが、教員については、これは

１年ということなんです。それで適格か不適格

かということを見るということでございます。

、そういうものが一つ制度的にはございますので

現段階ではそれを厳格にやっていくということ

が必要かなと思います。それと、おとといも

、ちょっと御報告申し上げました人材育成プラン

あの中でそういう先生たちが早くわかる状態を

まず管理職なりが、あるいは同僚なりが見つけ

て、本当にだめであれば別の就職を見つけても

らうと、若いうちですから。ただ、そうないと

いうことであれば、ある程度研修していけば直

るというような部分もあると思いますので、そ

の辺はそういうプランの中で今後構築していき

たいということは考えております。以上です。

今 課長がそういう意識を持っ○外山三博委員 、

ておるということですから、ここには教育委員

会のこれからをしょっていく職員の皆さんたち

がおられますから、ぜひそういう意識で、非常

にやり方が難しいと思うんですよ。しかし、知

恵を出して、どうしたら一番不適格な先生を排

除できるかということは考えていかないといけ

ない問題だろうと思います。

それから、もう一つ大事なことは、同じ県の

職員でも、一般行政の職員は、自分の仕事とい

うか事業を通じて社会と接点がずっと全部あり

ますね。その中で人間形成というか幅ができて

くるんですが、先生の場合は自宅と学校の往復

で、相当意識を持った先生は、地域のいろんな

ボランティアとか、そういうものに入ってくる

先生がおるんですが、私が見ておると、非常に

忙しいということもあって学校と自宅の往復、

それで20代からずっと60までいってしまうと、

社会的な常識に欠けるところ、総合的なものが

身についていないという先生が結構、定年でや

めた私の周辺の元先生とつき合うと どうかやっ、

ぱり何か欠けておるなというのが正直私の感想

であります。やっぱり先生に一番大事なのは、

指導力も大事なんですが、それ以上に人間性な

んですよ。先生の体からにじみ出てくる人間性

が教える子供にいい影響を与え、よし、僕もや

りたいなという気持ちが出てくる。私の経験で

も、教え方がうまい下手よりも、人間的な魅力

があった先生が私に対する影響が非常に大き

かったと今でも感じております。そういうこと

で、先生たちにそれではどういう研修を、普通

は研修センターで校長が来ていろいろ勉強する

研修ももちろんあるんでしょうが、ある期間、

社会の風に触れるというか、そういうような研

修をやるべきじゃないかと思うんですよ。こう

、 、 。いう研修について 今 現状はどうなんですか

大人に対して教師が接す○飛田学校政策課長

るんじゃなくて、子供たちに接するという意味

で、今の御意見というのは非常に大きいものが

あると受けとめさせていただいております。以

前に増して社会体験研修というのは、例えば10

、年経過研修というのを取り入れてきたんですが

今やっております研修としましては、初任者研

修の中で３日程度外へ出すという研修をいたし

ております。それは社会福祉施設における福祉

体験研修だとか、そういうことが主でございま

す。それから、10年経過研修についても、日に

ちは３日から５日ぐらいですが、複数の企業の

中から、学校、それから研修に行く10年目の先

生、そこあたりをいろいろ、10年たってますの

で、先ほどおっしゃったような意味でいろんな

個性が出てきてます。そこを見ながら、校長が
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指導しながら、選択した企業等で研修をしてお

ります。それから、もう一つ大きな視点で、学

校をリードしていくような職員を社会に派遣す

るということで、教職経験10年を経て、それか

らしばらくした職員を連続２カ月企業に派遣す

るというような研修もいたしまして、例えば最

近の例では、大型量販店で接客してみたり、ホ

テルに行ったりとか、いろんなことをいたして

おります。そういうような研修を通しながらや

るということと、逆に学校へいろいろ社会の人

材に来ていただいて、またそういうことで接し

ていく。それから、高等学校においては、先ほ

どもちょっと話に出てきましたが、産業界との

接触というのが特に専門高校ではございます。

そういう部分で子供たちを就業させていく、あ

るいは就職させていく、そういうかかわりの中

。から教師も学んでいくということもございます

以上のようなことに取り組んでおります。

いろんな研修のあり方がある○外山三博委員

ということで 例えば３日の研修 ３日行ったっ、 、

て上っ面ちょっとなぜるだけで、ほとんど研修

にはならないですよ。２カ月の研修というのは

数は多いんですか。

長期社会体験研修は、２○飛田学校政策課長

カ月派遣しますものですから、その間に、後に

かわりの教師を補充するというようなシステム

でやっておりまして、10名から20名程度を毎年

派遣している状況でございます。

最低１カ月、理想から言えば○外山三博委員

半年ぐらいは、例えば宅急便の運転をやるとか

コンビニに行くとか いろんな仕事の現場に入っ、

。 、て本当にいろんなものを経験してくる しかし

今言われたように、そういう長期の研修になる

と代替えの先生が要りますから、人件費がわっ

と上がってきますね。だから、そこ辺のプラス

面と、40人学級、30人学級にすることとどっち

がいいのか。同じお金を使うんだったら、どっ

ちが子供の教育のためにいいのかという、そう

いうふうに教育委員会も考える必要があると思

うんです。30人学級にして先生の数がふえてき

ますから、そのことの効果と、40人学級で30人

したとした先生、余分な分を余裕がある範囲で

研修をさせると、そして社会性を身につけて人

間性が向上すると、そこ辺のところも検討して

いく必要があると思います。ですから、私はや

り方はいろいろあると思いますが、人間性の向

上というか社会性を身につけるということはぜ

ひ教育委員会で今後の大きなテーマとしてとら

、 、えていただいて 今後の教職員の研修というか

そういう面で考えていただきたいと、これは要

望で結構です。お願いします。

日ごろ口うるさい山口哲雄が当初○山口委員

予算について一言も触れないということは、身

体的にかなり悪いだろうかと思うのかもしれま

せんが、そうではありません。次に立候補もし

ない者が新年度予算を聞いたところで、その経

過や結果を見れるわけではありませんから、警

察も企業局も、そして皆さんの分も一切触れさ

せていただきませんでした。ただ、気になるこ

とが２点ありますから教えてください。

今回の予算は骨格予算ということでありまし

て、政策的な決定が要るもの、あるいは７月以

降に事業を実施するもの、また、公共事業の60

％ぐらいはカットしてということで予算を編成

されたそうでありますが、これはどこでお決め

になったものなんですか。

骨格予算の編成及びその内容○梅原総務課長

については、財政課が決定いたしております。

じゃ副知事という職務執行代理者○山口委員

が決めたんではなくて、財政課という立場でこ
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ういう方針を出されたということで理解をいた

。 、 、 、します その結果 警察は293億 当初比で98％

皆さんの場合には1,154億円で対前年度当初比較

で99.4％をここに出されておりますよね。警察

に伺いましたところ、６月の肉付け予算であと

５～６億円の予算は出てきましょうかねという

ことで、その中身も伺いました。98％でその程

度ですから、皆さん方の99.4％となりますと、

６月の議会における肉付け予算で、さらに何か

新しいものが出てきそうだという気は余りしな

いんですが、当初の財政課の方針に従って留意

した３項目の結果、今後肉付け予算として考え

ておられるものがあればお聞かせをいただけま

せんか。

まず、今回の骨格予算の対前○梅原総務課長

年比99.4％でございますが、これはごらんいた

だくとわかりますように、教育委員会の予算は

ほとんどが人件費で占めておりますので、義務

的経費ということで非常に高い率になっており

ます。残りにつきましては、いわゆるソフト政

策費でございますので、金目は義務的経費です

とか公共事業に比べますと、かなり少額になり

ますけれども、したがいまして、あと伸び率と

いうのも、そんなに何％も99.4に加算されると

いうわけではないと思いますが、対前年度同額

ぐらいになるように目指して頑張ってまいりた

いというふうに考えております。

わかりました。なぜ私が骨格予算○山口委員

の方針の責任の所在を聞いたかといいますと、

当初予算比では4,663億円で、対前年が5,800億

円ですから、1,130億円億円のマイナスなんです

よね。もう一方では、知事が新しくなりました

からというところで、６月議会で1,130億円の予

算がどどっと出てくるという、そういうやり方

を 逆に言えば気遣いをなぜ皆さん方がしなきゃ、

いけないんだろうかと、私はこう素朴に思うん

ですよ。行政というのは継続性がありますし、

まして、おっしゃるように、私たちの常任委員

会における警察も教育委員会も、皆さん方

は1,154億円と言ったものの、谷村さんの担当す

る教職員課が約1,000億ぐらい使いますから、ほ

とんど微々たるものですよ。しかし、行政への

継続性等を考えたときに、知事が新しくなった

ために６月議会でどんとこういう新しい事業が

出てきて、そしてそこに公共事業のこういうの

が日の目を見ますというのは、それは本来、次

年度からの知事の行う作業であって、当選して

来るべき人のために、おいしい部分をとってお

かなきゃいけないのだろうかと、もちろん知事

としての政策を決定しなければならないという

、 、部分はあると思いますが どこかの国のように

今まではトウモロコシやヒエを食ってるけれど

も、きょうは首領様の誕生日ですからお米が配

達されますとか、あるいは鶏の肉が配達されま

すというように、知事がかわったためにこんな

仕事が出てきたんだというのが、果たして行政

として配慮しなければならないのだろうかとい

う気がするんですね。常任委員会ですから、余

り言ったところで総務課長さんの頭をひねるば

、 、かりですから あえて申し上げませんけれども

私はそのことに強い疑問を抱きます。特に新し

いのが西都原古墳群を含めて出てこないのであ

れば、それはそれで結構です。

２点目は、年始の仕事初めとか年末の仕事納

、 、めとか あるいは年度当初のときもそうですが

県庁講堂に県庁幹部の皆さんがお集まりいただ

きまして、知事の訓示といいましょうか話を聞

く部分があるんですね。よくよく見ますと、副

知事さんもおられ、出納長さんもおられ、我が

教育長もそこに立っておられる。ぐーんとカメ
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ラがターンしたときに、警察本部長もいるには

いるんだと、こう思うんですが、あの並ぶ順序

というのは何か理由があるんですか。

例えば、知事が年度初めに集○梅原総務課長

めて訓示をされますとか、そういう場合には総

合政策本部の方で仕切るわけですけれども、そ

ういった各部の建制順の並びで総合政策本部な

りが決定をしていることだというふうに思って

おります。

私個人の好みで言ってはいけない○山口委員

のかもしれませんけれども それは各部セクショ、

ンごとに、ここは重要でここは重要ではないな

んていうかなえの軽重を言うつもりはありませ

んけれども、教育という国家百年の計を図ろう

とするその責任者を何か同列で一緒に並べられ

るというのは、非常に私としては耐えられない

部分があるんですね。ですから、かつて県教育

長というのは、知事は推薦はするものの、それ

は文部大臣の認可事項だったという部分があり

ましたが、地方分権と、それからそういう中央

集権を改めようということで教育法が変わって

今のような形になってきましたが、何かしら事

業を持つ他の部局と同じように、警察本部長や

教育長が同列に並ばれるのは、私としては非常

につらい部分があります。そんな中で、安倍総

理大臣がといいましょうか、国がといいましょ

うか 「再チャレンジ」という言葉を言ってます、

よね。私は自民党ではありませんけれども、大

変耳ざわりもいいですし、あの政策には期待を

いたしたいと思っております。ただ、総理の言

う再チャレンジとか今国が示そうとする施策と

いうのは、例えばフリーターやニートが一つの

仕事を目指して頑張ってきたけど、実力がなく

てそのハードルが越えられないとか、あるいは

やってきたけれども無理だったかな、じゃ方向

転換をしてみたらどうですかと、その方向転換

するためのお手伝いを国や行政がやりましょう

というのが私はその再チャレンジ方式だと思っ

ております。もう一方では、知事は本会議の中

で、やはりこの再チャレンジという話をされる

んですね。ただ、私は、それは国が考えている

再チャレンジと知事の言う再チャレンジは全然

違うと私なりに理解をしてます。それは知事が

答弁の中でちらっと言うように 「私も人生いろ、

いろありました」と 「しかし、再チャレンジを、

忘れずにここまで来ました」というその部分だ

けはすごいな、すばらしいなと思います。思い

ますが、ちょっと私は意味が違うと思う。批判

を恐れずに言いますと、現知事は未成年少女と

、の淫行問題を取り上げられたこともありますし

暴力事件を取り上げられたこともあります。こ

れは県職員だったら即刻懲戒解雇でしょう 我々。

議員だったら多分次の選挙は通らないと思いま

す。だけど、悔い改めて一生懸命頑張れば、県

、職員にはなれないけれども知事にはなれるよと

政治家にはなれるよという部分をあの人が示し

たというのは、それはそれで大変立派なことな

んだろうかとは思っております。だけど、もう

一方では、先ほど言う教育という立場に立った

ときに、皆さん方はそれをどう児童生徒に説明

するのかなと考えてきますと、非常に私は複雑

な思いがいたすのです。そういう意味で、もと

に戻りますが、知事がお話をされるときに、前

方一様に並ばなければならないとは言いながら

も、どうぞそこらは 「国家百年の計はまさに教、

」 、 、育にあり でありますので 堂々と胸を張って

半歩ぐらい前に出るぐらいの気持ちでもって、

ひとつ頑張っていただきたいと思ってるところ

であります。

総括質疑、ほか何かありま○外山良治委員長
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せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○外山良治委員長 その他 何かありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって教○外山良治委員長

育委員会を終了いたします。

執行部の皆様には長時間御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後３時33分休憩

午後３時35分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

まず、採決についてでありますが、３月６日

の１時から行いたいと思いますが いかがでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、異議がありませ○外山良治委員長

んので、次の委員会は６日の１時再開と決定い

たします。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって、本日の委員○外山良治委員長

会を終了いたします。

委員の皆様、本当にお疲れさまでした。

午後３時36分散会
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平成19年３月６日（火曜日）

午後０時59分開会

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

議案の採決を行います。

採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決い○外山良治委員長

たします。

議案第１号 第14号から第17号 第21号 第22、 、 、

、 、 、 、 、 、号 第24号 第25号 第28号 第29号 第32号

第43号、第56号及び第57号につきましては、原

。案のとおり可決することに御異議ありませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。○外山良治委員長

よって 議案第１号 第14号から第17号 第21、 、 、

、 、 、 、 、 、号 第22号 第24号 第25号 第28号 第29号

第32号、第43号、第56号及び第57号につきまし

ては、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き

閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、こ○外山良治委員長

の旨議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時15分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告につきましては、休憩中にいただ

いた６点の意見を参考にしながら、正副委員長

に御一任いただくということで御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせ○外山良治委員長

ていただきます。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上で委員会を終了○外山良治委員長

いたします。

委員の皆さん、本当に１年間ありがとうござ

いました。

午後１時17分閉会




